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二

二
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�
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�

は
じ
め
に
│
│
本
稿
の
課
題
│
│

本
稿
に
お
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
課
題
は
、
以
下
の
二
つ
で
あ
る
。

一

第
一
の
課
題

「
所
有
者
ノ
名
義
ニ
テ
占
有
」
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味

�

わ
が
民
法
一
六
二
条
は
、「
二
十
年
間
、
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
、
平
穏
に
、
か
つ
、
公
然
と
他
人
の
物
を
占
有
し
た
者
は
、

そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る
」(
一
項
〔
長
期
取
得
時
効])

、「
十
年
間
、
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
、
平
穏
に
、
か
つ
、
公
然
と
他
人
の

物
を
占
有
し
た
者
は
、
そ
の
占
有
の
開
始
の
時
に
、
善
意
で
あ
り
、
か
つ
、
過
失
が
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る
」

(

二
項
〔
短
期
取
得
時
効])

と
規
定
し
、
一
〇
年
ま
た
は
二
〇
年
、「
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
」
占
有
す
る
こ
と
を
所
有
権
の
取
得
時

効
の
要
件
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
条
文
を
文
言
に
忠
実
に
従
っ
て
解
釈
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、「
所
有
の
意
思
」
と
は
、
占

有
者
が
そ
の
内、
心、
に
お
い
て
有
す
る
と
こ
ろ
の
、
占
有
物
を
所
有
し
よ
う
と
す
る
意
思
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
方
、
現
行
民
法
の
母
胎
と
な
る
旧
民
法
は
、
そ
の
証
拠
編
一
三
八
条
一
項
で
、「
不
動
産
ノ
取
得
時
効
ニ
付
テ
ハ
所、
有、
者、
ノ、
名、

義、
ニ
テ
占
有
シ
其
占
有
ハ
継
続
シ
テ
中
断
ナ
ク
且
平
穏
、
公
然
ニ
シ
テ
下
ニ
定
メ
タ
ル
継
続
期
間
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」(

傍
点

引
用
者)

と
定
め
、「
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
」
す
る
占
有
で
は
な
く
、「
所
有
者
ノ
名
義
」
を
も
っ
て
す
る
占
有
を
、
不
動
産
の
取

得
時
効
の
要
件
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
も
し
こ
の
「
所
有
者
ノ
名
義
」
に
基
づ
く
占
有
を
、
売
買
契
約
・
贈
与
契
約
・
交
換
契
約

な
ど
、
所
有
権
を
取
得
す
る
権、
原、
に
基
づ
い
て
生
じ
た
占
有
と
解
し
た
上
で
、
現
行
民
法
の
「
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
」
す
る
占
有

も
こ
れ
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
取
得
時
効
に
お
け
る
「
所
有
の
意
思
」
の
存
否
は
、
権
原
に
基
づ
い
て
判
断
す
べ
き
こ
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と
に
な
り
、
内
心
の
意
思
は
考
慮
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
、
前
稿
「
取
得
時
効
に
お
け
る
『
所
有
ノ
意
思
』
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
占
有
理
論
」

(

�)
(

以
下
の
本
文
で
は
、

「
占
有
理
論
」
と
略
称
）
で
、
旧
民
法
の
起
草
者
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
占
有
に
関
す
る
一
般
理
論
を
考
察
し
、

(

�)

そ
こ
に
お
い
て
、
と
り

あ
え
ず
、
次
の
よ
う
な
仮
説
、
す
な
わ
ち
、《｢

所
有
者
ノ
名
義｣

、
さ
ら
に
は
現
行
民
法
の
「
所
有
の
意
思
」
を
、
真
の
所
有
権
取

得
者
を
保
護
し
、
容
仮
占
有
者
を

(

�)

排
除
す
る
た
め
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
存
否
は
、
原
則
と
し
て
、
権、
原、
に
基

づ
い
て
判
断
す
る
の
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
》
と
い
う
私
見
を
提
示
し
て
お
い
た
。

(

�)

だ
が
、
既
に
、
辻
伸
行
教
授
は
、
大
略
以

下
の
よ
う
な
見
解
を
展
開
し
、
こ
れ
と
対
立
す
る
立
場
を
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
①
旧
民
法
の
「
所
有
者
ノ
名
義
ニ
テ
占
有
シ
」
と
い
う
要
件
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
旧
二
二
二
九
条
（
新
二
二
六
一

条
）

(

�)

の
�un

e
p

o
sse

ssio
n

…
…�

titre
d
e
�
���

�������	

�
に
由
来
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
れ
を
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
す
る
占

有
と
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
②
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
も
、
彼
の
「
占
有
の
成
立
に
関
す
る
一
般
的
な
説
明
」
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

旧
民
法
証
拠
編
一
三
八
条
一
項
の
草
案
に

(

�)

お
け
る
�un

e
p

o
sse

ssio
n
�

titre
d
e
�
���

�������	

�
に
つ
い
て
、
同
様
な
解
釈
を
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
③
旧
民
法
の
「
所
有
者
ノ
名
義
ニ
テ
」
と
は
、

｢『

所
有
者
と
し
て
振
る
舞
お
う
と
す
る
意
思』

を
も
っ
て｣

と
い
う
意
味
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
④
現
行
民
法
一
六
二
条
の
「
所
有
の
意
思
」
は
、
旧
民

法
証
拠
編
一
三
八
条
の
「
所
有
者
ノ
名
義
ニ
テ
」
を
書
き
換
え
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
意
味
内
容
の
変
更
が
あ
る
と
は
推
測
で

き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
⑤
現
行
民
法
の
「
所
有
の
意
思
」
も
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
・
旧
民
法
と
同
様
、
所

有
者
と
し
て
振
る
舞
お
う
と
す
る
内
心
の
意
思
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
教
授
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

(

	)

ま
た
、
こ
の
ほ
か
の
学
説
を
瞥
見
す
る
と
、
藤
原
弘
道
弁
護
士
も
、
辻
教
授
と
同
様
、
そ
の
論
稿
「
さ
ま
よ
え
る
『
所
有
ノ
意
思
』
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自
主
占
有
に
お
け
る
権
原
と
善
意
に
つ
い
て

」
に
お
い
て
、
①
フ
ラ
ン
ス
民
法
旧
二
二
二
九
条
（
新
二
二
六
一
条
）
の

「
所
有
者
と
し
て
の
占
有(

u
n

e
p

o
sse

ssio
n
�

titre
d
e
�
���

�������	)

」
と
は
「
所
有
者
意
思
を
も
っ
て
す
る
占
有
の
こ
と
で
あ
る

と
い
う
の
が
フ
ラ
ン
ス
で
の
異
論
の
な
い
見
解
で
あ
」
り
、
②
旧
民
法
の
「
所
有
者
ノ
名
義
ニ
テ
占
有
」
す
る
と
い
う
の
も
、
こ
れ

と
同
様
、「『
所
有
者
意
思(

an
im

u
s

d
o

m
in

i)

』
を
も
っ
て
所
持
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る｣

、
従
っ
て
、
③
こ
れ
を
引
き
継
い
だ
現

行
民
法
一
六
二
条
の
「
所
有
の
意
思
」
は
、
沿、
革、
的、
に、
は、
、「『

所
有
者
意
思(

an
im

u
s

d
o

m
in

i)

』
と
い
う
内
心
の
意
思
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
」
と
論
ず
る
。

(
�)

こ
の
ほ
か
、
理
由
は
様
々
で
あ
る
が
、
民
法
一
六
二
条
の
「
所
有
の
意
思
」
は
、
本
来
、「
占
有
者
が
所

有
者
と
し
て
物
を
所
持
す
る
内
心
の
意
思
で
あ
る
」
と
す
る
説
も
、
近
時
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

さ
ら
に
、
金
山
直
樹
教
授
は
、
最
近
の
論
稿
で
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
�un

e
p

o
sse

ssio
n

…
…�

titre
d
e
�
���

���
����	

�

を
、「『

所
有
者
名
義
』
の
占
有
、
す、
な、
わ、
ち、
所、
有、
の、
意、
思、(

a
n

im
u

s
d

om
in

i)

を、
備、
え、
た、
占、
有、
（
自、
主、
占、
有、)

」(

傍
点

引
用
者)

と
解
し
て
い
る
が

(

�)

、
も
し
教
授
に
お
い
て
も
、
わ
が
現
行
民
法
一
六
二
条
の
「
所
有
の
意
思
」
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
「『

所
有
者
名

義
』
の
占
有
」
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
が
取
得
時
効
に
お
け
る
「
所
有
の
意
思
」
に

つ
い
て
も
、
辻
教
授
や
藤
原
弁
護
士
と
同
様
の
解
釈
が
採
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

�)

そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ら
学
説
が
眼
前
に

屹
立
し
て
い
る
と
い
う
状
況
の
下
、
筆
者
は
そ
れ
に
対
抗
し
得
る
だ
け
の
私
見
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
前

掲
拙
稿
「
占
有
理
論
」
で
行
っ
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
占、
有、
理、
論、
一、
般、
の
考
察
の
み
で
十
分
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で

あ
る
。

�

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
に
、
旧
民
法
証
拠
編
一
三
八
条
一
項
が
規
定
す
る
「
所
有
者
ノ
名
義
ニ
テ
占
有
」
す
る
と

い
う
こ
と
の
実、
際、
的、
意
味
に
つ
い
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
占
有
に
関
す
る
一
般
理
論
を
改
め
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
、
旧

法と政治 62巻 1号 (2011年 4月)

取
得
時
効
に
お
け
る
「
所
有
の
意
思
」
と
旧
民
法
の
占
有
規
定

105

一
〇
五

Ⅰ



民
法
の
占
有
規
定
に
お
け
る
個
々
の
条
文
、
と
り
わ
け
容
仮
占
有
に
つ
い
て
規
定
し
た
同
法
財
産
編
一
八
五
条
・
一
八
六
条
の
内
容
、

並
び
に
、
そ
れ
ら
条
文
の
草
案
に
対
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
注
釈
を
も
検
証
の
対
象
に
加
え
、
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
し

て
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
旧
民
法
で
言
う
「
所
有
者
ノ
名
義
」
に
よ
る
占
有
と
は
、
所
有
権
を
取
得
す
る
権
原
に
基
づ
く
占
有
な
の

か
、
そ
れ
と
も
、
所
有
者
と
し
て
占
有
し
よ
う
と
す
る
内
心
の
意
思
を
要
素
と
す
る
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
外
の
意
味

を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
現
行
民
法
の
解
釈
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二

第
二
の
課
題

旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
の
解
釈
と
自
主
占
有
・
他
主
占
有
の
判
定
基
準

�

次
に
、
翻
っ
て
、「
所
有
の
意
思
」
に
関
す
る
今
日
の
判
例
に
目
を
移
す
と
、
取
得
時
効
に
お
け
る
「
所
有
の
意
思
」
は
、

「
占
有
取
得
の
原
因
で
あ
る
権
原
又
は
占
有
に
関
す
る
事、
情、
に
よ
り
外
形
的
客
観
的
に
定
め
ら
れ
る
」(

傍
点

引
用
者)

と
さ
れ
、

従
っ
て
、
占
有
者
の
自
主
占
有
（｢

所
有
の
意
思
を
も
っ
て
」
す
る
占
有
）
の
推
定
（
民
一
八
六
条
一
項
）
が
破
ら
れ
る
の
は
、
①
他
主

占
有
権
原
に
基
づ
く
占
有
取
得
の
事
実
が
証
明
さ
れ
る
場
合
の
ほ
か
、
②
「
外
形
的
客
観
的
に
み
て
占
有
者
が
他
人
の
所
有
権
を
排

斥
し
て
占
有
す
る
意
思
を
有
し
て
い
な
か
つ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
事
情
」(

他
主
占
有
事
情
）
が
証
明
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
、
と
さ
れ

る
。

(

�)

と
こ
ろ
が
、
占
有
の
推
定
を
定
め
る
旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
は
、「
占
有
者
ハ
常
ニ
自
己
ノ
為
メ
ニ
占
有
ス
ル
モ

(

�)

ノ
ト
ノ
推

定
ヲ
受
ク
但
占
有
ノ
権
原
又
ハ
事、
情、
ニ
因
リ
テ
容
仮
ノ
証
拠
ア
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
」(

傍
点

引
用
者)

と
、
い
か
に
も
右

の
判
例
と
平
仄
を
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
を
敷
衍
し
て
述
べ
る
と
、
今
日
の
判
例
に
従
っ
た
場
合
、
自
主
占
有
権
原
以
外
に
、
自
主
占
有
事
情
、
す
な
わ
ち
、

他
人
の
所
有
権
を
排
斥
し
て
占
有
す
る
意
思
を
有
す
る
と
解
さ
れ
る
外
形
的
・
客
観
的
事
情
に
基
づ
く
占
有
も
、
民
法
一
六
二
条
の
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「
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
」
す
る
占
有
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
他
方
で
、
旧
民
法
に
お
い
て
も
、
そ
の
財
産
編
一
八
六

条
但
書
を
反
対
解
釈
す
れ
ば
、
所
有
権
取
得
の
権
原
に
よ
ら
な
く
て
も
、
占
有
者
の
内
心
に
所
有
者
と
し
て
振
る
舞
う
意
思
の
存
在

が
窺
わ
れ
る
客
観
的
事
情
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
取
得
時
効
が
成
立
す
る
よ
う
に
見
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
そ

う
す
る
と
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
今
日
の
判
例
は
、
旧
民
法
の
占
有
事、
情、
に
基
づ
く
取
得
時
効
の
認
定
と
い
う
解
釈
を
復
活
さ
せ
た
、

と
い
う
理
解
も
可
能
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

(

�)

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
場
合
、
た
と
え
外
部
に
現

れ
た
事
情
あ
る
い
は
権
原
に
よ
っ
て
初
め
て
判
断
さ
れ
る
と
し
て
も
、
所
有
者
と
し
て
物
を
所
持
し
よ
う
と
す
る
内
心
の
意
思
こ
そ
、

所
有
権
の
取
得
時
効
に
と
っ
て
、
旧
民
法
か
ら
現
行
民
法
に
通
底
す
る
不
可
欠
の
要
素
と
解
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
見
解

も
生
じ
得
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
�)

�

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
、
以
上
の
点
に
関
連
し
て
、
こ
れ
ま
で
、
次
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
�
旧
民
法
財

産
編
一
八
六
条
但
書
が
定
め
る
容
仮
占
有
を
証
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
事
情
」
と
は
、
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
な
ど
に
お
い
て
、

占
有
者
が
所
有
者
の
権
利
を
承
認
し
た
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
例
外
的
事
情
を
言
う
と
考
え
ら
れ
る
、
従
っ
て
、
�
現
行
民
法
に
お

い
て
も
旧
民
法
と
同
様
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
取
得
時
効
に
お
け
る
「
所
有
の
意
思
」
の
存
否
は
、
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
の
よ
う

な
場
合
を
除
き
、
原
則
と
し
て
、
権
原
の
性
質
に
よ
り
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
、
と
い
う
立
論
が

(

�)

そ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
、
右
立
論
は
、
必
ず
し
も
、
旧
民
法
占
有
規
定
の
立
法
趣
旨
、
あ
る
い
は
、
そ
の
論
理
構
造
、
さ
ら
に
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー

ド
の
占
有
理
論
等
を
詳
述
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
筆
者
自
身
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
点
を
綿
密
に
考
察
し
た
上
で
、
そ
の
考
察
に
基
づ
い
て
筆
者
の
主
張
の
妥
当
性
を
検
証
し
、
右
立
論
に
つ
い
て
よ
り
説
得

力
の
あ
る
議
論
を
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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要
す
る
に
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
判
例
が
言
う
よ
う
な
占
有
の
外
形
的
・
客
観
的
事
情
に
よ
る
自
主
占
有
・
他
主
占
有
の
認

定
は
あ
く
ま
で
も
例
外
的
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
権
原
の
性
質
に
よ
り
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
こ
の
こ

と
を
、
特
に
旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
の
解
釈
を
一
つ
の
ベ
ー
ス
と
し
て
検
証
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
の
第
二
の

課
題
は
、
直
接
に
は
、
同
条
但
書
の
「
容
仮
ノ
証
拠
」
は
原
則
と
し
て
「
占
有
ノ
権
原
」
に
基
づ
い
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
占

有
の
「
事
情
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
は
事
務
管
理
の
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
詳
細
に
検
証
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
こ
と
を
介
し
、
今
日
の
判
例
に
お
け
る
自
主
占
有
・
他
主
占
有
の
判
定

基
準
に
一
つ
の
疑
問
を
投
げ
か
け
て
み
た
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
本
稿
の
第
一
の
課
題
で
あ
る
取
得
時
効
に
お
け
る
「
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
」

す
る
占
有
の
意
味
の
究
明
に
自
ず
と
つ
な
が
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
の
第
二
の
課
題
に
お
い
て
は
、
旧
民
法

財
産
編
一
八
六
条
但
書
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
占
有
の
「
事
情
」
に
よ
る
自
主
占
有
・
他
主
占
有
の
判
定
が
特
殊
で
あ
る
こ
と
が
検

証
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
が
、
第
一
の
課
題
の
考
察
は
、
以
上
の
こ
と
が
具
体
的
な
根
拠
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三

本
稿
の
構
成
及
び
付
言

�

本
稿
の
構
成

以
下
に
お
い
て
は
、
最
初
に
、
第�

節
で
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
二
編
物
権
ノ
部
下
巻
』(

以
下
、

『
註
釈
第
二
編
物
権
ノ
部
下
巻
』
と
略
称)

、
な
い
し
は
、
そ
の
原
著
で
あ
るP

rojet
d

e
C

od
e

civil
p

ou
r

l’E
m

p
ire

d
u

Ja
p

on
�����

�

����
	

d
’u

n
com

m
en

ta
ire,

2
e

�

.,
t.

I

（
以
下
、
同
書
に
つ
い
て
は
、“

P
rojet

第
○
巻”

と
略
称
）

(

�)

の
中
の
、
第
四
章
「
占
有
権
」(

D
E
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L
A

P
O

S
S

E
S

S
IO

N
)

中
、「
総
論
」(

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
	


�)

の
記
述
に
基
づ
き
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
占
有
に
関
す
る
一
般
理
論
を
再

検
討
す
る
。
第
二
に
、
第�

節
で
は
、
ま
ず
容
仮
占
有
に
つ
い
て
規
定
す
る
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
・
一
八
六
条
の
規
定
と
、
そ

れ
ら
の
草
案
に
対
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
注
釈
（
コ
メ
ン
ト
）
を
取
り
上
げ
、
次
い
で
、
こ
れ
に
対
す
る
学
説
の
対
応
を
紹
介
す
る
。

第
三
に
、
第�

節
で
は
、
ま
ず
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
及
び
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
、
占
有
者
の
意
思
の
み
で
容

仮
占
有
と
な
る
場
合
は
き
わ
め
て
例
外
的
で
あ
り
、
ま
た
、
意
思
の
み
の
変
更
に
よ
り
容
仮
占
有
が
法
定
占
有
（
次
の
第�

節
二
�

参
照
）
へ
転
換
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
論
ず
る
（
一)

。
次
い
で
、
そ
の
二
で
は
、
同
編
一
八
六
条

本
文
が
推
定
す
る
占
有
は
権、
利、
取、
得、
権、
原、
に
基
づ
く
占
有
で
あ
り
、
ま
た
、
容
仮
占
有
の
証
明
も
権
原
に
よ
る
そ
れ
が
原
則
で
は
な

い
か
、
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
論
証
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
同
編
一
八
五
条
の
条
文
構
成
と
の
関
係

が
問
題
と
な
る
が
、
次
の
三
で
は
、
同
条
二
項
で
定
め
ら
れ
た
容
仮
占
有
か
ら
法
定
占
有
へ
の
転
換
は
、
現、
実、
に、
は、
同
条
三
項
が
定

め
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
、
占
有
者
の
意
思
の
変
更
の
み
で
転
換
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
私

見
を
展
開
す
る
。

最
後
に
、
第�

節
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
旧
民
法
証
拠
編
一
三
八
条
に
お
け
る
「
所
有
者
ノ
名
義
」
を
も
っ
て
す
る
占

有
、
ひ
い
て
は
、
現
行
民
法
一
六
二
条
に
お
け
る
「
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
」
す
る
占
有
は
、
所、
有、
権、
取、
得、
権、
原、
に
基
づ
く
占
有
を

意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
し
て
一
応
の
私
見
を
ま
と
め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
私
見
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
無
権
原
ノ

占
有
」
の
考
究
が
今
後
の
緊
要
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
本
稿
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
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�

本
稿
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
の
付
言

と
こ
ろ
で
、
藤
原
弁
護
士
は
、
前
掲
論
稿
「
さ
ま
よ
え
る
『
所
有
ノ
意
思』

」
以
前
の
著
作
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お

け
る
「
所
有
者
名
義
を
も
っ
て
す
る
占
有
と
は
、
要
す
る
に
所
有
権
の
移
転
を
目
的
と
す
る
法
律
行
為
（
こ
れ
を
「
権
原
」titre

と

よ
ん
で
い
る
）
に
よ
っ
て
取
得
し
た
占
有
の
こ
と
で
あ
」
り
、「
学
説
は
、
こ
れ
を
真
正
の
占
有(

la
v
e

ritab
le

p
o

sse
ssio

n)

と
よ
ん

で
…
…
い
る
」
と
い
う
論
述
を
展
開
し
て
い
た
。

(

�)

こ
れ
に
対
し
て
、
辻
教
授
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
旧
二
二
二
九
条
（
新
二
二
六
一
条
）

に
お
け
る
�titre

�
は
「
権
原
」
を
指
す
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
し
た
上
で
、
藤
原
弁
護
士
の
右
論
述
を
「
誤
解
で
あ
ろ
う
」
と
批

判
し
て
い
る
。

(

�)

こ
の
点
、
確
か
に
、
右
条
文
中
に
お
け
る
��titre

d
e
�
���

�������	

�
を
訳
す
な
ら
ば
、
辻
教
授
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
所
有

者
の
名
義
で
」

(

�)

と
い
う
訳
こ
そ
適
訳
で
あ
り
、

(

�)

「
所
有
者
の
権
原
で
」
と
い
う
訳
が
不
適
切
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
そ
の
通
り
か
も

し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
本
稿
に
対
し
て
は
、
わ
が
旧
民
法
証
拠
編
一
三
八
条
一
項
の
「
所
有
者
ノ
名
義
」
に
基
づ
く
占
有
を
、

原
則
と
し
て
、
所
有
権
を
取
得
す
る
権
原
に
基
づ
い
て
生
じ
た
占
有
と
解
し
て
論
述
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
、
こ
れ
も
や
は

り
「
名
義
」
と
「
権
原
」
を
混
同
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
本
稿
は
、
必
ず
し
も
右
一
三
八
条
一
項
の
「
名
義
」
が
、「
権
原
」
と
全
く
同
義
の
単
語
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
右
一
三
八
条
一
項
が
規
定
す
る
「
所
有
者
ノ
名
義
」
に
よ
る
占
有
（
ひ
い
て
は
、
現
行
民

法
一
六
二
条
の
「
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
」
す
る
占
有
）
を
生
じ
さ
せ
る
原、
因、
を
考
究
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
原
因
に
あ
た
る
の
は
、

要
す
る
に
、
売
買
契
約
・
贈
与
契
約
・
交
換
契
約
な
ど
所
有
権
を
取
得
さ
せ
る
権、
原、
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
察
せ
ん

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
第�

節
以
下
の
本
論
に
入
る
に
あ
た
り
、
以
上
の
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

(

�)
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(

�)

拙
稿
「
取
得
時
効
に
お
け
る
『
所
有
ノ
意
思
』
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
占
有
理
論
」
遠
藤
浩
先
生
傘
寿
記
念
『
現
代
民
法
学
の
理
論
と

課
題
』(

第
一
法
規
出
版
、
二
〇
〇
二
）
一
二
一
頁
以
下
。

(
�)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
二
編
物
権
ノ
部
下
巻
』(

発
行
所
無
記
載
、
刊
行
年
不
明
）
一
頁
以
下
〔
ボ

ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
二
編
物
権
ノ
部
』(

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
研
究
会
編
『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
資

料
集
成
』
後
期
一
―
二
第
Ⅰ
巻
）(

雄
松
堂
出
版
、
二
〇
〇
〇
）
所
収
、
三
五
一
頁
以
下
〕(

以
下
、『
註
釈
第
二
編
物
権
ノ
部
下
巻
』
と

略
称
）
を
主
た
る
資
料
と
し
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
四
三
頁
以
下
注(

�)

参
照
。

(

�)

「
容
仮
占
有
」
と
は
、
今
日
言
う
と
こ
ろ
の
「
他
主
占
有
」
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
。
従
っ
て
、「
容
仮
占
有
者
」
と
は
、
お
お
よ
そ
の
と

こ
ろ
「
他
主
占
有
者
」
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

拙
稿
・
前
掲
注(

�)
一
三
七
頁
。
但
し
、
こ
こ
で
述
べ
た
私
見
は
、
主
に
民
法
一
六
二
条
一
項
が
規
定
す
る
長
期
取
得
時
効
を
対
象

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
本
稿
に
お
け
る
「
所
有
の
意
思
」
の
考
察
で
も
、
長
期
取
得
時
効
の
存
在
理
由
と
の
関
連
が
重
視
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
最
終
的
に
は
、
短
期
取
得
時
効
（
民
一
六
二
条
二
項
）
を
も
視
野
に
入
れ
た
結
論
を
目
指
し
て
論
理
を
展
開
し
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
こ
れ
以
前
に
右
私
見
と
同
様
の
趣
旨
を
述
べ
た
拙
稿
と
し
て
、
拙
稿
「
判
批
」
リ
マ
ー
ク
ス
一
四
号
（
一
九
九
七
）
一
七
頁
、

同
「
占
有
と
取
得
時
効
」
森
泉
章
先
生
古
稀
祝
賀
論
集
『
現
代
判
例
民
法
学
の
理
論
と
展
望
』(

法
学
書
院
、
一
九
九
八
）
一
六
三
頁
以

下
。
ま
た
、
こ
の
見
解
に
基
づ
く
立
法
提
案
と
し
て
、
拙
稿
「
取
得
時
効
と
占
有
規
定
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
の
か
」
椿
寿
夫
ほ
か
編

『
民
法
改
正
を
考
え
る
』(

法
時
増
刊
）(

日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
八
）
九
六
頁
以
下
。
ち
な
み
に
、
従
来
の
通
説
も
、
権
原
の
客
観
的
性

質
に
従
っ
て
「
所
有
の
意
思
」
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
と
い
う
結
論
を
採
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
二

三
頁
参
照
。

(

�)

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
二
〇
〇
八
年
、「
民
事
時
効
改
正
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
法
律
」(

L
o

i
n

o
2

0
0

8

�56
1

d
u

1
7

ju
in

2
0

0
8

p
o

rtan
t
��
����

�
d

e
la

p
re

scrip
tio

n
e

n
�
��	
��

civ
ile

）
に
よ
り
、
民
法
の
時
効
（
お
よ
び
占
有
）
規
定
が
消
滅
時
効
を
中
心

に
全
面
的
に
改
正
さ
れ
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
改
正
前
の
条
文
は
「
旧
○
○
条｣

、
改
正
後
の
条
文
は
「
新
○
○
条
」
と
し
て
引
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用
す
る
。
但
し
、
取
得
時
効
の
場
合
、
条
文
の
内
容
に
関
し
て
は
、
特
に
め
だ
っ
た
変
更
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
旧
二
二

二
九
条
（
＝
新
二
二
六
一
条
）
の
条
文
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
《P

o
u

r
p

o
u

v
o

ir
p

re
scrire

,
il

fau
t

u
n

e
p

o
sse

ssio
n

co
n

tin
u

e
e

t
n

o
n

in
te

rro
m

p
u

e
,

p
aisib

le
,

p
u

b
liq

u
e
,

n
o

n
�
��

��
���

�
,

e
t
�

titre
d

e
	

�	


�����
�
.

》
同
条
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編

『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

物
権
・
債
権
関
係

』(

法
曹
会
、
一
九
八
二
）
三
六
六
頁
で
は
、「
時
効
に
よ
っ
て
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
に
は
、
継
続
し
て
中
断
が
な
い
、
平
穏
な
、
公
然
の
、
不
明
瞭
で
な
い
、
所
有
者
と
し
て
の
占
有
が
必
要
で
あ
る
」
と
訳
さ
れ
て

い
る
。

(

�)

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
起
草
し
た
旧
民
法
証
拠
編
一
三
八
条
一
項
の
草
案
（
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
草
案
一
四
七
四
条
一
項

〔
本
稿
で
は
、
以
下
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
の
草
案
条
文
を
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
草
案
○
○
条
と
記
す
こ
と
に
す

る]

）
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
《P

o
u

r
la

p
re

scrip
tio

n
acq

u
isitiv

e
d

'u
n

im
m

e
u

b
le

,
il

fau
t

u
n

e
p

o
sse

ssio
n
�

titre
d
e
	

�	


��

���
�
,

co
n

tin
u

e
,

n
o

n
in

te
rro

m
p

u
e
,

p
aisib

le
,

p
u

b
liq

u
e

e
t

ay
an

t
la

��

��

�����
���	


��.

》
引
用
は
、G

.
B

O
IS

S
O

N
A

D
E
,

P
rojet

d
e

C
od

e
civil

p
ou

r
l’E

m
p

ire
d

u
Ja

p
on

�
����

��
��
�

d
’u

n
com

m
en

ta
ire,

t.
V

,
T

o
k

io
,

1
8

8
9

（
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
『
仏
文
・
日
本
民
法
草
案

註
解
〔
復
刻
版
〕
第
五
巻
』[

宋
文
館
書
店
、
一
九
八
三]

）
の
三
五
二
頁
か
ら
。

(

�)

辻
伸
行
「『

所
有
の
意
思
』
の
判
定
基
準
に
つ
い
て
�

不
動
産
所
有
権
の
取
得
時
効
を
中
心
に
し
て

」
獨
協
法
学
二
九
号

（
一
九
八
九
）
一
二
六
頁
以
下
、
一
五
一
頁
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
）
所
収
、
一
七
頁
以
下
、
四
七
頁
〕

(

引
用
文
の
送
り
仮
名
は
、『
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
』
に
よ
る)

。
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
三
四
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
こ
の
ほ
か
、

「
所
有
の
意
思
」
を
「
所
有
者
と
し
て
振
る
舞
お
う
と
す
る
」
内
心
の
意
思
と
し
て
説
明
す
る
辻
教
授
の
論
稿
に
、
辻
「
共
同
相
続
人
の

一
人
に
よ
る
占
有
と
取
得
時
効
」
品
川
孝
次
先
生
古
稀
記
念
『
民
法
解
釈
学
の
展
望
』(

信
山
社
、
二
〇
〇
二
）
六
四
四
頁
〔
所
有
の
意

思
と
取
得
時
効
所
収
、
二
六
九
頁
以
下
〕
が
あ
る
。

(

�)

藤
原
弘
道
「
さ
ま
よ
え
る
『
所
有
ノ
意
思
』

自
主
占
有
に
お
け
る
権
原
と
善
意
に
つ
い
て

」
林
良
平
先
生
献
呈
論
文
集

『
現
代
に
お
け
る
物
権
法
と
債
権
法
の
交
錯
』(

有
斐
閣
、
一
九
九
八
）
三
一
八
頁
以
下
〔
取
得
時
効
法
の
諸
問
題
（
有
信
堂
高
文
社
、

一
九
九
九
）
所
収
、
七
七
頁
以
下]

、
同
「
判
批
」
民
商
一
一
五
巻
六
号
（
一
一
九
七
）
一
四
五
頁
以
下
〔
取
得
時
効
法
の
諸
問
題
所
収
、
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一
五
二
頁
以
下]

。
な
お
、
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
四
六
頁
注(

�)

参
照
。

(
�)

石
田
穣
『
民
法
総
則
』(

悠
々
社
、
一
九
九
二
）
五
九
八
頁
、
徳
本
伸
一
「
自
主
占
有
に
お
け
る
『
所
有
の
意
思
』
に
つ
い
て

通
説
的
見
解
へ
の
疑
問

」
み
ん
け
ん
四
九
四
号
（
一
九
九
八
）
二
〇
頁
、
同
「
他
主
占
有
者
の
相
続
人
の
占
有
」
佐
々
木
吉
男
先
生

追
悼
論
集
『
民
事
紛
争
の
解
決
と
手
続
』(

信
山
社
、
二
〇
〇
〇
）
五
一
六
頁
。
本
文
の
「
」
の
部
分
は
、
石
田
・
同
頁
か
ら
の
引
用
。

(

�)

金
山
直
樹
「
時
効
」
北
村
一
郎
編
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
�
年
』(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
）
四
七
八
頁
〔
時
効
に
お
け
る
理
論
と
解

釈
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
）
所
収
（｢

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
制
定
後
に
お
け
る
時
効
法
の
展
開

コ
ー
ド
・
シ
ヴ
ィ
ル
二
〇
〇
年
の
歩
み
」

に
改
題)

、
一
五
五
頁
〕(

引
用
文
の
字
体
は
、『
理
論
と
解
釈
』
に
よ
る)

。

(

�)

こ
の
点
に
つ
い
て
、
石
田
喜
久
夫
ほ
か
編
『
民
法
総
則
』(

青
林
法
学
双
書
）(

青
林
書
院
、
一
九
九
三
）
二
五
六
頁
以
下
〔
金
山
〕

で
は
、「
占
有
に
権
原
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
権
原
の
性
質
に
よ
っ
て
客
観
的
に
、
自
主
占
有
か
否
か
」
が
定
ま
る
が
、「
権
原
を
欠
く

場
合
に
は
全
く
主
観
的
に

所
有
者
と
し
て
の
意
思
を
も
っ
て
物
を
所
有
す
る
か
否
か
に
従
っ
て

定
ま
る
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

最
判
昭
五
八
・
三
・
二
四
民
集
三
七
巻
二
号
一
三
一
頁
、
最
判
平
七
・
一
二
・
一
五
民
集
四
九
巻
一
〇
号
三
〇
八
八
頁
。
ほ
ぼ
同
旨

最
判
平
八
・
一
一
・
一
二
民
集
五
〇
巻
一
〇
号
二
五
九
一
頁
。

(

�)

旧
民
法
の
占
有
に
お
い
て
推
定
さ
れ
る
「
自
己
ノ
為
メ
ニ
有
ス
ル
ノ
意
思
」(

旧
民
財
産
編
一
八
〇
条
一
項
、
一
八
六
条
）
と
は
、

現
行
民
法
一
八
〇
条
の
定
め
る
「
自
己
の
た
め
に
す
る
意
思
」
と
は
異
な
り
、
所
有
者
と
し
て
物
を
所
持
す
る
意
思
（
所
有
の
意
思
）
を

中
心
に
、
物
権
か
債
権
か
を
問
わ
ず
、
そ
れ
ら
の
権
利
を
そ
の
権
利
者
の
立
場
で
行
使
す
る
意
思
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
（
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド

氏
起
稿
・
前
掲
注(

	)

〔
二
五
二
〕[

二
五
六
〕
二
頁
以
下
、
一
二
頁
以
下
〔
雄
松
堂
版
、
三
五
二
頁
以
下
、
三
五
七
頁]

、
辻
・
前
掲
注

(


)

獨
協
一
二
九
頁
以
下
注
12)
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
二
二
頁
以
下
注(

�)]

、
松
久
三
四
彦
「
民
法
一
六
二
条
・
一
六
三
条
（
取

得
時
効)

」
広
中
俊
雄
＝
星
野
英
一
編
『
民
法
典
の
百
年
Ⅱ
個
別
的
観
察
�
総
則
編
・
物
権
編
』[

有
斐
閣
、
一
九
九
八
〕
三
一
二
頁
注

(

�)

、
拙
稿
・
前
掲
注(

)

リ
マ
ー
ク
ス
一
六
頁
、
同
・
前
掲
注(

�)
一
三
〇
頁)

。

(

�)

こ
の
点
に
つ
い
て
、
松
久
・
前
掲
注(

�)

三
一
八
頁
は
、「
所
有
の
意
思
の
有
無
の
判
断
基
準
に
関
し
て｣

、
近
時
の
判
例
は
、「
再

び
『
事
情
』
を
加
え
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
〔
旧
民
法
（
引
用
者
加
筆)
〕
財
産
編
一
八
六
条
を
再
現
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
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い
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
�)

現
行
民
法
の
起
草
者
で
あ
る
梅
謙
次
郎
・
富
井
政
章
両
博
士
が
「
所
有
の
意
思
」
を
占
有
者
の
内
心
に
存
在
す
る
主
観
的
意
思
と
捉

え
て
い
た
点
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
二
六
頁
参
照
。
ま
た
、
戦
前
の
大
審
院
の
判
決
に
は
、
自
主
占
有
の
有
無
を
判
定
す
る

に
際
し
て
、
一
方
で
、
権
原
の
性
質
を
基
準
に
す
る
判
決
群
が
あ
る
ほ
か
、
他
方
で
、
占
有
の
諸
態
様
に
よ
っ
て
判
断
し
よ
う
と
す
る
判

決
群
が
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
文
献
に
つ
い
て
も
、
同
・
前
掲
注(

�)

一
三
九
頁
以
下
注(

�)

等
参
照
。

な
お
、
下
村
正
明
教
授
は
、
わ
が
民
法
（
旧
民
法
・
現
行
民
法
）
の
占
有
規
定
は
、
そ
の
「
沿
革
上
は
、
内
心
意
思
説
を
基
礎
と
し
て

い
た
」
こ
と
を
肯
定
し
つ
つ
、「
内
心
意
思
は
も
と
よ
り
、
た
と
え
外
部
に
顕
わ
れ
て
も
、
所
持
態
様
か
ら
離
れ
た
意
思
を
占
有
の
性
質

決
定
の
基
準
と
考
え
る
こ
と
は｣

、
所
有
者
な
ど
「
権
利
を
喪
失
せ
し
め
ら
れ
る
危
険
を
有
す
る
者
の
保
護
の
必
要
か
ら
見
て
、
必
要
で

も
適
当
で
も
な
い
」
と
い
う
理
由
か
ら
、「
所
有
の
意
思
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
意
思
は
所
持
に
発
露
す

る
」
と
考
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
立
場
か
ら
は
、「
内
心
意
思
か
ら
遮
断
さ
れ
た
外
形
的
事
物
状
態
に
着
目
」
す
べ
き
こ
と
に
な
る

が
、「
そ
の
事
物
状
態
は
権
原
で
な
く
所
持
の
全
態
様
」
と
解
さ
れ
る
た
め
、「
現
在
の
占
有
の
性
質
は
現
在
の
所
持
の
態
様
に
よ
っ
て
定

ま
る｣

、
換
言
す
れ
ば
、「『

所
有
の
意
思
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
時
々
の
外
形
的
所
持
態
様
に
存
す
る
』
と
い
う
こ
と
に
な
る｣

、
と
（
下
村

｢

占
有
の
性
質
判
定
に
関
す
る
一
考
察(

一)(
二
・
完)｣

民
商
一
一
六
巻
六
号
〔
一
九
九
七
〕
二
九
頁
、
一
一
七
巻
一
号
〔
一
九
九
七
〕
八

頁
以
下
、
一
六
頁
、
一
八
頁)

。
そ
し
て
、
本
来
な
ら
ば
、
以
上
の
下
村
教
授
の
見
解
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本

稿
は
旧
民
法
を
中
心
と
し
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
今
回
そ
れ
は
省
略
し
、
教
授
の
見
解
の
検
討
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
こ
と

に
し
た
い
。

(

�)

拙
稿
・
前
掲
注(

�)

リ
マ
ー
ク
ス
一
六
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注(

�)

一
三
五
頁
。
な
お
、
こ
の
見
解
に
基
づ
く
立
法
提
案
と
し
て
、

拙
稿
・
前
掲
注(

�)

法
時
増
刊
九
六
頁
以
下
。

(

�)

本
稿
で
も
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
論
述
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
前
稿
と
同
様
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
原
著
で
あ
るB

O
IS

S
O

N
A

D
E
,

P
rojet

d
e

C
od

e
civil

p
ou

r
l’E

m
p

ire
d

u
Ja

p
on

�
����

����
�

d
’u

n
com

m
en

ta
ire,

t.
I

�t.V
,

T
o

k
io

,
1

8
8

2

�18
8

9

（
以
下
、P

rojet

と
略

称
）
で
は
な
く
、
そ
の
翻
訳
書
で
あ
る
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』(

以
下
、
単
に
『
註
釈
』
と
略
す
）
を
第
一
の
資
料
と
し
た
が
、
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そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
四
三
頁
注(

�)

参
照
。
な
お
、
同
書
の
訳
が
不
正
確
な
部
分
に
つ
い
て
は
、P

rojet

か

ら
そ
の
ま
ま
訳
す
こ
と
に
し
た
。
従
っ
て
、
引
用
文
中
、『
註
釈
』
か
ら
の
引
用
文
と
、P

rojet

か
ら
の
訳
の
混
在
し
た
部
分
が
あ
る
こ

と
を
許
さ
れ
た
い
。

(

�)
藤
原
「『

所
有
ノ
意
思
』
に
つ
い
て
二�

取
得
時
効
の
要
件
と
の
関
連
に
お
い
て

」
判
タ
三
一
四
号
（
一
九
七
五
）
三
六
頁

〔
時
効
と
占
有
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
五
）
所
収
（｢『

所
有
ノ
意
思
』
に
つ
い
て

所
有
権
の
取
得
時
効
の
要
件
と
の
関
連
に
お
い

て
」
に
改
題)
、
六
一
頁
〕(

引
用
は
『
時
効
と
占
有
』
か
ら)

。
な
お
、
同
「
自
己
の
た
め
に
す
る
意
思
・
占
有
の
意
思
・
所
有
の
意
思
」

法
教
一
五
七
号
（
一
九
九
三
）
二
〇
頁
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
・
わ
が
旧
民
法
の
「
所
有
者
の
名
義
」
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
同
様
な
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
同
旨

有
地
亨
＝
生
野
正
剛
「
判
批
」
民
商
九
〇
巻
五
号(

一
九
八
四)

九
八
頁
注(

�)

、
船
越
隆
司
「
実
定

法
秩
序
と
証
明
責
任
（
一
三
）

裁
判
官
に
よ
る
法
規
範
の
具
体
的
実
現
と
人
間
の
認
識
作
用

」
判
評
三
七
八
号
（
一
九
九
〇
）

二
五
頁
（
判
時
一
三
四
九
号
一
八
七
頁
）[

実
定
法
秩
序
と
証
明
責
任

民
法
と
商
法
の
訴
訟
的
考
察

（
尚
学
社
、
一
九
九
六
）

所
収
、
二
六
〇
頁]

。

(

�)

辻
・
前
掲
注(

�)

獨
協
一
二
九
頁
注
11)
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
二
二
頁
注(

�)]

。

(

	)

辻
・
前
掲
注(

�)

獨
協
一
二
九
頁
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
一
九
頁
〕
参
照
。

(

�)

な
お
、
川
上
太
郎
ほ
か
『
仏
蘭
西
民
法
[ ]Ⅴ
財
産
取
得
法


』(

現
代
外
国
法
典
叢
書
�
）(

有
斐
閣
、
復
刊
版
初
版
、
一
九
五
六
、
復

刻
版
初
版
、
一
九
八
八
）
三
二
〇
頁
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
旧
二
二
二
九
条
の
�un

e
p

o
sse

sio
n

...�
titre

d
e
�
���

�������	


は
、「
所

有
者
名
義
ヲ
以
テ
ス
ル
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
・
前
掲
注(

�)

三
六
六
頁
で
は
、
前
に

引
用
し
た
よ
う
に
、
こ
の
部
分
は
「
所
有
者
と
し
て
の
占
有
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
点
、
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

森
泉
古
稀
一
六
三
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注(

�)

法
時
増
刊
九
八
頁
で
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
論
述
が

な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
、
本
文
の
よ
う
に
補
っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
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�

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
占
有
に
関
す
る
一
般
理
論
│
│
前
稿
の
補
完
│
│

一
「
容
仮
ノ
占
有
」
か
ら
の
考
察

�
�

前
掲
拙
稿
「
占
有
理
論
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

(

�)

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
そ
の
著
書
で
あ
る
『
註
釈
第
二
編
物
権
ノ
部
下
巻
』

の
第
四
章
「
占
有
権
」
中
、
そ
の
「
総
論
」
に
お
い
て
、
占
有
が
成
立
す
る
た
め
の
必
須
の
要
素
と
し
て
、(

�)

体
素
、
す
な
わ
ち
、

物
の
所
持
な
ど
権
利
行
使
の
形
状
と
、(

�)

心
素
、
す
な
わ
ち
、
所
有
者
そ
の
他
の
権
利
者
と
し
て
振
る
舞
う
意
思
の
二
つ
の
要
素

を
あ
げ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
一
方
で
、
�
「
所
有
者
ト
シ
テ
行
為
ス
ル
ノ
意
志マ

マ

ノ
ミ
ア
リ
テ
別
ツ
ニ
物
主
人
タ
ル

ノ
外
形
上
ノ
所
為
ヲ
物
上
ニ
為
サ
ヽ
ル
者
ハ
」
占
有
者
に
は
あ
た
ら
ず
、
ま
た
、
他
方
で
、
�
「
物
主
人
タ
ル
ノ
行
為
ヲ
物
上
ニ
為

ス
ト
雖
モ
其
主
タ
ル
ノ
意
志
ナ
キ
者
ハ
占
有
ニ
関
ス
ル
法
律
上
ノ
利
益
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な

(

�)(

�)る
。

�

し
か
し
、
こ
の
後
者
の
点
に
つ
い
て
は
例
外
が
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

(

�)(

	)

…
…
但
シ
其
者
自
己
一
身
ノ
為
メ
ニ
此
利
益
ヲ
得
サ
ル
モ
他
人
ヲ
シ
テ
之
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
即
チ
若
シ
其
者
カ
法
律
上

若
ク
ハ
合
意
上
ノ
代
表
人
（
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
原
文
は
、���

�����
���

�：

代
理
人
〔
こ
こ
で
は
占
有
代
理
人
を
意
味
す
る
〕

引

用
者
）
ト
ナ
リ
テ
自
カ
ラ
代
表
ス
ル
人
ノ
為
メ
前
述
ノ
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
是
レ
ナ
リ
是
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
尚
ホ
其
代
表
セ

シ
ム
ル
者
ノ
方
ニ
物
主
タ
ル
ノ
意
思
タ
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス

蓋
シ
占
有
ス
ル
ノ
意
思
ヲ
有
ス
ル
者
保
有
（
原
文
は	����

�
��：

所
持

引
用
者
）
ナ
ル
有
体
ノ
行
為
ヲ
為
サ
ン
カ
為
メ
他
人

ヲ
シ
テ
己
レ
ノ
代
表
人
ト
為
ス
ヲ
得
ル
ハ
人
ノ
常
ニ
允
可
ス
ル
所
ナ
リ
彼
代
理
ノ
コ
ト
タ
ル
ヤ
吾
人
自
ラ
或
ル
事
ヲ
為
ス
ニ
多
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少
ノ
困
難
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
固
ヨ
リ
当
然
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
又�

々
必
要
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ

(

�)

こ
の
よ
う
に
、
占
有
権
は
占
有
代
理
人
に
よ
る
所
持
に
よ
っ
て
も
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
前
掲
『
註
釈
第
二
編
物
権
ノ
部
下
巻
』

に
よ
れ
ば
、
占
有
代
理
人
、
す
な
わ
ち
、「
他
人
ノ
為
メ
ニ
占
有
ス
ル
者
ハ
自
己
ノ
為
メ
及
ヒ
所〇

有〇

者〇

ノ〇

名〇

義〇

ニ〇

テ〇

占
有
ス
ル
者
ニ

対
シ
暫
仮
ノ
占
有
（
原
文
は
、p

o
sse

sse
u

rs
�����

����
:

旧
民
法
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
容
仮
ノ
占
有
者
」

引
用
者
）
又
ハ
暫
仮
ノ
名
義

ニ
於
ケ
ル
占
有
者
ト
云
フ
」
と
さ
れ
る
。

(

�)

�

と
こ
ろ
が
、
続
い
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、「
占
有
者
其
保
有
及
ヒ
物
主
タ
ル
ノ
所
為
ニ
加
フ
ル
ニ
其
物
ヲ
自
己
ノ

為
メ
ニ
有
ス
ル
ノ
意
思
ヲ
以
テ
ス
ル
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
占
有
が
容
仮
と
な
る
場
合
も
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
で
は

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
か
と
い
う
と
、「
其
拠
テ
以
テ
占
有
ス
ル
所
ノ
名
義
ノ
性
質
（
原
文
は

la
n

atu
re

d
u

titre：
｢

権
原

の
性
質
」
が
適
訳

引
用
者
）
カ
其
主
張
（｢
自
己
ノ
為
メ
ニ
有
ス
ル
ノ
意
思
ヲ
以
テ
ス
ル
」
占
有
だ
と
い
う
主
張
、
自
分
が
そ
の
物
の
所

有
者
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
代
表
例

引
用
者
）
ヲ
以
テ
正
当
ト
ス
ル
ニ
背
反
ス
ル
時
」
が
、
ま
さ
に
そ
れ
に
あ
た
る
も
の
と
さ
れ

る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
す
れ
ば
、「
受
寄
者
、
使
用
借
主
、
用
収
者
（
原
文
は

u
su

fru
itie

r：

用
益
権
者

(

�)

引
用
者)

、

借
家
人
及
ヒ
質
ヲ
有
ス
ル
債
権
者
ノ
如
キ
ハ
他
人
ノ
所
有
権
ヲ
認
知
シ(

re
co

n
n

aissan
t：

承
認
し

引
用
者
）
且
ツ
其
物
ヲ
所
有

者
ニ
返
還
ス
ル
ノ
約
ヲ
以
テ
ス
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
占
有
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
カ
故
ニ
自
己
ニ
非
ス
シ
テ
他
ニ
物
主
ア
ル
ヲ
認
知
シ
又
ハ
少

ナ
ク
ト
モ
之
ヲ
認
知
セ
サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ｣

、
常
に
「
容
仮
ノ
占
有
者
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

�)

�

以
上
の
よ
う
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解
に
従
え
ば
、
賃
借
人
や
使
用
借
主
、
受
寄
者
、
質
権
者
な
ど
は
、
た
と
え
そ
の
内

心
に
所
有
の
意
思
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、「
容
仮
ノ
占
有
者
」
と
さ
れ
る
。
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も
っ
と
も
、
右
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
所
有
者
の
所
有
権
を
承
認
し
、
い
ず
れ
所
有
者
に
占
有
物
を
返
還
す
る

と
い
う
意
思
で
、
そ
の
物
の
占
有
を
得
た
者
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
意
思
が
表
示
さ

れ
る
の
は
、
通
常
、
賃
貸
借
契
約
や
寄
託
契
約
な
ど
を
結
ん
だ
最
初
の
時
で
あ
っ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
者

の
内
心
に
お
い
て
、
占
有
物
を
自
己
所
有
物
と
誤
信
し
、
あ
る
い
は
、
例
え
ば
所
有
者
が
一
時
不
在
に
な
っ
た
の
を
契
機
に
横
領
の

気
持
ち
を
抱
き
、
そ
の
物
を
所
有
す
る
意
思
が
醸
成
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
、
決
し
て
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
前
述
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
占
有
理
論
一
般
で
は
、
占
有
成
立
の
た
め
の
必
須
の
要
素
と
し
て
、
体
素
（
物
の
所
持

な
ど
）
と
心
素
（
所
有
者
そ
の
他
の
権
利
者
と
し
て
振
る
舞
う
意
思
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
権
原
に
基
づ
く

容
仮
占
有
の
場
合
の
よ
う
に
、
所
有
の
意
思
を
内
心
に
持
っ
て
物
を
占
有
し
て
い
て
も
、
所
有
者
と
し
て
の
占
有
と
認
め
ら
れ
な
い

場
合
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
具
体
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
理
論
に
お
い
て
、
果
た
し
て
取

得
時
効
の
要
件
と
し
て
の
占
有
に
、
心
素
と
い
う
意
思
的
要
素
が
不
可
欠
の
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
十
分
検
討
す
る
余
地
が
あ

る
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。

二

権
原
の
証
明
に
関
す
る
記
述
と
の
関
連
で

�

と
こ
ろ
で
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
前
記
一
�
�
に
あ
げ
た
占
有
（
自
分
自
身
が
そ
の
権
利
を
有
す
る
と
い
う
意
思
で
行

う
権
利
の
行
使
）
は
、
法
律
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
な
い
「
自
然
ノ
占
有
」(

p
o

sse
ssio

n
n

a
tu

relle)

に
対
し
、
法
定
占
有(

p
o

sse
ssio

n

civile)
(

�)

と
呼
ば
れ
、
法
律
に
よ
る
一
定
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
。

(

�)

ま
た
、
法
定
占
有
は
、
正
権
原(

ju
ste

titre)

の
占
有
と
無
権
原

(
sa

n
s

titre)

の
占
有
と
に
分
類
さ
れ
、
前
者
は
さ
ら
に
、
善
意
占
有
と
悪
意
占
有
と
に
分
け
ら
れ
る
、
と
さ
れ
る
。

(

�)

そ
し
て
、
法
定
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占
有
に
認
め
ら
れ
る
法
律
上
の
利
益
と
し
て
は
、
①
本
権
の
推
定
、
②
正
権
原
か
つ
善
意
の
占
有
者
の
果
実
の
取
得
、
③
時
効
取
得

の
三
点
が
あ
げ
ら
れ
る

(

�)(

�)

。

こ
の
う
ち
、
③
の
時
効
取
得
の
利
益
を
得
る
た
め
に
は
、
占
有
者
は
必
ず
し
も
正
権
原
と
善
意
を
有
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
が

(

�)
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
り
、
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
な
叙
述
が
な
さ
れ
る
。

[

以
上
に
対
し
て
〕
占
有
者
が
正
権
原
と
善
意
を
有
し
て
い
な
い
場
合
は
、
そ
の
占
有
者
は
法
の
保
護
を
受
け
る
に
値
し
な
い
、

と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
時
効
の
理
論
に
従
え
ば
、
占
有
者
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
権
原
と
善
意
を
証

明
す
る
こ
と
を
免
れ
、
そ
の
占
有
が
始
ま
っ
た
時
に
時
効
の
た
め
の
要
件
を
充
た
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
、
そ
し
て
、
こ
の
推

定
は
時
の
経
過
に
よ
っ
て
強
固
に
な
る
た
め
、
も
は
や
反
対
の
証
拠
に
よ
っ
て
争
い
得
な
い
も
の
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
認

め
ざ
る
を
得
な
い
。

(

�)

�
�

こ
の
よ
う
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
占
有
者
は
正
権
原
と
善
意
を
要
せ
ず
に
取
得
時
効
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る

が
、
右
引
用
文
中
、
本
稿
の
課
題
と
の
関
連
で
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
占
有
者
が
時
効
の
利
益
を
得
る
た
め
に
は
権
原
の
証
明
を
要

し
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
叙
述
を
裏
返
せ
ば
、
取
得
時
効
は
一
定
の
権
原
に
基
づ
く
占
有
が
継
続
し
て
初

め
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
取
得
時
効
（
長
期
取
得
時
効
）

(
�)

を
主
張
し
よ
う
と
す
る
占
有
者
は
、
そ
の
こ
と
を
積
極
的
に

証
明
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
も
解
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

�

も
っ
と
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
取
得
時
効
の
利
益
が
付
与
さ
れ
る
法
定
占
有
に
は
、
無
権
原
の
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占
有
も
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
無
権
原
の
占
有
の
例
と
し
て
は
、「
他
人
ニ
属
ス
ル
ヲ
知
リ
テ
他
人
ノ
モ
ノ
ヲ
掠
奪
シ
タ

ル
カ
如
キ
」
場
合
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(

�)
し
か
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
そ
の
起
稿
す
る
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
五
編
』(

以
下
、『
註
釈
第
五
編
』
と
略
称
）
等
で
展
開

し
た
時
効
観
、
す
な
わ
ち
、
長
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
証
拠
を
失
っ
た
真
実
の
所
有
者
や
免
責
さ
れ
た
債
務
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、

時
効
を
取
得
ま
た
は
免
責
の
推
定
（｢

公
益
ニ
関
ス
ル
完
全
ナ
ル
法
律
上
ノ
推
定
」[

旧
民
証
拠
編
七
六
条]

）

(

�)

と
構
成
す
る
見
解
か

(

�)

ら
す

れ
ば
、
果
た
し
て
「
他
人
ノ
モ
ノ
ヲ
掠
奪
シ
タ
」
と
認、
定、
さ、
れ、
た、
占
有
者
に
取
得
時
効
の
利
益
を
認
め
て
よ
い
の
か
、
こ
の
点
は
大

い
に
疑
問
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
時
効
観
に
従
え
ば
、「
無
権
原
の
占
有
」
と
は
、
実
際
は
所
有
権

取
得
の
た
め
の
権
原
に
基
づ
い
て
占
有
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
証
明
で
き
な
い
場
合
の
占
有
を
指
す
と
も
解
さ
れ
な

い
わ
け
で
は
な
い
。

�

な
お
、
筆
者
は
、
以
前
、
拙
稿
「
抵
当
権
と
時
効
」
に
お
い
て
、
旧
民
法
債
権
担
保
編
二
九
七
条
（
一
項
「
真
ノ
所
有
者
ニ

非
サ
ル
者
カ
不
動
産
ヲ
譲
渡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
占
有
者
ハ
其
善
意
ナ
ル
ト
悪
意
ナ
ル
ト
ニ
従
ヒ
所
有
者
ニ
対
シ
テ
時
効
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
必
要
ナ
ル

時
間
ノ
経
過
ニ
因
リ
抵
当
債
権
者
ニ
対
シ
テ
時
効
ヲ
取
得
ス
」

二
項
「
無
権
原
ニ
テ
不
動
産
ヲ
占
有
ス
ル
者
ニ
付
テ
モ
亦
同
シ｣

）
に
関
し

て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
に
対
応
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
草
案
（
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
る
フ

ラ
ン
ス
語
原
文
の
も
の
を
指
す
。
以
下
同
じ
）
一
三
一
〇
条
で
は
、「
無
権
原
ニ
テ
」
に
対
応
す
る
原
語
と
し
て
、
�san

s
titre

�
と
い

う
語
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
時
効
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
所
有
権
取
得
権
原
の
「
証
書
」
が
な
い
場
合

を
意
味
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

(

�)

そ
こ
で
、
こ
の
試
論
を
本
稿
の
議
論
に
も
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、
法
定
占
有
の
一
つ
で
あ
る
「
無
権
原
の
占
有
」
と
は
、
か
つ
て
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売
買
な
ど
権
利
取
得
の
権
原
に
よ
っ
て
占
有
を
得
た
者
が
、
そ
の
権
原
の
証
書
を
現
在
有
し
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
占
有
を
言
う
、

と
解
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
長
期
間
の
経
過
の
た
め
所
有
権
取
得

の
証
拠
を
失
っ
た
真
の
所
有
者
の
立
証
困
難
を
救
済
す
る
と
い
う
点
に
取
得
時
効
の
根
拠
を
求
め
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
時
効
観
か
ら

は
、
よ
り
妥
当
性
の
あ
る
解
釈
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
方
向
で
の
解
釈
が
本
当
に
可
能
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

�)

拙
稿
・
前
掲
注(
�)
一
二
九
頁
、
一
三
三
頁
。

(

�)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
五
四
〕
六
頁
以
下
〔
雄
松
堂
版
、
三
五
四
頁
以
下]

。

(

�)

な
お
、
前
掲
注(

�)

で
注
記
し
た
よ
う
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
占
有
と
は
、
所
有
者
と
し
て
有
体
物
を
所
持
す
る
場
合
の

み
な
ら
ず
、
よ
り
広
く
、
物
権
か
債
権
か
を
問
わ
ず
、
自
分
自
身
が
そ
の
権
利
を
有
す
る
と
い
う
意
思
（
心
素
）
で
行
う
権
利
の
行
使

（
体
素
）
と
定
義
さ
れ
る
。
以
下
、
本
文
で
引
用
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
占
有
に
関
す
る
論
述
は
、
こ
の
よ
う
な
定
義
を
前
提
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

(

�)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
五
四
〕
八
頁
以
下
〔
雄
松
堂
版
、
三
五
五
頁]

。

(

�)

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
る
原
文
は
、B

O
IS

S
O

N
A

D
E
,

P
rojet

d
e

C
od

e
civil

p
ou

r
l’E

m
p

ire
d

u
Ja

p
on

�����
����

�
d
’u

n
com

m
en

ta
ire,

2
e

e
d
.,

t.
I,

T
o

k
io

,
1

8
8

2
,

n
o2

5
4
,

p
.

3
2

4
.

(

	)

但
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
こ
れ
に
続
け
て
、「
瘋
癲
及
ヒ
幼
者
ノ
如
キ
…
…
無
能
力
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
例
外
ヲ
以
テ
其
占
有
ス
ル
意
思

ニ
就
テ
モ
亦
代
表
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
認
許
セ
リ
」
と
言
い
、
ま
た
、「
会
社
（
原
文
で
は

le
s

co
rp

o
ratio

n
s

引
用
者
）
ニ
就
テ

モ
右
ト
同
一
ノ
コ
ト
ヲ
認
許
セ
リ
即
チ
社
長
（
原
文
で
は

le
u

r
ch

e
f

引
用
者
）
支
配
人
又
ハ
管
理
者
ニ
占
有
ス
ル
ノ
意
思
ア
リ
而

シ
テ
其
占
有
ハ
常
ニ
代
理
セ
ラ
レ
タ
ル
会
社
ノ
為
メ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
す
る
（
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
五
四
〕

九
頁
〔
雄
松
堂
版
、
三
五
五
頁]

。
詳
し
く
は
同
頁
参
照
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
る
原
文
は
、

B
O

IS
S

O
N

A
D

E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o

2
5

4
,
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p
.

3
2

4
.)

。
な
お
、
以
上
の
記
述
か
ら
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
「
占
有
代
理
人
」
の
概
念
に
は
、
今
日
言
う
と
こ
ろ
の
「
占
有
機
関
」
も

含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

(
�)
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
五
五
〕
一
〇
頁
〔
雄
松
堂
版
、
三
五
六
頁]

、B
O

IS
S

O
N

A
D

E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

5
5
,

p
p
.

3
2

4
�32

5
.

拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
二
九
頁
参
照
。

(

�)

旧
民
法
で
は
、
用
益
権
は
物
権
の
一
種
と
し
て
財
産
編
四
四
条
以
下
に
規
定
さ
れ
て
い
る
（
旧
民
財
産
編
四
四
条
「
用
益
権
ト
ハ
所

有
権
ノ
他
人
ニ
属
ス
ル
物
ニ
付
キ
其
用
法
ニ
従
ヒ
其
元
質
本
体
ヲ
変
ス
ル
コ
ト
無
ク
有
期
ニ
テ
使
用
及
ヒ
収
益
ヲ
為
ス
ノ
権
利
ヲ
謂
フ｣

、

四
五
条
一
項
「
用
益
権
ハ
法
律
又
ハ
人
意
ニ
因
リ
テ
設
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス｣

、
五
一
条
「
用
益
者
ハ
其
権
利
ノ
継
続
間
用
益
物
ヨ
リ
生
ス

ル
天
然
及
ヒ
法
定
ノ
一
切
ノ
果
実
ニ
付
キ
所
有
者
ニ
同
シ
キ
権
利
ヲ
有
ス｣)

。

(

�)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
五
五
〕
一
〇
頁
以
下
〔
雄
松
堂
版
、
三
五
六
頁]

、B
O

IS
S

O
N

A
D

E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

5
5
,

p
.

3
2

5
.

拙
稿
・
前
掲
注(
�)
一
二
九
頁
以
下
参
照
。

(

�)
“

p
o

sse
ssio

n
civile”

の
訳
と
し
て
「
法
定
占
有
」
が
適
訳
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
二
七
頁
以
下
参
照
。

(

�)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(
�)
〔
二
五
七
〕
一
三
頁
〔
雄
松
堂
版
、
三
五
七
頁]

、B
O

IS
S

O
N

A
D

E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

5
7
,

p
.

3
2

6
.

拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
三
〇
頁
参
照
。
な
お
『
註
釈
第
二
編
物
権
ノ
部
下
巻
』
で
は
、“

p
o

sse
sio

n
civile”

は
「
民
事
上
ノ
占
有
」

(

場
所
に
よ
っ
て
は
、「
民
法
上
ノ
占
有
」[

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
六
一
〕
一
六
頁
（
雄
松
堂
版
、
三
五
九
頁)

等]

）

と
訳
さ
れ
て
い
る
。

(

	)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
五
八
〕
一
四
頁
〔
雄
松
堂
版
、
三
五
八
頁]

、B
O

IS
S

O
N

A
D

E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

5
8
,

p
.

3
2

7
.

拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
三
一
頁
参
照
。
な
お
『
註
釈
第
二
編
物
権
ノ
部
下
巻
』
で
は
、“

ju
ste

titre”

は
「
正
名
義
」
と
訳
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
正
権
原
」
が
適
訳
。

(


)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
六
〇
〕
〜
〔
二
六
五
〕
一
七
頁
以
下
〔
雄
松
堂
版
、
三
五
九
頁
以
下]

、B
O

IS
S

O
N

A
D

E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o

s2
6

0

�

2
6

5
,

p
p
.

3
2

8

�33
4
.

拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
三
一
頁
参
照
。
(

�)

な
お
、『
註
釈
』
の
原
著

P
rojet

に
は
、
一
八
九
〇
年
か
ら
一
八
九
一
年
に
か
け
て
発
行
さ
れ
た

N
o

u
v
e

lle
�������

（
い
わ
ゆ
る
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『
プ
ロ
ジ
ェ
新
版』

）
が
あ
る
。
そ
し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
こ
の

N
o

u
v

e
lle

�������

に
な
る
と
、
法
定
占
有
の
③
の
利
益
に
つ
い

て
、
長
期
占
有
者
が
所
有
権
等
の
権
利
を
取、
得、
す
る
こ
と
の
で
き
る
利
益
と
い
う
説
明
で
は
な
く
、
長
期
間
の
「
占
有
が
占
有
者
を
し
て
、

所
有
権
、
ま
た
は
自
己
に
属
す
る
も
の
と
し
て
行
使
し
た
権
利
の
保、
全、
へ
と
至
ら
せ
得
る
」(

傍
点

引
用
者
）
利
益
で
あ
る
、
と
説

明
を
変
え
て
い
る
（B

O
IS

S
O

N
A

D
E
,

P
rojet

d
e

C
od

e
civil

p
ou

r
l’E

m
p

ire
d

u
Ja

p
on

���	

���

�
d
’u

n
com

m
en

ta
ire,

n
o

u
v

e
lle

�������
,

t.
I,

T
o

k
io

,
1

8
9

0
,

n
o2

6
5
,

p
.

3
6

6
.

〔
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
研
究
会
編
『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
資
料
集
成
』
後
期
Ⅳ
公
布
後
史

明

治
�
年
〜
（
雄
松
堂
出
版
、
一
九
九
八)])

。
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
四
五
頁
注(

�)

参
照
。

(

�)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
六
五
〕
二
七
頁
〔
雄
松
堂
版
、
三
六
四
頁]

、B
O

IS
S

O
N

A
D

E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

6
5
,

p
.

3
3

2
.

拙
稿
・
前
掲
注(
�)

一
三
二
頁
参
照
。

(

�)
B

O
IS

S
O

N
A

D
E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

6
5
,

p
.

3
3

3
;

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
六
五
〕
二
九
頁
以
下
〔
雄
松
堂
版
、
三

六
五
頁
以
下]

。
な
お
、P

rojet
の

N
o

u
v

e
lle

�
�
�����

で
は
、
本
文
に
引
用
し
た
文
の
末
尾
に
続
け
て
、「
以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
こ
の

推
定
は
完、
全、
な、
推
定
（�

��
���

�
����

a
b

solu
e

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
な
る
。」
と
い
う
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る(

B
O

IS
S

O
N

A
D

E
,

su
p

ra

n
o

te
3

6
,

n
o2

6
5
,

p
.

3
6

8
.)

。
ま
た
、
こ
れ
と
の
関
連
で
、
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
四
六
頁
注(

�)

も
参
照
。

(

�)

旧
民
法
証
拠
編
一
四
〇
条
二
項
が
定
め
る
期
間
三
〇
年
の
取
得
時
効
を
言
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
条
一
項
が
定
め
る
期
間
一
五
年

の
短
期
取
得
時
効
を
主
張
す
る
場
合
は
、
正
権
原
の
証
明
が
必
要
と
な
る
（
旧
民
証
拠
編
一
四
〇
条
、
再
閲
修
正
民
法
草
案
一
九
七
六
条
、

一
九
七
七
条
〔
本
稿
で
は
、
以
下
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
起
稿
の
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
に
お
け
る
草
案
条
文
を
「
再
閲
修
正
民
法
草

案
○
○
条
」
と
記
す
こ
と
に
す
る])

。

旧
民
法
証
拠
編
一
四
〇
条
一
項
「
占
有
カ
上
ニ
定
メ
タ
ル
条
件
ノ
外
財
産
編
第
百
八
十
一
条
ニ
記
載
シ
タ
ル
如
キ
正
権
原
ニ
基
因
シ
且

財
産
編
第
百
八
十
二
条
ニ
従
ヒ
テ
善
意
ナ
ル
ト
キ
ハ
占
有
者
ハ
不
動
産
ノ
所
在
地
ト
時
効
ノ
為
メ
害
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
住
所
又
ハ
居
所
ト
ノ

間
ノ
距
離
ヲ
区
別
セ
ス
十
五
个
年
ヲ
以
テ
時
効
ヲ
取
得
ス
」

二
項
「
占
有
者
カ
正
権
原
ヲ
証
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
又
ハ
之
ヲ
証
ス
ル
モ
財
産
編
第
百
八
十
七
条
ニ
規
定
シ
タ
ル
如
ク
其
悪
意
カ
証
セ
ラ

ル
ル
ト
キ
ハ
取
得
時
効
ノ
期
間
ハ
三
十
个
年
ト
ス
」
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(

�)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
五
九
〕
一
五
頁
〔
雄
松
堂
版
、
三
五
八
頁]

、B
O

IS
S

O
N

A
D

E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

5
9
,

p
.

3
2

7
.

な
お
、
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
三
一
頁
で
は
、
無
権
原
の
占
有
は
、「
占
有
者
詐
欺
ニ
因
リ
テ
獲
得
シ
又
ハ
暴
行
ニ
因
テ
掠
奪
シ

タ
ル
カ
如
キ
不〇

法〇

ノ〇

所〇

為〇

ヲ
以
テ
之
ヲ
保
有
シ
或
ハ
又
タ
他
人
ニ
属
ス
ル
ヲ
知
リ
テ
他
人
ノ
モ
ノ
ヲ
掠
奪
シ
タ
ル
カ
如
キ
」
場
合
と
さ
れ

る
と
し
た
が
、
無
権
原
の
占
有
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
他
人
ニ
属
ス
ル
ヲ
知
リ
テ
他
人
ノ
モ
ノ
ヲ
掠
奪
シ
タ
ル
カ
如
キ
」

場
合
だ
け
で
あ
る
た
め
、
本
稿
本
文
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

(

�)

「
公
益
ニ
関
ス
ル
完
全
ナ
ル
法
律
上
ノ
推
定
ハ
法
律
ノ
明
示
シ
テ
定
メ
タ
ル
場
合
及
ヒ
方
法
ニ
従
フ
ニ
非
サ
レ
ハ
反
対
ノ
証
拠
ヲ
許

サ
ス
此
推
定
ハ
之
ヲ
左
ニ
掲
ク

第
一

既
判
力

第
二

取
得
又
ハ
免
責
ノ
時
効
」

(

�)

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
五
編
』(

発
行
所
無
記
載
、
刊
行
年
不
明
）[

二
五
二
〕
五
一
一
頁
以
下
〔
ボ

ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
五
編
』(

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
研
究
会
編
『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
資
料
集
成
』

後
期
一
―
二
第
Ⅵ
巻
）(

雄
松
堂
出
版
、
二
〇
〇
〇
）
所
収
、
二
六
一
頁
以
下]

、B
O

IS
S

O
N

A
D

E
,

su
p

ra
n

o
te

6
,

n
o2

5
2
,

p
p
.

2
6

5

�26
6
.

ま
た
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
講
義
（
井
上
操
筆
記
）『
性
法
講
義
』(

司
法
省
蔵
版
、
一
八
七
七
）
一
九
六
頁
以
下
〔
宗
文
館
書
店
＝
有
斐
閣
出

版
サ
ー
ビ
ス
、
復
刻
版
、
一
九
八
六]

。
な
お
、
拙
稿
「
取
得
時
効
の
存
在
理
由

長
期
取
得
時
効
を
中
心
に

」
松
商
短
大
論
叢

三
二
号
（
一
九
八
四
）
二
九
頁
以
下
〔
拙
著
『
取
得
時
効
の
研
究
』(

信
山
社
出
版
、
一
九
九
六
）
所
収
、
一
八
頁
以
下
〕
等
参
照
。

(

�)

拙
稿
「
抵
当
権
と
時
効
」
玉
田
弘
毅
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
民
法
学
の
諸
問
題
』(

信
山
社
出
版
、
一
九
九
八
）
六
一
頁
以
下
、
七

八
頁
以
下
。

法と政治 62巻 1号 (2011年 4月)

論

説

124

一
二
四

Ⅰ



�

旧
民
法
（
な
い
し
は
再
閲
修
正
民
法
草
案
）
の
占
有
規
定

一

旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
な
い
し
は
再
閲
修
正
民
法
草
案
六
九
七
条

�
�

旧
民
法
の
各
占
有
規
定
の
う
ち
、
取
得
時
効
に
お
け
る
「
所
有
の
意
思
」
を
考
察
す
る
た
め
に
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
条
文

は
財
産
編
一
八
五
条
で
あ
り
、
同
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

財
産
編
一
八
五
条
一
項

容
仮
ノ
占
有
ト
ハ
占
有
者
カ
他
人
ノ
為
メ
ニ
其
他
人
ノ
名
ヲ
以
テ
ス
ル
物
ノ
所
持
又
ハ
権
利
ノ
行
使

ヲ
謂
フ

二
項

容
仮
ノ
占
有
者
カ
自
己
ノ
為
メ
ニ
占
有
ヲ
始
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
占
有
ノ
容
仮
ハ
止
ミ
テ
法
定
ト
為
ル

三
項

然
レ
ト
モ
占
有
ノ
権
原
ノ
性
質
ヨ
リ
生
ス
ル
容
仮
ハ
左
ニ
掲
ク
ル
場
合
ニ
非
サ
レ
ハ
止
マ
ス

第
一

占
有
ヲ
為
サ
シ
メ
タ
ル
人
ニ
告
知
シ
タ
ル
裁
判
上
又
ハ
裁
判
外
ノ
行
為
カ
其
人
ノ
権
利
ニ
対
シ
明
確
ノ
異
議
ヲ

含
メ
ル
ト
キ

第
二

占
有
ヲ
為
サ
シ
メ
タ
ル
人
又
ハ
第
三
者
ニ
出
テ
タ
ル
権
原
ノ
転
換
ニ
シ
テ
其
占
有
ニ
新
原
因
ヲ
付
ス
ル
ト
キ

�

ま
た
、
こ
の
条
文
の
草
案
に
あ
た
る
再
閲
修
正
民
法
草
案
六
九
七
条
の
条
文
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

六
九
七
条
一
項

占
有
者
カ
他
人
ノ
名
ヲ
以
テ
他
人
ノ
為
メ
ニ
物
ヲ
所
持
シ
又
ハ
権
利
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
其
自
然
ノ
占
有
ヲ
暫
仮
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ノ
占
有
ト
云
フ

二
項

占
有
者
自
己
ノ
為
メ
ニ
占
有
ヲ
始
ム
ル
ト
キ
ハ
暫
仮
ノ
占
有
ハ
止
息
シ
テ
民
法
上
ノ
占
有
ト
ナ
ル
ヘ
シ

三
項

然
レ
ト
モ
暫
仮
ノ
占
有
カ
其
基
ク
名
義
ノ
性
質
ヨ
リ
生
ス
ル
ト
キ
ハ
其
占
有
ハ
左
ノ
二
原
由
ノ
一
ニ
因
ル
ニ
非
レ

ハ
止
息
セ
ス

第
一

占
有
ノ
利
益
ヲ
得
ル
者
ニ
宣
示
シ
其
者
ノ
権
利
ニ
明
白
ナ
ル
駁
斥
ヲ
記
載
シ
タ
ル
裁
判
上
又
ハ
裁
判
外
ノ
文
書

第
二

契
約
者
又
ハ
第
三
ノ
人
ニ
出
テ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
占
有
ニ
新
ナ
ル
原
由
ヲ
付
ス
ル
名
義
ノ
変
換

(

�)

�
�

そ
こ
で
、
本
考
察
と
の
関
連
で
特
に
重
要
と
な
る
点
を
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
前
掲

P
rojet

第
一
巻
に
お
け
る
ボ
ア
ソ
ナ

ー
ド
民
法
草
案
一
九
七
条

(

�)(

再
閲
修
正
民
法
草
案
六
九
七
条
に
対
応
）
の
コ
メ
ン
ト
の
中
か
ら
抜
粋
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

(

�)

本
条
文
で
は
、
容
仮
占
有
は
自
然
占
有
の
一
変
種
と
さ
れ
る
。

(

�)

確
か
に
こ
の
場
合
の
占
有
者
は
、
彼
が
所
持
す
る
物
ま
た
は

行
使
す
る
権
利
を
自
分
自
身
の
た
め
に
有
す
る
と
主
張
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
占
有
者
は
、
そ
れ
が
委
任(

m
an

d
at)

ま
た
は
任
意
の
事
務
管
理(

u
n

e
g

e
stio

n
d
’affaire

s
��
��

���
��)

に
よ
る
に
せ
よ
、
寄
託
、
使
用
貸
借
、
嫁
資
設
定(

u
n

e
co

n
stitu

tio
n

d
e

d
o

t)
(

�)

、
ま
た
は
注
意
を
も
っ
て
物
を
保
存
し
、
契
約

の
相
手
方
に
そ
れ
を
返
還
す
る
義
務
を
負
わ
せ
る
そ
の
他
の
契
約
に
よ
る
に
せ
よ
、
他
人
の
た
め
に
物
を
所
持
し
、
ま
た
は
権

利
を
行
使
す
る
者
で
も
あ
る
。

ま
た
、
動
産
質
、
不
動
産
質
、
用
益(

u
su

fru
it)

、
地
役
ま
た
は
賃
貸
借
の

(
�)

権
原
で
物
を
所
持
す
る
者
も
、
容
仮
占
有
者
と
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み
な
す
べ
き
で
あ
る
。

(

�)

そ
し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、「
是
等
ノ
占
有
者
其
占
有
物
ヲ
所
持
シ
濫
リ
ニ
所
有
者
ノ
所
為
ヲ
行
フ
コ
ト
ア
リ
ト
雖
モ

其
所
爲
ノ
為
メ
ニ
時
証

(
la

p
re

scrip
tio

n：

時
効

引
用
者
）
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ニ
至
ラ
ス
」
と
さ
れ
る
。

(

�)

�

さ
ら
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
同
じ
く
草
案
一
九
七
条
の
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

(

�)

占
有
の
容
仮
性
は
、
原
則
と
し
て
、
占
有
の
瑕
疵
と

(

�)

同
様
に
、
そ
の
占
有
に
欠
け
て
い
た
性
質
が
後
か
ら
加
わ
る
こ
と
に

よ
っ
て
消
滅
す
る
。
従
っ
て
、
占
有
者
が
そ
の
意
思
を
変
え
て
、
自
己
の
た
め
の
占
有
を
始
め
る
と
き
は
、
占
有
の
容
仮
性
は

消
滅
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
容
仮
占
有
者
が
寄
託
、
貸
借(

�
��
�)
(

�)

、
賃
貸
借
の
よ
う
に
、
形
式
上
占
有
の
容
仮
性
を
生
じ
さ
せ
る
権
原
に
よ
っ

て
物
を
所
持
し
て
い
た
と
き
は
、
右
の
原
則
に
は
例
外
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
適
用
は
よ
り
困
難
と
な
る
。
こ
の

よ
う
な
場
合
、
権
利
の
正
当
保
有
者
が
関
与
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
安
全
を
確
保
し
た
と
こ
ろ
の
権
原
に
背
反
し
て
占
有

の
性
質
を
変
更
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
占
有
者
の
意
思
、
す
な
わ
ち
、
占
有
者
一
人
の
意
欲
如
何
で
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。

そ
し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
容
仮
占
有
が
法
定
占
有
に
変
更
さ
れ
る
た
め
に
は
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五

条
三
項
な
い
し
は
再
閲
修
正
民
法
草
案
六
九
七
条
三
項
（
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
草
案
一
九
七
条
三
項
）
に
規
定
す
る
行
為
が
必
要
と
さ
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れ
る
の
で
あ
る
。

二

旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
な
い
し
は
再
閲
修
正
民
法
草
案
六
九
八
条

�
�

次
に
、
旧
民
法
の
占
有
規
定
中
、
本
稿
の
考
察
に
深
く
関
わ
る
も
う
一
つ
の
条
文
と
し
て
、
財
産
編
一
八
六
条
が
あ
げ
ら

れ
る
が
、
同
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

財
産
編
一
八
六
条

占
有
者
ハ
常
ニ
自
己
ノ
為
メ
ニ
占
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ノ
推
定
ヲ
受
ク
但
占
有
ノ
権
原
又
ハ
事
情
ニ
因
リ
テ
容

仮
ノ
証
拠
ア
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス

�

ま
た
、
右
条
文
の
草
案
で
あ
る
再
閲
修
正
民
法
草
案
六
九
八
条
の
条
文
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

六
九
八
条

証
書
若
ク
ハ
事
実
ノ
情
状
ニ
因
リ
暫
仮
ノ
占
有
タ
ル
コ
ト
ヲ
証
明
セ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
常
ニ
占
有
者
ヲ
自
己
ノ
為

メ
ニ
占
有
ス
ル
モ
ノ
ト
推
測
ス

(

�)

�

そ
こ
で
、
右
再
閲
修
正
民
法
草
案
六
九
八
条
の
注
釈
な
い
し
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
草
案
一
九
八
条
の
コ
メ
ン
ト
を
摘
記
す

る
と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

(

�)
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凡
ソ
権
利
ノ
ア
リ
ト
主
張
ス
ル
者
其
権
利
ノ
自
己
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ヲ
証
明
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
而
シ
テ
若
シ
其
権
利
カ
特
別
ナ
ル

条
件

(
co

n
d

itio
n

s：

こ
の
場
合
は

｢

要
件｣

が
適
訳

引
用
者
）
ニ
関
ス
ル
時
ハ
其
条
件
ノ
成
立

(
l’e

x
iste

n
ce：

存
在

引

用
者
）
ヲ
モ
証
明
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
ノ
コ
ト
ハ
普
通
ノ
原
則
ナ
リ

こ
の
よ
う
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
ま
ず
最
初
、
証
明
責
任
の
分
配
に
関
す
る
一
般
原
則
か
ら
説
明
を
始
め
る
が
、
次
に
は
、
こ

れ
に
続
け
て
、
法
律
要
件
が
法
律
上
推
定
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。

し
か
し
、
時
に
よ
っ
て
は
直
接
の
証
明
が
困
難
な
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
社
会
生
活
上
の
通
常
の
事
実
に
基
づ

い
た
真
実
ら
し
さ
、
す
な
わ
ち
、
蓋
然
性
が
あ
る
場
合
は
、
法
律
は
、
証
拠
が
こ
の
よ
う
な
形
で
与
え
ら
れ
て
い
る
（
こ
の
場

合
は
「
蓋
然
性
が
備
わ
っ
て
い
る
」
こ
と
を
意
味
す
る

引
用
者
）
要
件
の
全
部
又
は
一
部
の
存
在
を
、
推
定
な
い
し
は
仮
定
す

る
。
も
っ
と
も
、
一
般
に
、
反
対
証
拠
に
よ
る
証
明
は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
証
明
は
、
通
常
の
す
べ
て
の
証
明
方
法

に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
法
定
占
有
の
必
要
不
可
欠
の
要
件
は
、
占
有
者
が
当
該
権
利
を
自
分
自
身
の
た
め
に
行
使
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

人
が
占
有
す
る
際
は
、
他
人
の
た
め
よ
り
も
自
分
自
身
の
た
め
に
占
有
す
る
と
い
う
場
合
が
ず
っ
と
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
法

律
は
、
こ
の
要
件
は
具
備
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
。

(

�)

以
上
の
よ
う
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
法
定
占
有
（｢

自
己
の
た
め
に
す
る
占
有｣
）
が
法
律
上
推
定
さ
れ
る
理
由
を
述
べ
る
が
、
こ
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れ
は
あ
く
ま
で
も
推、
定、
で
あ
り
、
当
然
そ
の
占
有
が
法
定
占
有
で
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

は
、
さ
ら
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

然
レ
ト
モ
亦
タ
反
対
ノ
事
ア
ル
ヲ
得
ヘ
シ
故
ニ
民
法
上
ノ
占
有

(
la

p
o

sse
ssio

n
civ

ile：

法
定
占
有

引
用
者
）
ヲ
争
フ
者
ハ

直
接
ニ
其
占
有
ノ
暫
仮
（
容
仮

引
用
者
）
ナ
ル
コ
ト
ヲ
証
明
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
○
此
証
拠

(
p

re
u

v
e：

こ
こ
で
は
「
証
明
」

が
適
訳

引
用
者
）
ハ
例
ヘ
ハ
寄
託
、
貸
借(
�
���)

、
賃
借
ノ
如
キ
占
有
ヲ
得
タ
ル
名
義

(
le

titre：

権
原

引
用
者
）
又

タ
ハ
占
有
者
カ
自
ラ
他
人
ノ
権
利
ナ
リ
ト
認
メ
タ
ル
事
実
ノ
情
状
（le

s
circo

n
stan

ce
s

d
u

fait：

事
情

引
用
者
）
ヲ
以
テ
之

ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
此
等
ノ
最
後
ノ
情
状
（circo

n
stan

ce
s：

事
情
）
ハ
証
人
若
ク
ハ
公
私
ノ
証
書
ヲ
以
テ
証
明
ス
ヘ
シ

三

学
説
の
対
応

以
上
、
本
第�

節
の
一
、
二
で
は
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
、
一
八
六
条
、
な
い
し
は
再
閲
修
正
民
法
草
案
六
九
七
条
、
六
九

八
条
を
掲
記
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
条
文
に
対
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
コ
メ
ン
ト
（
注
釈
）
を
摘
記
し
て
き
た
。
で
は
、
こ
れ
ら

に
対
し
て
、
学
説
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
学
説
の
対
応
を
見
て
い
く
こ
と

に
し
た
い
。

�

辻
伸
行
教
授
の
見
解

そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
右
各
条
文
に
つ
い
て
大
変
詳
細
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
辻
教
授
の
見
解
か
ら
検
討
を
始
め
る
と
、
こ
れ
ら
条
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文
に
関
す
る
教
授
の
所
見
は
、
次
の
�
〜
�
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

(

�)

�

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
①
容
仮
占
有
と
は
「
他
人
の
た
め
に
行
う
占
有
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
言
う
「
他
人
の
た
め
」
と

は
、「
内
心
・
精
神
上
の
意
思
」
の
態
様
の
一
つ
と
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、「
所
持
者
の
内
心
に
お
い
て
所
有
の
意
思
を
有
し
て
い
た

か
否
か
と
い
う
具
体
的
意
思
で
も
っ
て
法
定
占
有
か
容
仮
占
有
か
を
決
定
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
と
考
え
」
ら
れ
る
。
②
「
た
だ
、

こ
の
原
則
を
貫
く
と
寄
託
や
賃
貸
借
な
ど
の
『
権
原
』
に
よ
っ
て
所
持
し
て
い
る
と
き
に
は
不
都
合
が
生
ず
る
の
で
、『
権
原
』
の

性
質
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
場
合
が
あ
る
と
」
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、「
容
仮
占
有
の
判
定
を
具
体
的
意
思
に
よ
っ
て
決
す
る
場
合
と
、『
権
原
』
の
性
質
に
よ
っ
て
抽

象
的
・
類
型
的
に
決
す
る
場
合
と
が
あ
る
と
す
る
態
度
」
を
採
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解
は
、
旧
民
法

財
産
編
一
八
五
条
二
項
・
三
項
に
お
い
て
「
法
文
上
明
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た｣

。
そ
う
す
る
と
、「
所
有
の
意
思
の
推
定
を
覆
す

た
め
に
容
仮
占
有
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
べ
き
場
合
に
は
、
こ
の
二
つ
の
判
断
枠
組
に
従
っ
て
証
明
す
る
こ
と
に
な
る｣

。
そ
こ
で
、

「
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
こ
の
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、『
権
原
』
ま
た
は
『
事
情
』
に
よ
っ
て
容
仮
占
有
を
証
明
す
べ
き
旨
の
規

定
（
旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条

引
用
者
注
）
を
も
う
け
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
」
る
。

�

①
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
容
仮
占
有
は
「
意
思
の
変
更｣

、
す
な
わ
ち
、
容
仮
占
有
者
が
そ
の
「
内
心
に
お
い
て
所
有

の
意
思
を
有
す
る
こ
と
だ
け
で
法
定
占
有
に
な
る
と
す
る
の
」
が
原
則
で
あ
り
、「
た
だ
、
権
原
の
性
質
に
よ
っ
て
容
仮
占
有
と
さ

れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
権
原
を
無
視
し
て
法
定
占
有
へ
の
変
更
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ
る
。

②
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
は
、「
所
持
を
他
人
に
与
え
た
所
有
者
の
利
益
保
護
の
た
め
の
規
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き｣

、
現
行
民
法
一
八
五
条
も
、「
こ
れ
と
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

。｢

し
た
が
っ
て
、
賃
貸
借
な
ど
の
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権
原
に
基
づ
い
て
所
持
す
る
に
至
っ
た
者
、
つ
ま
り
権
原
の
性
質
に
よ
っ
て
所
有
の
意
思
が
な
い
と
さ
れ
た
占
有
者
に
つ
い
て
は｣

、

内
心
で
「
具
体
的
な
所
有
の
意
思
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
外
形
的
客
観
的
事
情
に
よ
っ
て
認
定
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
自
主
占

有
性
は
認
め
ら
れ
ず
、
他
主
占
有
か
ら
自
主
占
有
へ
の
変
更
は
生
じ
な
い｣

。

「
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
賃
貸
借
や
寄
託
な
ど
の
権
原
の
性
質
か
ら
所
有
の
意
思
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
関
し
て｣

、

現
行
民
法
や
旧
民
法
が
「
基
礎
に
お
い
て
い
る
考
え
方
は｣

、「
そ
の
と
き
ど
き
に
変
わ
り
う
る
占
有
者
の
内
心
の
具
体
的
意
思
に

よ
っ
て
、
占
有
を
委
ね
た
者
（
賃
貸
人
や
寄
託
者
な
ど
）
や
真
の
所
有
者
に
不
測
の
損
害
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
所
有
の

意
思
の
判
定
を
明
確
な
基
準
に
よ
っ
て
厳
格
に
行
お
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
主
占
有
者
が
内
心
に
お
い
て
所
有
者
と
し
て
振
る

舞
お
う
と
す
る
意
思
を
有
し
た
り
、
た
だ
単
に
所
有
者
と
し
て
の
行
動
を
と
っ
て
い
る
だ
け
で
は
所
有
の
意
思
が
あ
る
と
は
判
定
さ

れ
ず
、
占
有
を
委
ね
た
者
に
対
し
て
所
有
の
意
思
あ
る
旨
の
明
確
な
異
議
を
述
べ
る
か｣

、「
占
有
を
委
ね
た
者
ま
た
は
第
三
者
と
の

間
で
売
買
、
贈
与
な
ど
の
所
有
権
の
移
転
を
目
的
と
す
る
法
律
行
為
を
締
結
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
類
型
的
に
所
有
の
意
思
の
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
所
有
の
意
思
の
存
在
を
認
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る｣

。

③
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
権
原
の
性
質
に
よ
ら
ず
に
容
仮
占
有
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、「
容
仮
占
有
者
に
内
心
の
所
有
の
意

思
が
そ
な
わ
る
だ
け
で
占
有
名
義
の
変
更
が
可
能
で
あ
る
と
し
た｣

。｢

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
こ
の
よ
う
な
取
扱

い
を
し
よ
う
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
」
は
「
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い｣

。

し
か
し
、
旧
民
法
を
解
説
し
た
磯
部
四
郎
の
著
書
か

(

�)

ら
推
測
す
れ
ば
、
権
原
の
性
質
に
よ
る
容
仮
占
有
は
、
占
有
を
委
ね
た
者
の

「
意
思
と
信
頼
に
基
づ
い
て
所
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
容
仮
占
有
者
の
内
心
の
意
思
だ
け
で
占
有
名
義
の
変
更
が
生
ず
る
と

す
れ
ば
、
占
有
を
委
ね
た
者
が
知
ら
ぬ
間
に
信
頼
を
裏
切
ら
れ
、
な
ん
ら
対
抗
措
置
を
と
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
不
利
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益
を
被
む
る
お
そ
れ
が
生
ず
る
こ
と
に
な
」
る
が
、「
権
原
に
基
づ
か
な
い
容
仮
占
有
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
配
慮
を
必
要
と

し
な
い
、
と
い
う
考
慮
が
あ
っ
た
」
も
の
と
思
わ
れ
る
。

�

①
「
所
有
の
意
思
（
ま
た
は
、
旧
民
法
の
法
定
占
有
に
お
け
る
「
自
己
ノ
為
メ
ニ
有
ス
ル
ノ
意
思
」

(

�)

引
用
者
）
が
内
心
の
意

思
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
証
明
の
困
難
が
生
じ
な
い
よ
う
に｣

、
現
行
民
法
一
八
六
条
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
に
お
い
て
、

所
有
の
意
思
を
も
っ
て
す
る
占
有
、
な
い
し
は
、
自
己
の
た
め
の
占
有
の
推
定
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

②
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
（
及
び
現
行
民
法
一
八
五
条
）
の
「
趣
旨
は
、
占
有
を
な
さ
し
め
た
者
（
通
常
は
所
有
者
）
が
占

有
者
の
所
有
の
意
思
を
知
ら
ず
に
、
時
効
中
断
の
機
会
の
な
い
ま
ま
に
占
有
者
の
他
主
占
有
が
自
主
占
有
と
な
り
、
取
得
時
効
の
成

立
に
よ
る
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る｣

。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、「
占
有
者
の
意
思
は
そ
の
時
々
に
変

わ
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
内
心
的
意
思
説
の
不
都
合
な
点
を
修
正
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
内
心
的
意
思
説
を
前
提
に
し
た

規
定
で
あ
っ
た
と
い
え
る｣

。

�

田
中
整
爾
博
士
の
見
解

第
二
に
、
田
中
整
爾
博
士
も
、
辻
教
授
の
論
稿
よ
り
少
し
前
に
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
や
一
八
六
条
に
関
わ
る
問
題
を
論
じ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
博
士
の
論
稿
か
ら
こ
の
点
を
抜
き
出
す
と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
説
明
に
従
え
ば
、「
本
来
、
意
思
の
変
更
に
よ
っ
て
容
仮
占
有
は
法
定
占
有
へ
と
転
換
す
べ
き
も

の
で
あ
る
が
、
容
仮
占
有
の
う
ち
で
も
権
原
の
性
質
に
よ
り
容
仮
占
有
と
決
せ
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
例
外
で
あ
っ
て
、

意
思
の
み
の
変
更
だ
け
で
は
た
り
ず
、
客
観
的
要
素
と
し
て
」
右
一
八
五
条
の
三
項
に
規
定
さ
れ
る
「
二
つ
の
外
形
的
行
為
」
が
必
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取
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要
と
さ
れ
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
、
旧
民
法
が
「
客
観
的
要
素
に
も
と
づ
か
な
い
で
転
換
す
る
こ
と
が
可
能
な
容
仮
占
有
の
存
在
を
認
め

て
い
る
こ
と
は｣

、
右
一
八
六
条
に
、「
容
仮
の
証
拠
は
『
権
原
』
に
よ
ら
な
い
で
、
他
の
『
事
情
』
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ

と
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る｣

、
と
。

(

�)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

七
五
頁
以
下
〔
雄
松
堂
版
、
三
八
八
頁
以
下]

。

(

�)
A

rt.
1

9
7

.
L

a
p

o
sse

ssio
n

n
atu

re
lle

e
st

d
ite

��������,
lo

rsq
u

e
le

p
o

sse
sse

u
r
�	
��



u

n
e

ch
o

se
o

u
e

x
e

rce
u

n
d

ro
it

au
n

o
m

e
t

p
o

u
r

le
co

m
p

te
d
’au

tru
i.

L
a

p
o

sse
ssio

n
ce

sse
�
��

��

�
�	
�����

e
t

d
e

v
ie

n
t

civ
ile

,
lo

rsq
u

e
le

p
o

sse
sse

u
r

a
���

�
�

�	

�
�
���	���

p
o

u
r
��
��

�
�
�
�
�T

o
u

te
fo

is,
lo

rsq
u

e
la
�
�	
����
	

�	
��
�
�

d
e

la
n

atu
re

d
u

titre
su

r
le

q
u

e
l

la
p

o
sse

ssio
n

e
st

��
�	�

,
e

lle
n

e
ce

sse
q

u
e

p
ar

u
n

e
d
e

s
d

e
u

x
cau

se
s
�����

�	
�
:

1
o

P
ar

u
n

acte
ju

d
iciaire

o
u

e
x

traju
d

iciaire
���

���	
�

ce
lu

i
p

o
u

r
le

co
m

p
te

d
u

q
u

e
l

la
p

o
sse

ssio
n

av
ait

lie
u

e
t

co
n

te
n

an
t

u
n

e
co

n
trad

ictio
n

fo
rm

e
lle

�
se

s
d

ro
its

;

2
o

P
ar

l’in
te

rv
e

rsio
n

d
u

titre
p

ro
v
e

n
an

t
d

u
co

n
tractan

t
o

u
d
’u

n
tie

rs
e

t
d

o
n

n
an

t
u

n
e

n
o

u
v
e

lle
cau

se
�

la
p

o
sse

s-

sio
n
.
(

B
O

IS
S

O
N

A
D

E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

A
rt.

1
9

7
,

p
.

3
4

3
.)

(

�)
B

O
IS

S
O

N
A

D
E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

8
8
,

p
.

3
5

6
;

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
八
八
〕
七
七
頁
〔
雄
松
堂
版
、
三
八

九
頁]

。

(

�)

『
註
釈
第
二
編
物
権
ノ
部
下
巻
』
に
お
け
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
占
有
理
論
に
よ
れ
ば
、
容
仮
占
有
は
自
然
占
有
の
中
に
含
め
ら
れ
る
。

再
閲
修
正
民
法
草
案
六
九
七
条
一
項
は
、
こ
の
こ
と
を
示
す
条
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
旧
民
法
財
産
編
一
七
九
条
で
は
、「
占
有
ニ

法
定
、
自
然
及
ヒ
容
仮
ノ
三
種
ア
リ
」
と
規
定
さ
れ
、
占
有
は
、
法
定
占
有
・
自
然
占
有
・
容
仮
占
有
の
三
種
に
分
け
ら
れ
て
い
る
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(
P

rojet

の

N
o

u
v

e
lle

��
�����

に
よ
れ
ば
、
容
仮
占
有
は
直
接
占
有
者
に
と
っ
て
は
自
然
占
有
で
あ
る
が
、
間
接
占
有
者
に
と
っ
て
は
法

定
占
有
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
両
面
の
性
質
を
併
有
し
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
。〔B

O
IS

S
O

N
A

D
E
,

su
p

ra

n
o

te
3

6
,

n
o2

7
5
,

p
.

3
8

0
.])

。
そ
こ
で
、
本
稿
本
文
掲
記
の
よ
う
に
、
容
仮
占
有
を
定
義
す
る
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
一
項
に
は
、

「
自
然
ノ
占
有
」
と
い
う
語
句
は
出
て
こ
な
い
（
こ
の
点
は
、N

o
u

v
e

lle
�������

の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
草
案
一
九
七
条
で
も
同
様
で

あ
る

[
B

O
IS

S
O

N
A

D
E
,

su
p

ra
n

o
te

3
6

,
A

rt.
1

9
7
,

p
.

3
7

7
.]

。
た
だ
不
思
議
な
こ
と
に
、
同
条
の
コ
メ
ン
ト
は
、
第�

節
一
�
�
で
引
用

し
た
コ
メ
ン
ト
と
全
く
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
容
仮
占
有
は
自
然
占
有
の
一
種
と
し
て
記
載
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
〔B

O
IS

S
O

N
A

D
E
,

su
p

ra
n

o
te

3
6

,
n

o2
8

8
,

p
.

3
9

2
.])

。

(

�)

か
つ
て
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
で
は
、
夫
婦
は
そ
の
約
定
に
よ
り
、
別
産
制
の
一
種
で
あ
る
嫁
資
制
（����	



d

o
tal

）
を
採
用
し
得
る

も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
嫁
資
制
に
お
い
て
嫁
資
財
産(

b
ie

n
s

d
o

tau
x)

と
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
所
有
権
は
妻
に
あ
る

も
の
の
、
管
理
と
用
益
は
夫
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
嫁
資
制
は
、
一
九
六
五
年
に
将
来
に
向
か
っ
て
廃
止
さ
れ
た

（
以
上
、
山
口
俊
夫
『
概
説
フ
ラ
ン
ス
法

上
』[

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
〕
四
二
八
頁
以
下
に
よ
る)

。

(

�)

旧
民
法
で
は
、
動
産
質
権
・
不
動
産
質
権
・
用
益
権
・
地
役
権
と
同
様
、
賃
借
権
は
物
権
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
（
旧
民
財
産
編
二
条)

。

(

�)

以
上
に
つ
い
て
は
、
辻
・
前
掲
注(

�)
獨
協
一
三
五
頁
以
下
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
二
七
頁
以
下
〕
に
も
そ
の
訳
が
あ
る
。

(

�)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
八
八
〕
七
八
頁
〔
雄
松
堂
版
、
三
九
〇
頁]

、B
O

IS
S

O
N

A
D

E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

8
8
,

p
.

3
5

6
.

(

�)
B

O
IS

S
O

N
A

D
E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

8
9
,

p
.

3
5

7
;

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
八
九
〕
七
九
頁
以
下
〔
雄
松
堂
版
、

三
九
〇
頁
以
下]

。
な
お
、
こ
の
部
分
は
、
辻
・
前
掲
注(

�)
獨
協
一
四
〇
頁
以
下
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
三
五
頁
〕
に
も
そ
の
訳

が
あ
る
。
ま
た
、
田
中
整
爾
「
占
有
に
お
け
る
『
権
原
』
と
『
意
思
』
と
の
関
係
に
つ
い
て

権
原
の
意
義
・
機
能
の
推
移
を
め
ぐ
っ

て
（
付
・
学
説
資
料
）

」
林
良
平
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
現
代
私
法
学
の
課
題
と
展
望

上
』(

有
斐
閣
、
一
九
八
一
）
三
六
頁
、

四
〇
頁
〔
自
主
占
有
・
他
主
占
有
（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
〇
）
所
収
（｢
占
有
に
お
け
る
『
権
原
』
と
『
意
思
』
と
の
関
係

権
原

の
意
義
・
機
能
の
推
移
を
め
ぐ
っ
て
（
付
・
学
説
資
料
）

」
に
改
題)

、
七
七
頁
以
下
、
八
二
頁
〕
で
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、
訳
文
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が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

(
�)

こ
こ
で
は
、
占
有
が
強
暴
な
い
し
は
隠
秘
の
占
有
で
あ
る
こ
と(

V
.

B
O

IS
S

O
N

A
D

E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

8
9
,

p
.

3
5

7
;

ボ
ワ
ソ
ナ
ー

ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
八
九
〕
七
九
頁
〔
雄
松
堂
版
、
三
九
〇
頁
〕
参
照)

。

(

�)
貸
借(

�
��
�)

と
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
が
規
定
す
る
契
約
の
一
つ
で
あ
り
、
使
用
貸
借
と
消
費
貸
借
が
含
ま
れ
る
（
仏
民
一
八
七
四

条
〔｢
①
貸
借�

��
�

に
は
（
以
下
の
）
二
種
が
あ
る
。

毀
滅
す
る
こ
と
な
し
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
の
貸
借

使
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
消
費
さ
れ
る
物
の
貸
借

②
第
一
の
種
類
は
、����

	
u

sa
ge

、
又
はcom

m
od

a
t(

使
用
貸
借
）
と
呼
ば
れ
る
。

③
第
二
の
種

類
は
、����

d
e

con
som

m
a

tion
(

消
費
貸
借
）
又
は
単
に�

���
(

貸
借
）
と
呼
ば
れ
る
。」(

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
・
前
掲

注(

�)

二
四
七
頁
の
訳
に
よ
る
。
但
し
、「
、
又
はcom

m
od

a
t｣

の
部
分
は
二
〇
〇
九
年
に
削
除
さ
れ
た)])

。

(

�)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

八
五
頁

[

雄
松
堂
版
、
三
九
三
頁]

。

(

�)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
九
二
〕
八
六
頁
以
下
〔
雄
松
堂
版
、
三
九
四
頁
以
下]

、B
O

IS
S

O
N

A
D

E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

9
2
,

p
.

3
6

0
.

(

�)

こ
の
訳
文
の
最
初
の
部
分
（｢

し
か
し
、
…
…
仮
定
す
る
。｣

）
は
、
辻
・
前
掲
注(

�)

獨
協
一
三
二
頁
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効

二
四
頁
〕
に
も
そ
の
訳
が
あ
る
。
ま
た
、
下
村
・
前
掲
注(

	)

民
商
一
一
七
巻
一
号
二
二
頁
以
下
に
は
、
こ
の
訳
文
全
体
の
抄
訳
が
あ
る
。

(


)

辻
・
前
掲
注(

�)

獨
協
一
三
三
頁
以
下
、
一
三
九
頁
以
下
、
一
五
一
頁
以
下
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
二
六
頁
以
下
、
三
四
頁
以

下
、
四
六
頁
以
下
〕(

引
用
は
『
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
』
か
ら)

。

(

�)

磯
部
四
郎
『
大
日
本
新
典
民
法
釈
義
』(

長
島
書
房
、
一
八
九
〇
）
八
八
一
頁
以
下
〔
磯
部
四
郎
『
民
法
〔
明
治
�
年
〕
釈
義
財
産

編
第
一
部
物
権
下
』(

日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
�)

(

信
山
社
出
版
、
復
刻
版
、
一
九
九
七
）
に
て
復
刻]

。

(

�)

旧
民
法
財
産
編
一
八
〇
条
一
項
（｢

法
定
ノ
占
有
ト
ハ
占
有
者
カ
自
己
ノ
為
メ
ニ
有
ス
ル
ノ
意
思
ヲ
以
テ
ス
ル
有
体
物
ノ
所
持
又
ハ

権
利
ノ
行
使
ヲ
謂
フ｣

）
参
照
。

(

�)

田
中
・
前
掲
注
（
�
）
三
六
頁
以
下
〔
自
主
占
有
・
他
主
占
有
七
七
頁
以
下]

。
(

�)

な
お
、
田
中
博
士
は
、
以
上
と
同
様
な
説
明
を
、
田
中
「
自
主
占
有
を
め
ぐ
る
通
説
と
判
例
の
再
検
討
」
菅
生
綜
合
法
律
事
務
所
編
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『
弁
護
士
三
十
年
』(

菅
生
綜
合
法
律
事
務
所
、
一
九
八
七
）
四
四
頁
以
下
〔
自
主
占
有
・
他
主
占
有
所
収
（｢

自
主
占
有
を
め
ぐ
る
民
法

一
八
五
条
に
関
す
る
覚
書

自
主
占
有
を
め
ぐ
る
通
説
と
判
例
の
再
検
討

」
に
改
題)

、
一
二
三
頁
〕
で
も
行
っ
て
い
る
。

�
考

察

以
上
、
前
第�

節
で
は
、
旧
民
法
の
占
有
規
定
の
う
ち
、
同
法
財
産
編
一
八
五
条
、
一
八
六
条
を
中
心
に
、
そ
れ
ら
規
定
の
草
案

に
対
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
説
明
と
、
こ
れ
に
関
す
る
今
日
の
学
説
を
紹
介
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
前
述
の
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な

よ
う
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
、
少
な
く
と
も
理、
論、
上、
は
、
占
有
の
要
素
と
し
て
占
有
者
の
内
心
の
意
思
（
心
素
）
を
重
視
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
右
一
八
五
条
や
一
八
六
条
が
適
用
さ
れ
る
具、
体、
的、
場、
面、
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
具
体
的
場
面
に
つ
い
て
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
の
か
を
検
証
し
て
い
く
と
、
旧
民
法
に
お
け
る
取
得
時
効

の
要
件
と
し
て
の
法
定
占
有
に
つ
い
て
、
そ
の
要
素
と
し
て
、
占
有
者
の
内
心
的
意
思
（
所
有
者
と
し
て
振
る
舞
う
内
心
的
意
思
、
自

己
の
た
め
に
権
利
を
行
使
す
る
内
心
的
意
思
）
が
実、
際、
に、
ど
れ
だ
け
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
以
下
の
よ
う
に
、
幾
許

か
の
疑
問
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

一

旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
及
び
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
の
考
察

�

そ
こ
で
、
ま
ず
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
の
二
項
と
三
項
を
対
比
し
て
み
る
と
、
確
か
に
第
三
項
で
は
、「
然、
レ、
ト、
モ、
占
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有
ノ
権
原
ノ
性
質
ヨ
リ
生
ス
ル
容
仮
ハ
」(

傍
点

引
用
者
）
と
あ
る
た
め
、「
権
原
ノ
性
質
ヨ
リ
生
ス
ル
」
容
仮
占
有
は
あ
く
ま

で
も
例
外
で
あ
り
、
第
二
項
の
規
定
す
る
「
容
仮
ノ
占
有
者
カ
自
己
ノ
為
メ
ニ
占
有
ヲ
始
メ
タ
ル
ト
キ｣

、
す
な
わ
ち
、
容
仮
占
有

者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
内
心
で
、
所
有
の
意
思
な
ど
自
己
の
た
め
に
権
利
を
行
使
す
る
意
思
を
持
つ
に
至
っ
て
法
定
占
有
と
な
る
場

合
こ
そ
、
原
則
的
な
場
合
で
あ
る
よ
う
に
見
え
な
い
わ
け
で
も
な
い
。

さ
ら
に
、
前
第�
節
一
�
�
に
引
用
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
容
仮
占
有
は
「
占
有
者
が
そ
の
意
思
を
変

え
て
、
自
己
の
た
め
の
占
有
を
始
め
る
」
場
合
に
法
定
占
有
に
変
わ
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
容
仮
占
有
者
が
寄
託
や
使
用
貸
借
、

賃
貸
借
の
よ
う
な
権
原
に
基
づ
い
て
容
仮
占
有
を
し
て
い
た
場
合
は
そ
の
例
外
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
な
る
ほ
ど

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
こ、
の、
部、
分、
の、
コ、
メ、
ン、
ト、
か
ら
す
れ
ば
、
右
と
同
様
、
法
定
占
有
の
原
則
的
構
成
要
素
を
、
内
心
に
お
け
る
所
有
の

意
思
、
な
い
し
は
自
己
の
た
め
に
権
利
を
行
使
す
る
意
思
と
解
す
る
こ
と
こ
そ
妥
当
な
解
釈
と
言
う
こ
と
も
可
能
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
田
中
博
士
の
主
張
す
る
よ
う
な
、
内
心
的
意
思
の
変
更
に
よ
る
容
仮
占
有
か
ら
法
定
占

有
へ
の
転
換
が
本
来
の
姿
で
あ
る
と
い
う
理
解
も
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
な
い
わ
け
で
も
な
く
、

(

�)

ま
た
、
辻
教
授
の
言
及
す

る
よ
う
な
、
旧
民
法
に
お
け
る
容
仮
占
有
の
判
定
に
つ
い
て
は
、
①
占
有
者
の
具
体
的
意
思
に
よ
っ
て
決
す
る
場
合
と
、
②
権
原
の

性
質
に
よ
っ
て
決
す
る
場
合
と
の
二
つ
の
判
断
枠
組
が
あ
る
と
い
う
理
解
も
、
決
し
て
的
を
外
れ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

�
�

で
は
、
容
仮
占
有
を
こ
の
よ
う
な
判
断
枠
組
で
分
類
し
た
場
合
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
占
有
が
右
①
あ
る
い
は
②
に

該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
コ
メ
ン
ト
の
う
ち
、
前
第�

節
一
�
�
の
引
用
部
分
を
検
討
し
て
み
る
と
、
ボ

ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
容
仮
占
有
が
生
ず
る
具
体
的
場
合
と
し
て
、
�
委
任
、
事
務
管
理
、
あ
る
い
は
、
�
寄
託
、
使
用
貸
借
、
嫁
資
設
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定
、
注
意
を
も
っ
て
物
を
保
存
し
、
契
約
の
相
手
方
に
そ
れ
を
返
還
す
る
義
務
を
負
わ
せ
る
そ
の
他
の
契
約
に
よ
る
場
合
、
さ
ら
に

は
、
�
動
産
質
・
不
動
産
質
・
用
益
・
地
役
・
賃
貸
借
の
権
原
に
よ
り
物
を
所
持
す
る
場
合
を
あ
げ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ら
容

仮
占
有
の
う
ち
、
寄
託
以
下
賃
貸
借
に
至
る
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
占
有
（
�
、
�
）
は
、
い
ず
れ
も
法
律
行
為
（
契
約
）
に
基
づ

く
も
の
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
、
右
判
断
枠
組
で
言
え
ば
、
②
に
該
当
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
権
原
の
性
質
に
よ
っ
て
容
仮
占
有

と
決
せ
ら
れ
る
べ
き
場
合
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

�

次
に
、
�
の
う
ち
委
任
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
前
記
引
用
部
分
で
は
委
任
は
事
務
管
理
と
並
べ
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
、

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
委
任
を
事
務
管
理
と
同
様
の
グ
ル
ー
プ
と
考
え
、
こ
れ
を
�
、
�
の
グ
ル
ー
プ
の
よ
う
な
「
権
原
」
と
は
捉
え
て

い
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
見
え
な
い
こ
と
も
な
い
。

(

�)

し
か
し
、
旧
民
法
で
は
、
現
行
民
法
（
民
六
四
三
条
）
と
異
な
り
、
委
任
（
旧
民
法
に
お
け
る
名
称
は
「
代
理
」
契
約
〔

(

�)

旧
民
財
産
取

得
編
二
二
九
条]

）

(

�)

は
法
律
行
為
の
委
任
の
み
な
ら
ず
、
委
任
者
の
事、
務、
処、
理、
全、
般、
の
委
任
が
契
約
の
目
的
と
さ
れ
て
い
た
の

(

�)

で
あ
っ

て
、
こ
の
点
で
事
務
管
理
（
旧
民
財
産
編
三
六
二
条
・
三
六
三
条
）

(

	)

と
共
通
す
る
。
そ
し
て
、
同
じ
く
他
人
の
事
務
を
処
理
す
る
行
為

で
あ
っ
て
も
、
事
務
管
理
の
場
合
は
そ
れ
が
事
務
管
理
者
の
自
発
的
意
思
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、
委
任
は
委
任
者
と
受
任

者
（
代
理
人
）
の
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
記
引
用
部
分
で
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
事
務
管
理
に
つ
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ

「
任
意
の
」
事
務
管
理
（u

n
e

g
e

stio
n

d
’affaire

s
����

���
��

）
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
両
者
間
の
こ
の
点
の
相
違
を
際
立
た
せ
る
た

め
だ
っ
た
と
も
推
測
し
得
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
他
人
の
事
務
処
理
の
た
め
そ
の
所
有
物
を
容
仮
占
有
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い

う
点
で
は
事
務
管
理
と
共
通
し
て
い
て
、
こ
の
点
で
事
務
管
理
と
同
じ
範
疇
に
括
ら
れ
る
と
し
て
も
、
委
任
の
場
合
は
、
そ
れ
が
契

約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
占
有
も
、
権
原
の
性
質
に
基
づ
く
容
仮
占
有
と
言
う
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こ
と
が
で
き
よ
う
。

(

�)

�

そ
う
す
る
と
、
容
仮
占
有
が
生
ず
る
場
合
と
し
て
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
あ
げ
た
右
具
体
例
の
う
ち
、
権
原
に
基
づ
か
な
い
占
有

と
し
て
は
、
唯
一
、
事
務
管
理
に
基
づ
く
占
有
の
み
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
あ
げ
る
具、
体、
例、
か
ら
見

る
と
、
前
述
（
�
）
と
は
逆
に
、
権
原
に
基
づ
く
容
仮
占
有
こ
そ
原
則
で
あ
り
、
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
の
み
が
、
例、
外、
的、
に
占
有

者
の
意
思
に
基
づ
い
て
容
仮
占
有
に
な
る
場
合
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

�
�

で
は
、
こ
の
事
務
管
理
に
基
づ
く
容
仮
占
有
は
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
二
項
の
定
め
る
よ
う
に
、
そ
の
占
有
者
が

「
自
己
ノ
為
メ
ニ
占
有
ヲ
始
メ
」
る
、
す
な
わ
ち
、
容
仮
占
有
者
の
内
心
に
所
有
の
意
思
な
い
し
は
自
己
の
た
め
に
権
利
を
行
使
す

る
意
思
が
具
備
さ
れ
れ
ば
、
法
定
占
有
に
変
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
辻
教
授
に
よ
れ
ば
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
権
原
の
性

質
に
よ
ら
な
い
「
容
仮
占
有
の
場
合
に
は
、
容
仮
占
有
者
に
内
心
の
所
有
の
意
思
が
そ
な
わ
る
だ
け
で
占
有
名
義
の
変
更
が
可
能
で

あ
る
と
」
考
え
て
い
た
も
の
と
さ
れ
る
。
(

�)
そ
し
て
、
確
か
に
、
前
第�

節
一
�
�
に
引
用
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
す

れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
十
分
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
と
言
え
よ
う
。

�

し
か
し
、
従
来
容
仮
占
有
を
し
て
い
た
事
務
管
理
者
が
、
そ
の
後
所
有
の
意
思
を
持
つ
よ
う
に
な
る
場
合
と
は
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
な
場
合
か
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
も
こ
れ
に
つ
い
て
は
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
具
体
的
に
考
え
る
と
、
こ
の
点
は
必
ず
し
も
明

ら
か
で
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
関
し
、
前
掲
（
第�

節
三
�
�)

し
た
磯
部
四
郎
の
著
書
を
参
照
す
る
と
、

辻
教
授
も
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、

(

�)

同
書
の
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
の
注
釈
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

容
仮
ノ
占
有
ノ
以
テ
法
定
ノ
占
有
ト
異
ル
点
ハ
無
形
ノ
原
素
即
チ
自
己
ノ
為
メ
ニ
有
ス
ル
意
思
ノ
原
素
欠
ク
ル
ニ
在
リ
ト
ス
容
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仮
ノ
占
有
ヨ
リ
法
定
ノ
占
有
ニ
化
成
ス
ル
カ
為
メ
ニ
ハ
右
無
形
ノ
原
素
ノ
加
ハ
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス
是
レ
本
条
ノ
第
二
項
ニ

於
テ
容
仮
ノ
占
有
カ
他
人
ノ
為
メ
ニ
他
人
ニ
代
リ
テ
占
有
ス
ル
ヲ
止
メ
将
来
自
己
ノ
為
メ
ニ
占
有
ヲ
始
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
占
有

ノ
容
仮
ハ
止
ミ
テ
法
定
ノ
モ
ノ
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
示
シ
タ
ル
所
以
ナ
リ

此
法
文
ヲ
見
テ
或
ハ
驚
ク
者
ア
ラ
ン
例
ヘ
ハ
不
在
者
ノ
為
メ
ニ
従
来
誠
実
ニ
事
務
ヲ
管
理
セ
シ
者
カ
今
日
悪
意
発
シ
テ
不
在
者

ノ
財
産
ヲ
横
掠
ス
ル
ノ
意
思
ヲ
以
テ
将
来
其
財
産
ヲ
占
有
セ
シ
ト
キ
ハ
其
占
有
ハ
更
ニ
法
定
ノ
モ
ノ
ト
ナ
リ
テ
時
効
ノ
期
間
ニ

到
達
ス
ル
ヤ
直
チ
ニ
真
ノ
所
有
者
ト
為
ル
ト
謂
フ
カ
如
キ
ハ
条
理
ニ
反
ス
ル
コ
ト
著
シ
キ
ニ
似
タ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
然
レ
ト
モ
始

ヨ
リ
財
産
ヲ
侵
奪
ス
ル
ノ
行
為
モ
亦
法
定
ノ
占
有
ヲ
得
ル
ノ
方
法
タ
ル
以
上
ハ
其
意
思
ノ
中
途
ニ
発
シ
タ
ル
カ
為
メ
法
定
ノ
占

有
ヲ
拒
絶
ス
ヘ
キ
謂
レ
ア
ル
ヲ
見
ス
是
ヲ
以
テ
占
有
者
ノ
意
思
ノ
変
更
ニ
依
リ
容
仮
変
シ
テ
法
定
ト
ナ
ル
ハ
敢
テ
驚
ク
ニ
足
ラ

サ
ル
モ
ノ
ト
ス

(

�)

す
な
わ
ち
、
磯
部
に
よ
れ
ば
、
容
仮
占
有
が
法
定
占
有
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
た
だ
所
有
の
意
思
の
よ
う
な
自
己
の
た
め
に
権

利
を
行
使
す
る
意
思
、
つ
ま
り
法
定
占
有
の
た
め
の
心
素
が
欠
け
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
後
に
こ
の
心
素
が
加
わ
り
さ

え
す
れ
ば
容
仮
占
有
は
法
定
占
有
に
変
更
し
得
る
、
従
っ
て
、
他
人
の
物
を
誠
実
に
容
仮
占
有
し
て
い
た
事
務
管
理
者
で
あ
っ
て
も
、

あ
る
時
点
で
そ
れ
を
自
分
の
物
に
し
よ
う
と
す
る
意
思
を
抱
き
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
か
ら
法
定
占
有
者
に
変
わ
り
、
以
後
時
効

期
間
が
経
過
す
れ
ば
、
真
の
所
有
者
に
な
り
得
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
磯
部
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
条
理
に
反
す

る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
始
め
か
ら
財
産
を
侵
奪
し
た
場
合
も
法
定
占
有
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
の
比
較
で
言
え
ば
、
占

有
者
が
占
有
の
途
中
か
ら
所
有
の
意
思
を
抱
い
た
場
合
で
も
、
法
定
占
有
の
成
立
を
拒
絶
す
る
何
ら
の
い
わ
れ
も
な
い
、
と
説
く
。
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�

確
か
に
、
本
稿
第�

節
一
�
で
も
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
事
務
管
理
者
の
よ
う
な
容
仮
占
有
者
で
あ
っ
て
も
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
占
有
物
を
自
分
の
所
有
物
と
誤
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
横
領
を
試
み
る
こ
と
も
必

ず
し
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
結
果
と
し
て
、
占
有
者
に
そ
の
物
を
所
有
す
る
意
思
が
生
じ
て
く
る
こ
と
も
、

皆
無
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
に
、
実、
際、
の、
紛、
争、
に
お
い
て
、
最
初
は
事
務
管
理
と
し
て
他
人
の
物
を
占
有
す
る
意
思
を
持
っ
て
い
た

と
認、
め、
た、
者
が
、
占
有
の
途
中
か
ら
自
己
の
所
有
物
と
誤
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
、
横
領
を
企
て
た
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、

そ
の
占
有
物
を
自
己
の
所
有
物
に
す
る
意
思
を
中
途
で
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
な
ど
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
本
当
に
あ
り
得
る
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

例
を
あ
げ
て
み
る
と
、
長
年
月
国
内
に
不
在
で
あ
っ
た
Ａ
の
所
有
地
を
、
隣
地
の
所
有
者
Ｂ
が
三
二
年
間
占
有
し
て
い
た
が
、
そ

の
後
Ａ
が
帰
国
し
、
Ｂ
に
対
し
て
土
地
の
返
還
を
請
求
し
て
き
た
と
き
、
Ｂ
の
ほ
う
で
、
Ａ
の
出
国
後
二
年
間
は
事
務
管
理
者
と
し

て
容
仮
占
有
（
他
主
占
有
）
を
し
て
き
た
が
、
二
年
が
経
過
し
た
時
か
ら
、
そ
の
土
地
を
自
己
の
所
有
と
す
る
意
思
を
抱
い
て
占
有

し
て
い
た
の
で
、
時
効
期
間
の
経
過
に
よ
り
そ
の
所
有
権
を
時
効
取
得
し
た
、
と
抗
弁
す
る
こ
と
は
通
常
は
あ
り
得
な
い
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
Ｂ
が
そ
の
占
有
地
を
自
己
所
有
地
で
あ
る
と
主
張
す
る
場
合
は
、
一
般
に
、
こ
の
Ｂ
は
、
自
己
が
占
有
し
て
い

た
土
地
は
も
と
も
と
Ｂ
の
所
有
地
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
第
一
次
的
に
は
、
当
該
土
地
は
当
初
か
ら

Ｂ
所
有
地
で
あ
っ
た
と
主
張
し
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
備
え
て
、
時
効
取
得
を
主
張
す
る
の
が
普
通
で
は
な
い
か
と
も
思

量
さ
れ
る
。

�

も
っ
と
も
、
Ａ
の
所
有
地
を
事
務
管
理
し
て
い
た
Ｂ
が
死
亡
し
、
Ｂ
を
相
続
し
た
Ｂ 、

が
引
き
続
き
当
該
土
地
を
占
有
し
て
い
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た
と
こ
ろ
、
Ａ
が
Ｂ 、

に
対
し
て
そ
の
土
地
の
返
還
請
求
を
し
て
き
た
と
い
う
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
場
合
、
Ｂ 、

の
ほ
う
か
ら
、

被
相
続
人
Ｂ
は
事
務
管
理
者
と
し
て
占
有
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
は
Ｂ
が
所
有
者
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
相
続
に

よ
っ
て
始
ま
っ
た
自
分
自
身
の
占
有
は
所
有
の
意
思
に
基
づ
い
た
占
有
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る

か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
占
有
者
の
相
続
人
は
、
民
法
上
の
権
利
に
つ
い
て
は
被
相
続
人
の
人
格
を
そ
の
ま
ま
引
き

継
ぐ
者
で
あ
る
か
ら
、
被
相
続
人
の
占
有
を
承
継
し
、
占
有
を
人、
格、
と、
同、
様、
に、
引
き
継
い
で
い
く
者
と
さ
れ
る
。

(

�)

ま
た
、
彼
に
よ
れ

ば
、
被
相
続
人
と
相
続
人
の
間
に
は
占
有
の
同
一
性
と
継
続
性
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

(

�)

要
す
る
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
お
い
て
は
、
被

相
続
人
と
相
続
人
は
法
律
上
同
一
人
格
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
る
た
め
、
被
相
続
人
の
占
有
を
相
続
人
が
受
け
継
い
だ
場
合
も
、
同
一

人
が
占
有
を
従
来
ど
お
り
継
続
し
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
、
継
続
中
の
占
有
に
相
続
が
何
ら
か
の
変
容
を
も
た
ら
す
な
ど

と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
容
仮
の
占
有
者
が

自
己
の
た
め
に
権
利
を
行
使
す
る
意
思
を
持
っ
て
占
有
を
始
め
た
場
合
（
旧
民
財
産
編
一
八
五
条
二
項
、
再
閲
修
正
民
法
草
案
六
九
七

条
二
項
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
草
案
一
九
七
条
二
項
）
の
例
と
し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
（
あ
る
い
は
、
磯
部
）
の
記
述
の
中
に
、
右
述
の

よ
う
な
相
続
の
場
合
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。

�

以
上
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
の
規
定
と
そ
れ
に
関
わ
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
コ
メ
ン
ト
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
が
、
こ

の
検
討
に
よ
っ
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
あ
げ
た
例
の
中
で
は
、
唯
一
、
事
務
管
理
に
基
づ
く
占
有
の
み
が
、
権
原
に
基
礎
を
置
か
ず
、

占
有
者
の
意
思
に
よ
っ
て
容
仮
占
有
と
な
る
場
合
に
あ
た
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
事
務
管
理

に
よ
る
容
仮
占
有
が
占
有
者
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
だ
と
し
て
も
、
同
条
二
項
に
該
当
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
事
務
管
理
者
の
占
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有
意
思
の
変
更
に
よ
っ
て
法
定
占
有
に
変
わ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
ほ
と
ん
ど
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
推
測
も
可
能
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
、
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
以
外
に
、
権
原
に
基
づ
か
ず
、
占
有
者
の
具
体
的
意
思
を
根
拠
に
容
仮
占
有
と
判
定
さ
れ
る
場
合

は
、
果
た
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
い
て
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
と
そ
れ

に
関
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
コ
メ
ン
ト
を
考
察
す
る
中
で
、
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
及
び
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
の
考
察

次
に
、
前
掲
（
前
第�

節
二
�
�
）
の
よ
う
に
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
に
よ
れ
ば
、
占
有
者
は
常
に
「
自
己
ノ
為
メ
ニ
占
有

ス
ル
」
と
の
推
定
を
受
け
、
こ
の
推
定
に
基
づ
い
て
、
①
本
権
の
推
定
（
旧
民
財
産
編
一
九
三
条)

(

�)

、
②
占
有
者
が
善
意
で
あ
っ
た
場

合
の
果
実
の
取
得
（
同
編
一
九
四
条
以
下
参
照)
、
③
時
効
取
得
、
と
い
っ
た
利
益
を
得
る
も
の
と
さ
れ
る
（
前
第�

節
二
�
参
照)

。

そ
し
て
、
右
一
八
六
条
の
但
書
に
従
え
ば
、
こ
の
推
定
を
争
い
、
占
有
者
の
時
効
取
得
等
の
利
益
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
占

有
の
「
権
原
」
ま
た
は
「
事
情
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
占
有
が
容
仮
占
有
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

�

法
定
占
有
が
推
定
さ
れ
る
理
由

で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
推
定
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

�

こ
の
点
に
つ
い
て
、
辻
教
授
は
、
前
第�

節
三
�
�
で
ま
と
め
た
よ
う
に
、
所
有
の
意
思
や
自
己
の
た
め
に
有
す
る
の
意
思

法と政治 62巻 1号 (2011年 4月)

論

説

144

一
四
四

Ⅰ



が
「
内
心
の
意
思
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
証
明
の
困
難
が
生
じ
な
い
よ
う
に
」
推
定
規
定
が
設
け
ら
れ
た
、
と
論
ず
る
。
す
な
わ

ち
、
教
授
に
よ
れ
ば
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
一
方
で
、
人
が
占
有
す
る
際
は
、
他
人
の
た
め
よ
り
も
自
分
自
身
の
た
め
に
占
有
（
そ

の
中
心
は
、
所
有
者
と
し
て
の
占
有
）
す
る
と
い
う
蓋
然
性
が
強
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
法
律
上
の
推
定
を
認
め
て
い
る
が

(

�)

、
ま
た
、

他
方
で
、
彼
は
、
法
定
占
有
の
要
件
で
あ
る
「
自
己
ノ
為
メ
ニ
有
ス
ル
ノ
意
思
」
を
内
心
的
な
い
し
精
神
上
の
も
の
と
捉
え
て
い
る

と
い
う
点
を
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、「(

と
く
に
所
有
者
と
し
て
の
占
有
に
つ
い
て
言
え
ば

引
用
者)

内
心
の
意
思
で
あ
る
と
こ
ろ

の
所
有
の
意
思
（an

im
u

s
d

o
m

in
i

）
の
証
明
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
所
有
の
意
思
で
占
有
す
る
こ
と
が
通
常
の
事
例
で
あ
る
、
と

い
う
事
情
か
ら
推
定
規
定
を
設
け
た
」
と
さ
れ
る
。

(

�)

�

確
か
に
、
既
述
の
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
所
有
者
と
し
て
の
意
思
な
ど
自
己
の
た
め
に
権

利
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
内
心
的
意
思
を
理、
論、
上、
法
定
占
有
の
必
須
の
要
件
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、

辻
教
授
の
右
論
述
は
も
っ
と
も
な
見
解
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の

コ
メ
ン
ト
（
注
釈
）
全
体
を
見
渡
し
て
み
て
も
、
内
心
の
意
思
が
外
部
か
ら
推
測
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明、
確、
に、
述、
べ、
た、
箇
所

は
な
く
、
従
っ
て
、
内
心
の
意
思
の
立
証
困
難
と
法
定
占
有
の
推
定
と
い
う
帰
結
を
直、
接、
に、
結、
び、
つ、
け、
た、
記
述
は
、
必
ず
し
も
見
い

だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
法
定
占
有
、
特
に
こ
こ
で
は
、
所
有
者
と
し
て
の
占
有
が
推
定
さ
れ
る
理
由
を
筆
者
な
り
に
検
討
し
て
み
る
と
、
あ
る

者
が
不
動
産
等
何
ら
か
の
物
を
占
有
し
て
い
る
場
合
、
社
会
の
通
常
の
状
況
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
占
有
は
所
有
権
を
取
得
す
る
た
め

の
何
ら
か
の
行
為
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た(

そ
し
て
、
そ
の
場
合
は
、
所
有
者
と
し
て
占
有
す
る
意
思
を
当
然
に
有
し
て
い
る)

蓋
然
性
が

高
い
と
推
測
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
占
有
者
が
こ
の
よ
う
な
行
為
に
基
づ
い
て
占
有
し
て
い
る
こ
と
を
簡
単
に
証
明
で
き
な
い
場
合
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も
あ
る
た
め
、
そ
の
占
有
は
、
所
有
者
と
し
て
の
占
有
で
あ
る
こ
と
が
法
律
上
推
定
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
取
得
時
効
と
の
関
係
で
考

え
て
み
る
と
、
取
得
時
効
に
よ
っ
て
真
の
所
有
者
の
立
証
困
難
を
救
済
す
る
と
い
う
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解
（
本
稿
第�

節
二
�
�

参
照
）
か
ら
し
て
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
内
心
の
意
思
の
推
定
で
は
な
く
、
取
得
時
効
の
要
件
で
あ
る
占
有
が
所
有

権
取
得
行
為
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
推
定
す
る
の
が
必
要
か
つ
十
分
な
こ
と
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

要
す
る
に
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
が
推
定
す
る
対
象
は
こ
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
目
的
と
の
関
係
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
一
定
要
件
の
占
有
の
継
続
が
取
得
時
効
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
点
は
十
二
分
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
他
方
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
説
明
に
、
証
明
困
難
な
内
心
の
意
思
を
推
定
す
る
と
い
う
明
確
な
記
述
を
見
出
せ
な
い
と
い
う

点
を
も
考
え
れ
ば
、
右
一
八
六
条
が
推
定
し
て
い
る
の
は
、
占
有
者
の
内
心
の
意
思
で
は
な
く
、
当
該
占
有
は
売
買
契
約
等
の
権
利

取
得
行
為
を
権
原
と
し
て
開
始
し
た
占
有
で
あ
る
、
と
い
う
点
だ
と
解
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
以
上
は
、
主
に
占
有
の
効
果
の
一
つ
で
あ
る
取
得
時
効
と
の
関
係
で
展
開
し
た
論
述
で
あ
り
、
必
ず
し
も
占
有
の
効

果
全
体
に
目
配
り
し
た
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
の
「
自
己
ノ
為
メ
ニ
占
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ノ
推
定
」
を

右
の
ご
と
く
解
す
べ
き
だ
と
断
定
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
段
階
で
は
困
難
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
同
法
証
拠
編
一
三
八
条
一
項
が

不
動
産
の
取
得
時
効
の
要
件
と
し
て
規
定
す
る
「
所
有
者
ノ
名
義
」
に
よ
る
占
有
は
、
右
財
産
編
一
八
六
条
の
「
自
己
ノ
為
メ
ニ
」

す
る
占
有
の
一
形
態
で
あ
る
た
め
、「
所
有
者
ノ
名
義
」
に
よ
る
占
有
も
法
律
上
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
所

有
者
ノ
名
義
」
に
よ
る
占
有
の
推
定
に
つ
い
て
は
、
取
得
時
効
（
こ
こ
で
は
長
期
取
得
時
効
）
の
存
在
理
由
（
か
つ
て
所
有
権
を
得
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
長
期
間
の
経
過
で
そ
の
証
拠
を
失
っ
た
者
の
立
証
困
難
の
救
済
）

(
�)

に
照
ら
せ
ば
、
過
去
に
所
有
権
取
得
を
目
的
と
し
た

行
為
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
占
有
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
推
定
で
あ
る
、
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

(

�)
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�

「
事
情
」
に
よ
り
容
仮
占
有
が
証
明
さ
れ
る
場
合

�

第
二
に
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
但
書
に
よ
れ
ば
、「
占
有
ノ
権
原
又
ハ
事、
情、
ニ
因
リ
テ
容
仮
ノ
証
拠
ア
ル
ト
キ
ハ
」(

傍

点

引
用
者)

法
定
占
有
の
推
定
は
覆
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
「
事
情
」
と
は
、「
占

有
者
が
他
人
の
権
利(

例
え
ば
所
有
権

引
用
者)

を
承
認
し
た
こ
と
に
な
る
事
情
」
を
指
す
も
の
と
さ
れ
る
。

(

�)

し
か
し
、
ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド
自
身
は
、「
事
情
」
に
よ
る
容
仮
占
有
の
証
明
を
権
原
に
よ
る
証
明
と
並
べ
て
あ
げ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
場
合
が
「
事
情
」
に
よ
っ
て
容
仮
占
有
が
証
明
さ
れ
る
場
合
か
、
に
つ
い
て
は
何
ら
述
べ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
も
、
旧
民
法
を
注
釈
し
た
磯
部
四
郎
の
著
書
を
参
照
し
て
み
る
と
、
辻
教
授
も
指
摘
す
る
よ

(

�)

う
に
、
権
原
に
よ

ら
ず
占
有
者
の
意
思
の
み
で
容
仮
占
有
と
な
る
も
の
と
し
て
は
、
唯
一
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

(

�)

そ
し
て
、
こ
の
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
は
何
の
権
原
に
も
よ
ら
ず
、
事
務
管
理
者
の
意
思
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
占
有
で
あ
る
た
め
、

そ
の
容
仮
性
は
、
占
有
に
関
す
る
客
観
的
諸
事
情
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
以
外
に
、
権
原
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、「
事
情
」
に
よ
っ
て
容
仮
占
有
を
証
明
す
る
場
合
と

し
て
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
場
合
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

�

こ
の
点
、
辻
教
授
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、「
事
情
」
に
よ
る
容
仮
占
有
の
証
明
と
は
、
占
有
者
に
所
有
の
意
思
等
自
己
の
た
め

に
占
有
す
る
意
思
が
な
く
、
他
人
の
た
め
に
す
る
意
思
で
占
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
客
観
的
事
実
に
基
づ
い
て
具
体
的
に
探
求

す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
教
授
は
、
①
盗
取
に
よ
る
占
有
か
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
か
の
判
定
や
、
②
土
地
所
有

者
が
越
境
部
分
を
占
有
し
た
場
合
に
お
け
る
越
境
部
分
に
つ
い
て
の
所
有
の
意
思
の
有
無
の
判
定
を
例
に
あ
げ
、
こ
れ
ら
の
事
例
は

「『

権
原
』
が
存
在
せ
ず
所
持
者
の
所
有
の
意
思
の
有
無
を
外
形
的
客
観
的
事
情
に
よ
っ
て
判
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
」
に
あ
た
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る
こ
と
か
ら
、「
所
有
の
意
思
の
推
定
を
覆
す
た
め
に
は
、
…
…
占
有
の
外
形
的
客
観
的
事、
情、
に
よ
っ
て
所
有
の
意
思
の
な
い
こ
と

を
証
明
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
」(

傍
点

引
用
者)

と
論
ず
る
。

(

�)

そ
し
て
、
①
の
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
に
つ
い
て
は
、
右
�

で
述
べ
た
よ
う
に
、
確
か
に
「
事
情
」
に
よ
り
容
仮
占
有
性
が
判
定
さ
れ
る
べ
き
場
合
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

�

し
か
る
に
、
右
②
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
本
当
に
権
原
に
よ
ら
ず
、
外
部
的
諸
事
情
か
ら
占
有
者
の
内
心
の
意
思
を

探
求
し
て
占
有
の
性
質
を
判
定
す
べ
き
場
合
な
の
か
、
特
に
前
述
（
本
稿
第�

節
二
�
�
、
本
節
二
�
�
）
し
た
取
得
時
効
の
存
在
理

由
と
の
関
連
で
考
え
て
み
た
場
合
、
に
わ
か
に
は
肯
定
で
き
な
い
面
が
存
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
境
界
紛
争
に
お
い
て
、
当
事
者
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
取
得
時
効
を
主
張
す
る
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
、
Ａ
か
ら

Ｂ
が
買
い
受
け
て
長
期
間
占
有
し
て
い
る
甲
地
と
、
そ
れ
と
相
接
す
る
Ｃ
所
有
の
乙
地
と
の
境
界
が
不
明
で
、
甲
乙
両
地
の
い
ず
れ

に
帰
属
す
る
か
明
ら
か
で
な
い
土
地
が
存
在
す
る
場
合
が
そ
の
典
型
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
帰
属
不
明
の
土
地
部
分
を
Ｂ
が

長
年
月
占
有
し
て
い
た
場
合
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
所
有
の
甲
地
に
属
す
る
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ

が
、
Ｃ
の
ほ
う
で
、
当
該
土
地
部
分
は
自
己
所
有
の
乙
地
に
帰
属
す
る
と
主
張
し
て
き
た
が
、
Ｂ
の
ほ
う
で
は
、
そ
の
部
分
が
甲
地

に
含
ま
れ
る
こ
と
を
通
常
の
証
拠
で
証
明
で
き
な
い
場
合
、
Ｂ
は
取
得
時
効
を
援
用
し
て
、
当
該
係
争
地
が
自
己
所
有
地
で
あ
る
こ

と
の
立
証
困
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)

そ
し
て
、
取
得
時
効
の
機
能
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
要
件
で
あ
る
占

有
は
、
所
有
権
取
得
行
為
（
権
原
）
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
占
有
と
推
定
す
る
こ
と
が
適
切
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
右
の
例
で
言
え

ば
、
実
は
Ｂ
所
有
地
に
属
す
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
立
証
困
難
で
あ
っ
た
係
争
地
の
占
有
に
つ
い
て
も
、
取
得
時
効
の
存
在
理
由

か
ら
み
た
場
合
、
こ
れ
は
Ａ、
・
Ｂ、
間、
の、
甲、
地、
の、
売、
買、
契、
約、
と、
い、
う、
権、
原、
に、
基、
づ、
く、
占、
有、
だ
と
推
定
す
る
こ
と
が
妥
当
と
考
え
ら
れ

る
か

(

�)

ら
で
あ
る
。
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な
お
、
以
上
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
、
右
の
よ
う
な
事
例
を
「
越
境
部
分
占
有
事
例
」
と
呼
ぶ
の
は
、
必
ず
し
も
適
当
と
は
思
わ

れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
越
境
」
と
い
う
言
葉
は
、
自
己
所
有
地
の
境
界
が
明
確
に
定
ま
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を

越
え
て
占
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
Ｂ
が
長
期
間
占
有
し
て

い
る
係
争
地
が
Ｂ
所
有
地
に
含
ま
れ
る
可
能
性
が
高
い
た
め
時
効
取
得
を
認
め
る
と
い
う
場
合
で
あ
っ
て
、
決
し
て
自
分
の
所
有
地

の
範
囲
を
越
え
て
占
有
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

�

以
上
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
や
磯
部
の
説
明
を
参
照
し
、
さ
ら
に
、
辻
教
授
の
主
張
を
検
討
し
て
き
た
が
、
筆
者
か
ら
見
る
と
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
但
書
の
規
定
す
る
「
事
情
」
に
よ
っ
て
占
有
の
容
仮
性
を
証
明
す
る
場
合
は
、
事
務
管

理
に
よ
る
占
有
の
場
合
以
外
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
稿
第�

節
二
�
で
示
し
た
よ
う
に
、

同
但
書
の
「
容
仮
ノ
証
拠
」
は
原
則
と
し
て

｢

占
有
ノ
権
原｣

に
基
づ
い
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
占
有
の｢

事
情｣

に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
の
は
、
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
改
め
て
確
認
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

三

旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
の
存
在
意
義
と
同
条
二
項
・
三
項
の
関
係
に
つ
い
て

�

序

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
、
容
仮
占
有
は
、
賃
貸
借
契
約
と
か
寄
託
契
約
と
か
い
っ
た
他
人
の
権
利
を
前
提

と
す
る
権、
原、
に
基
づ
い
て
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
唯
一
例
外
と
し
て
、
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
の
み
が
、
占
有
者
の
意
思
に
基
づ
い

て
容
仮
占
有
に
な
る
場
合
に
あ
た
る
、
と
い
う
私
見
が
一
応
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
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と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
再
度
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
同
項
は
、
そ
の
法
文
を
見
る
限
り
で
は
、

容
仮
占
有
の
う
ち
、
特
に
「
権
原
ノ
性
質
ヨ
リ
生
ス
ル
容
仮
」
に
つ
い
て
、
同
項
一
号
、
二
号
が
規
定
す
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
の

み
法
定
占
有
へ
の
転
換
を
認
め
る
と
い
う
特
別
の
制
限
を
課
す
規
定
と
も
解
さ
れ
得
る
。
す
な
わ
ち
、
同
項
は
、
権
原
の
性
質
よ
り

生
ず
る
容
仮
占
有
の
転
換
が
可
能
な
場
合
を
、「
占
有
ヲ
為
サ
シ
メ
タ
ル
人
ニ
告
知
シ
タ
ル
裁
判
上
又
ハ
裁
判
外
ノ
行
為
カ
其
人
ノ

権
利
ニ
対
シ
明
確
ノ
異
議
ヲ
含
メ
ル
ト
キ
」(

同
項
一
号)

、
お
よ
び
、「
占
有
ヲ
為
サ
シ
メ
タ
ル
人
又
ハ
第
三
者
ニ
出
テ
タ
ル
権
原

ノ
転
換
ニ
シ
テ
其
占
有
ニ
新
原
因
ヲ
付
ス
ル
ト
キ
」(

同
項
二
号
）
と
い
う
二
つ
の
場
合
に
限
定
す
る
が
、
①
こ
の
よ
う
な
制
限
が

設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
権
原
の
性
質
に
よ
る
容
仮
占
有
に
特
殊
の
事
情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
従
っ
て
、
②
同
項
は
、
そ
の
よ
う

な
事
情
の
な
い
一
般
の
容
仮
占
有
に
つ
い
て
は
、
広
く
占
有
者
の
内
心
の
意
思
の
変
更
に
よ
っ
て
法
定
占
有
に
転
換
し
得
る
と
い
う

趣
旨
を
含
ん
だ
規
定
だ
、
と
も
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
同
項
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
旧
民
法
は
権
原
に

基
づ
か
な
い
容
仮
占
有
を
広
範
に
予
定
し
て
い
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
右
述
し
た
私
見
の
存
立
基
盤
は
大
き
く
崩
れ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
。

よ
っ
て
、
以
下
で
は
、
こ
の
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
が
設
け
ら
れ
た
理
由
を
探
究
す
る
な
ど
し
て
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、

右
私
見
の
妥
当
性
を
も
う
一
度
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

�

起
草
者
及
び
学
説
に
よ
る
説
明

�

そ
こ
で
、
ま
ず
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
説
明
か
ら
見
る
と
、
前
掲
（
前
第�

節
一
�
�
）
の
よ
う
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
れ

ば
、
賃
貸
借
契
約
の
よ
う
な
容
仮
権
原
に
基
づ
い
て
物
を
所
持
し
て
い
た
場
合
、
そ
の
権
原
は
、
所
有
者
な
ど
権
利
の
正
当
保
有
者
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が
関
与
し
た
権
原
（
例
え
ば
、
所
有
者
で
あ
る
賃
貸
人
が
結
ん
だ
賃
貸
借
契
約

引
用
者
）
で
あ
り
、
ま
た
、
権
利
の
正
当
保
有
者
は

そ
の
権
原
に
よ
っ
て
自
己
の
安
全
を
確
保
し
て
い
る
（
賃
貸
借
を
例
と
す
れ
ば
、
そ
の
契
約
は
、
賃
貸
借
終
了
後
に
賃
借
物
が
賃
貸
人
に

返
還
さ
れ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る

引
用
者
）
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
権
原
に
反
し
て
、
占
有
者
の
内
心
の
意

思
だ
け
で
占
有
の
性
質
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

�

ま
た
、
前
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
磯
部
の
説
明
を
参
照
し
て
み
る
と
、
磯
部
は
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
の
立
法
理

由
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

…
…
容
仮
ノ
占
有
ハ
…
…
時
ト
シ
テ
ハ
其
占
有
ヲ
設
定
シ
タ
ル
権
原
即
チ
権
利
行
為
ノ
性
質
ヨ
リ
容
仮
ノ
モ
ノ
ト
ナ
ル
コ
ト
ア

リ
例
ヘ
ハ
賃
貸
人
ト
賃
借
人
ト
ノ
契
約
ニ
依
リ
賃
借
人
ニ
賃
借
物
ヲ
占
有
セ
シ
ム
ル
カ
如
シ
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
賃
借
人
意
思
ノ

変
更
ヲ
賃
貸
人
ニ
知
ラ
シ
メ
ス
シ
テ
容
仮
ヲ
変
シ
テ
法
定
ノ
占
有
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
容
仮
ノ
占
有
ハ
双
方
ノ
契

約
ニ
成
リ
タ
ル
以
上
ハ
賃
借
人
ノ
意
思
ノ
変
更
ヲ
賃
貸
人
ニ
知
ラ
シ
メ
サ
ル
限
リ
ハ
結
約
当
時
ノ
賃
借
人
ノ
意
思
依
然
ト
シ
テ

尚
ホ
存
ス
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス
ヘ
キ
ハ
当
然
ナ
レ
ハ
ナ
リ

(

�)

す
な
わ
ち
、
例
え
ば
賃
貸
借
は
、
賃
貸
人
と
賃
借
人
の
双
方
が
契
約
し
て
、
賃
借
人
に
賃
借
物
を
占
有
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、

従
っ
て
、
こ
の
場
合
の
容
仮
占
有
は
双
方
の
意
思
の
合
致
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
賃
借
人
の
内
心
に
お

い
て
意
思
の
変
更
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
賃
貸
人
に
知
ら
せ
な
い
限
り
、
契
約
当
時
の
賃
借
人
の
意
思
が
依
然
と
し
て

存
在
し
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
権
原
に
よ
っ
て
生
じ
た
容
仮
占
有
の
場
合
、
占
有
者
は
、
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自
己
に
占
有
を
委
ね
た
者
に
意
思
の
変
更
を
知
ら
せ
ず
に
、
そ
の
占
有
を
法
定
占
有
に
転
換
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

磯
部
は
こ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
以
上
の
説
明
に
は
や
や
形
式
的
な
嫌
い
が
あ
り
、
よ
り
実
質
的
な
論
拠

が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
点
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�

そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
辻
教
授
の
見
解
を
参
照
す
る
と
、
教
授
は
、
前
第�

節
三
�
�
、
�
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、

磯
部
の
論
述
を
も
参
考
に
し
た
上
で
、
権
原
の
性
質
に
よ
る
容
仮
占
有
は
占
有
を
委
ね
た
者
の
意
思
と
信、
頼、
に
基
づ
い
た
占
有
で
あ

る
こ
と
を
重
視
す
る
。
そ
し
て
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
は
、
占
有
を
委
ね
た
者
の
信
頼
が
知
ら
ぬ
間
に
裏
切
ら
れ
、
こ
の

者
に
時
効
中
断
の
機
会
の
な
い
ま
ま
取
得
時
効
が
成
立
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
、
と
論
ず
る
。
ま
た
、

こ
れ
に
対
し
て
、
権
原
に
基
づ
か
な
い
容
仮
占
有
の
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
配
慮
は
必
要
な
い
も
の
と
す
る
。

(

�)

�

私

見

�

以
上
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
、
磯
部
、
並
び
に
、
辻
教
授
の
説
明
を
見
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
説
明
を
筆
者
の
視
点
か
ら

捉
え
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
物
の
占
有
を
委
ね
た
者
が
そ
の
物
の
所、
有、
者、
で
あ
る
と
い
う
場
合
を
例
に
あ
げ
る
と
、
権
原
に
基
づ
く
容
仮
占
有
に

つ
い
て
は
、
占
有
者
は
所
有
者
の
所
有
権
を
認
め
、
そ
れ
を
前
提
に
そ
の
物
の
占
有
を
行
う
と
い
う
趣
旨
の
契
約
を
結
ん
で
占
有
を

任
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
所
有
者
は
、
所
有
物
の
占
有
を
委
ね
る
者
を
信
頼
し
、
そ
の
物
が
い
ず
れ
占
有
者
か
ら
返
還
さ
れ
る
も

の
と
し
て
、
占
有
を
任
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
占
有
者
の
内
心
の
意
思
の
変
更
だ
け
で
法
定
占
有
へ
の
転
換
が
可
能

だ
と
す
る
と
、
信
頼
が
裏
切
ら
れ
、
そ
の
物
に
対
す
る
所
有
権
が
所
有
者
の
不
知
の
と
こ
ろ
で
侵
害
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
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そ
れ
ゆ
え
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
に
従
い
、
占
有
者
が
そ
の
占
有
物
を
以
後
自
己
の
所
有
物
と
し
て
占
有
す
る
と
所
有
者

に
明
確
に
告
知
し
（
一
号)

、
ま
た
は
、
占
有
を
任
せ
ら
れ
た
所
有
者
等
か
ら
所
有
権
を
譲
り
受
け
る
契
約
を
結
ん
だ
（
二
号
）
場
合

に
限
っ
て
法
定
占
有
へ
の
転
換
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
不
当
な
所
有
権
の
侵
害
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
権

原
に
よ
る
容
仮
占
有
の
場
合
は
、
占
有
を
委
ね
た
所
有
者
の
占
有
者
に
対
す
る
信
頼
が
、
占
有
の
転
換
を
制
限
す
る
根
本
に
あ
る
の

で
あ
る
が
、
権
原
に
基
づ
か
な
い
容
仮
占
有
者
の
場
合
、
こ
の
者
は
、
所
有
者
の
占
有
者
に
対
す
る
信
頼
を
基
に
し
て
占
有
を
任
せ

ら
れ
た
者
で
は
な
い
か
ら
、
占
有
者
の
内
心
の
意
思
の
変
更
だ
け
で
法
定
占
有
に
転
換
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
、
と
。

�
�

そ
こ
で
、
こ
の
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
の
立
法
理
由
な
い
し
は
存
在
意
義
を
取
得
時
効
と
の
関
係
で
考
察
し
て
み

る
と
、
取
得
時
効
は
他
人
の
所
有
物
を
長
期
間
占
有
し
た
占
有
者
に
所、
有、
権、
を、
付、
与、
す、
る、
制、
度、
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
右
の
よ
う
な

説
明
は
至
極
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
筆
者
も
、
短、
期、
取、
得、
時、
効、
（
旧
民
証
拠
編
一
四
〇
条
一
項
、
現
行
民
一

六
二
条
二
項
）
に
関
し
て
は
、
取
引
の
相
手
方
を
所
有
者
と
信
じ
て
不
動
産
を
譲
り
受
け
た
者
の
取
引
の
安
全
の
た
め
、
そ
の
不
動

産
の
占
有
取
得
者
に
所
有
権
を
与
え
る
制
度
と
考
え
る
こ

(

�)

と
か
ら
、
こ
の
場
合
は
、
容
仮
占
有
か
ら
法
定
占
有
へ
の
転
換(

旧
民
法)

、

な
い
し
他
主
占
有
か
ら
自
主
占
有
へ
の
転
換
（
現
行
民
法
）
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
な
説
明
を
採
る
こ
と
に
妥
当
性
が
あ
る
も
の
と

思
量
す
る
。

�

も
っ
と
も
、
短
期
取
得
時
効
は
、
売
買
契
約
な
ど
有、
効、
な、
所
有
権
取
得
行
為
（
正
権
原
）
に
よ
る
占
有
の
開
始
を
証
明
す
る

必
要
が
あ
る
。

(

�)

そ
こ
で
、
ま
ず
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
二
号
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
容
仮
占
有
者
が
、
彼

に
そ
の
占
有
を
委
ね
た
所、
有、
者、
か
ら
所
有
権
を
譲
り
受
け
る
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
占
有
者
は
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
所
有
権
を
取

得
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
わ
ざ
わ
ざ
取
得
時
効
を
援
用
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
同
号
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が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
容
仮
占
有
者
が
そ
の
占
有
物
を
所
有
者
と
主
張
す
る
第、
三、
者、
か
ら
譲
り
受
け
、
そ
の
後
時
効
完
成
に
必
要
な

期
間
占
有
を
続
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
占
有
を
委
ね
た
者
か
ら
返
還
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

�)
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
場
合
を
考
え
た
と
き
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
こ
で
い
う
同
号
の
趣
旨
、
す
な
わ
ち
、
占
有
を
委
ね
た
者
の
知

ら
な
い
間
に
容
仮
占
有
が
法
定
占
有
に
転
換
す
る
こ
と
を
防
ぐ
と
い
う
趣
旨
と
の
関
連
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
事
例
を
あ
げ
て
こ
れ
を

検
討
し
て
み
る
に
、
例
え
ば
、
①
賃
貸
人
Ａ
と
の
賃
貸
借
契
約
に
基
づ
い
て
賃
借
物
を
占
有
し
て
い
た
Ｂ
に
対
し
、
②
Ｃ
（
実
は
非、

所、
有、
者、
）
が
そ
の
物
の
所
有
権
を
主
張
し
て
き
た
た
め
、
Ｂ
が
Ｃ
か
ら
そ
の
物
を
買
い
受
け
て
占
有
を
継
続
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
③

Ａ
が
返
還
請
求
を
し
て
き
た
、
こ
れ
に
対
し
、
④
Ｂ
が
取
得
時
効
を
援
用
し
た
、
と
い
っ
た
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ

の
よ
う
な
例
で
は
、
Ｂ
が
Ｃ
を
所
有
者
と
信
じ
て
買
い
受
け
た
時
点
か
ら
Ａ
へ
の
賃
料
の
支
払
が
中
止
さ
れ
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

Ａ
は
Ｂ
の
法
定
占
有
へ
の
転
換
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
通
常
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
想
定
す
れ
ば
、
同
号

の
趣
旨
に
必
ず
し
も
齟
齬
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
説
明
に
つ
い
て
は
、
未
だ

検
討
不
十
分
な
点
が
あ
る
た
め
、
現
在
の
段
階
で
そ
の
よ
う
に
断
言
す
る
こ
と
は
、
ひ
と
ま
ず
避
け
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

�

次
に
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
一
号
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
同
号
は
第
二
号
と
異
な
り
、
容
仮
占
有
者
に
何
ら
新
た

な
権
原
は
要
求
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
短
期
取
得
時
効
に
お
い
て
は
、
正
権
原
、
す
な
わ
ち
、
有
効
な
所
有

権
取
得
行
為
に
よ
る
占
有
の
開
始
が
要
件
と
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
一
号
は
、
短
期
取
得
時
効
の
場

合
と
は
無
関
係
の
条
文
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
正
権
原
に
よ
る
占
有
の
取
得
が
短
期
取
得
時
効
の
要
件
で
あ
る
か
ら
、
占
有
者
が
内
心
の
意
思
を
変
更
し
た
だ
け
で
占
有

を
継
続
し
て
も
、
短
期
取
得
時
効
の
認
め
ら
れ
る
余
地
は
な
い
。
要
す
る
に
、
短
期
取
得
時
効
に
関
し
て
は
、
容
仮
占
有
か
ら
法
定
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占
有
へ
の
転
換
が
問
題
と
な
る
の
は
、
旧、
民、
法、
財、
産、
編、
一、
八、
五、
条、
三、
項、
二、
号、
に、
該、
当、
す、
る、
場、
合、
だ、
け、
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。�

�

以
上
に
対
し
、
長、
期、
取、
得、
時、
効、
（
旧
民
証
拠
編
一
四
〇
条
二
項
、
現
行
民
一
六
二
条
一
項
）
に
つ
い
て
は
、
や
や
異
な
っ
た

考
慮
も
必
要
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
長
期
取
得
時
効
は
、
長
年
月
の
占
有
者
が
真
の
所
有
者
で
あ
る
と

い
う
高
度
の
蓋
然
性
を
根
拠
に
、
真
の
所
有
者
で
あ
る
占
有
者
の
立
証
困
難
を
救
済
す
る
制
度
と
考
え
ら
れ
る
が
、
旧
民
法
財
産
編

一
八
五
条
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
長
期
取
得
時
効
の
趣
旨
と
の
関
連
に
配
慮
し
た
解
釈
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
不
動
産
の
占
有
者
Ｂ
が
そ
の
物
の
賃
貸
人
と
称
す
る
Ａ
に
対
し
て
長
期
取
得
時
効
を

援
用
し
た
と
こ
ろ
、
Ａ
の
ほ
う
か
ら
、
Ｂ
の
占
有
は
賃
貸
借
契
約
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
容
仮
占
有
（
他
主
占
有
）
で
あ
る
と
主
張
し

て
き
た
、
と
い
う
事
例
を
設
定
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

�

と
こ
ろ
で
、
長
年
月
の
占
有
者
が
当
該
占
有
物
の
所
有
者
で
あ
る
と
い
う
蓋
然
性
は
、
決
し
て
長
期
間
の
占
有
継
続
と
い
う

事
実
だ
け
で
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
自
分
こ
そ
そ
の
物
の
所
有
者
で
あ
る
と
主
張
す
る
者

な
ら
ば
、
占
有
者
の
占
有
中
、
返
還
請
求
等
の
権
利
行
使
を
し
て
（
そ
の
結
果
と
し
て
、
最
終
的
に
そ
の
権
利
の
公
権
的
確
認
を
得
て
）

当
然
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ、
れ、
ま、
で、
何、
ら、
権、
利、
行、
使、
を、
し、
て、
き、
て、
い、
な、
い、
か
、
あ
る
い
は
、
占、
有、
者、
が、
そ、
の、
者、
の、
所、
有、
権、
を、

承、
認、
し、
な、
い、
ま、
ま、
で、
長、
年、
月、
が、
経、
過、
し
、
そ
の
間
、
占
有
者
が
何
ら
妨
害
を
受
け
る
こ
と
な
く
占
有
を
継
続
し
て
き
た
と
い
う
事
実

の
あ
る
が
ゆ
え
に
、
占
有
者
が
所
有
者
で
あ
る
強
度
の
蓋
然
性
が
育
ま
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
も
し
所
有
者
で

あ
る
と
主
張
す
る
者
が
本
当
に
所
有
権
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
占
有
者
に
対
し
時
効
中
断
手
続
を
と
る
の
が
当
然
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
怠
り
、
占
有
者
の
な
す
が
ま
ま
に
占
有
を
継
続
さ
せ
て
い
た
と
い
う
点
に
、
占
有
者
が
所
有
者
で
あ
る
蓋
然
性
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の
根
拠
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

(

�)

そ
う
す
る
と
、
右
�
の
事
例
の
場
合
、
Ｂ
は
長
年
月
不
動
産
を
占
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
占
有
が
Ａ
・
Ｂ
間
の
賃
貸
借
契
約
に
基

づ
く
も
の
な
ら
ば
、
賃
貸
借
期
間
中
Ａ
が
返
還
請
求
等
の
権
利
行
使
を
し
な
い
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
り
、
Ａ
の
返
還
請
求
等

が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
占
有
が
継
続
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
Ｂ
の
取
得
時
効
の
成
立
を
認
め
る
い
わ
れ
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
に
、
容
仮
占
有
は
、
そ
れ
が
い
く
ら
永
く
続
い
て
も
、
取
得
時
効
の
基
礎
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(

�)

�

し
か
し
、
そ
の
後
の
売
買
契
約
な
ど
に
よ
っ
て
、
Ｂ
が
自
己
の
賃
借
し
て
い
た
不
動
産
を
Ａ
か
ら
譲
り
受
け
て
、
さ
ら
に
長

期
間
占
有
を
継
続
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ａ
の
ほ
う
か
ら
返
還
請
求
が
な
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
Ｂ
は
、
右
売
買
等

が
有
効
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
で
き
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直
ち
に
Ａ
の
返
還
請
求
を
排
斥
で
き
る
。
だ
が
、
長
年
月
の
経
過
に

よ
っ
て
、
Ｂ
は
、
過
去
に
そ
の
よ
う
な
契
約
が
存
在
し
た
こ
と
自
体
は
証
明
で
き
て
も
、
そ
れ
が
有
効
に
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を

証
明
で
き
な
い
こ
と
も
生
じ
得
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
場
合
、
不
動
産
の
所
有
者
と
な
っ
た
Ｂ
は
、
長
期
取
得
時
効
を
援
用
す
れ
ば
、

Ａ
の
返
還
請
求
を
排
斥
し
、
自
己
の
所
有
権
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
二
号

は
、
以
上
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
条
文
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
右
の
Ｂ
が
売
買
契
約
な
ど
の
新
権
原
を
証
明
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
項
一
号
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
当

該
不
動
産
を
所
有
者
と
し
て
占
有
す
る
こ
と
を
か
つ
て
Ａ
に
「
告
知
」
し
て
い
て
、
そ
の
後
、
長
期
取
得
時
効
に
必
要
な
期
間
占
有

を
継
続
し
て
い
た
と
き
は
、
Ｂ
は
そ
の
所
有
権
を
保
護
す
る
た
め
に
長
期
取
得
時
効
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

も
し
Ｂ
が
「
告
知
」
し
た
時
点
で
Ａ
が
所
有
者
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
当
然
Ｂ
の
「
告
知
」
を
争
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。

(

�)
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�

次
に
、
Ａ
か
ら
不
動
産
を
賃
借
し
て
い
た
Ｂ
が
、
そ
の
後
出
現
し
た
真、
の、
所、
有、
者、
Ｃ
か
ら
当
該
不
動
産
を
買
い
受
け
て
占
有

を
継
続
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ａ
が
そ
の
物
の
返
還
を
請
求
し
て
き
た
と
い
う
事
例
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
事
例
で
も
、
以
上
と
ほ

ぼ
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
Ｂ
は
Ｃ
か
ら
所
有
権
を
譲
り
受
け
た
が
、
そ
の
時
か
ら
長
期
間
が
経
過
し
た
た
め
、
前
主
Ｃ
が
所
有
権
を
有
し
て
い

た
こ
と
の
証
明
が
困
難
に
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
譲
受
け
後
、
Ａ
か
ら
何
ら
の
返
還
請
求
も
受
け
ず
に
Ｂ
が
長

年
月
占
有
を
継
続
し
て
い
た
場
合
、
Ｂ
は
、
真
の
所
有
者
Ｃ
か
ら
の
正
当
な
所
有
権
取
得
者
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
Ｃ
が
所
有
者
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
が
で
き
な
い
Ｂ
は
、
そ
の
証
明
に
代
え
て
取
得
時
効
を
援
用
す
る

こ
と
に
よ
り
、
所
有
権
を
失
う
危
険
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
二
号
は
、
こ
の

よ
う
な
場
合
、
Ｂ
が
Ｃ
か
ら
の
譲
受
行
為
を
証
明
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
行
為
の
時
点
か
ら
容
仮
占
有
が
法
定
占
有
へ
変
更
さ
れ
た
と

し
て
、
Ｂ
に
取
得
時
効
援
用
の
利
益
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(

�)

ま
た
、
Ｂ
が
Ｃ
・
Ｂ
間
の
売
買
契
約
等
を
証
明
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
�
同
様
、
当
該
不
動
産
を
そ
の
所
有
者
で
あ
る
Ｃ

か
ら
譲
り
受
け
た
と
過
去
に
Ａ
へ
「
告
知
」
し
て
い
て
（
旧
民
財
産
編
一
八
五
条
三
項
一
号
に
該
当)

、
そ
の
後
、
時
効
完
成
ま
で
占

有
を
継
続
し
て
い
た
と
き
は
、
Ｂ
は
長
期
取
得
時
効
を
援
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

�
�

以
上
、
�
で
は
、
長
期
取
得
時
効
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
長
期
取
得
時
効
は
真
実
所
有
権
を
取
得
し
た
者
の
立
証
困

難
を
救
済
す
る
た
め
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
要
件
で
あ
る
占
有
は
、
何
ら
か
の
所
有
権
取
得
権
原
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
権
原
を
証
明
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
取
得
時
効
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
取
得
時

効
を
主
張
す
る
占
有
者
は
権
原
を
証
明
す
る
必
要
は
な
く
、
そ
の
占
有
が
所
有
権
取
得
権
原
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
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推
定
さ
れ
る
（
旧
民
財
産
編
一
八
六
条
本
文
、
現
行
民
一
八
六
条
一
項)

(

�)

。
こ
れ
に
対
し
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
二
号
（
現
行

民
法
で
は
、
一
八
五
条
後
段
）
で
は
、
取
得
時
効
を
主
張
す
る
者
に
所
有
権
取
得
権
原
の
証
明
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ

れ
は
、
そ
の
場
合
の
占
有
が
本
来
取
得
時
効
の
基
礎
と
な
り
得
な
い
容
仮
占
有
（
他
主
占
有
）
で
始
ま
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
特
に

要
求
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
権
原
の
証
明
が
原
則
と
し
て
不
要
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
所
有
権
取
得
権
原
に
基
づ
か
な
い
占
有
の

継
続
に
よ
っ
て
長
期
取
得
時
効
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
、
長
期
取
得
時
効
の
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
ず
否
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

(

�)

一
方
、

短
期
取
得
時
効
は
、
前
述
（
本
節
三
�
�
�
）
の
よ
う
に
、
正
権
原
、
す
な
わ
ち
、
有
効
な
所
有
権
取
得
行
為
に
基
づ
く
占
有
を
必

須
の
要
件
と
す
る
（
旧
民
証
拠
編
一
四
〇
条
一
項)

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
少
な
く
と
も
取
得
時
効
と
の
関
連
に

お
い
て
は
、
占
有
者
が
そ
の
内
心
に
所
有
者
と
し
て
振
る
舞
う
意
思
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
法
定
占
有
（
現
行
民
法
で
は
、「
所

有
の
意
思
を
も
っ
て
」
す
る
占
有
）
の
成
立
は
認
め
ら
れ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

�)

�

で
は
、
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
の
よ
う
に
、
占
有
者
の
内
心
の
意
思
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
容
仮
占
有
は
、
旧
民
法
財
産
編

一
八
五
条
三
項
の
「
権
原
ノ
性
質
ヨ
リ
生
ス
ル
容
仮
」
占
有
に
該
当
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
同
条
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
内
心
の
意
思

の
変
更
だ
け
で
法
定
占
有
に
転
換
し
得
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
右
�
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
所
有
権
の
取
得
時
効
の
要
件
と
し
て
解
す
る
限
り
、
法
定
占
有
は
、
所
有
権
取
得

権
原
に
よ
っ
て
始
ま
る
占
有
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
事
務
管
理
の
よ
う
な
占
有
者
の
内、

心、
の、
意、
思、
に、
基、
づ、
く、
容、
仮、
占、
有、
の、
場、
合、
も、
、
占
有
者
が
取
得
時
効
を
主
張
す
る
に
は
、
事
務
管
理
の
本
人
ま
た
は
第
三
者
と
の
間
で

新
た
に
贈
与
や
売
買
な
ど
が
な
さ
れ
、
そ
の
所
有
権
譲
受
行
為
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
占
有
が
時
効
期
間
継
続
し
た
、
と
い
う
要
件
の
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充
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

も
っ
と
も
、
前
に
も
多
少
触
れ
た
が
、
他
人
の
所
有
物
を
容
仮
占
有
し
て
い
た
事
務
管
理
者
が
そ
の
占
有
物
を
横
領
し
、
以
後
自

分
が
そ
の
物
を
所
有
す
る
意
思
で
時
効
期
間
占
有
を
継
続
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
稀
に
は
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ

の
場
合
は
、
何
ら
の
権
原
に
基
づ
か
ず
と
も
、
所
有
者
と
し
て
占
有
を
継
続
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
占
有
者
は
、
長
期
取
得
時
効
に

よ
る
所
有
権
の
取
得
を
認
め
ら
れ
て
よ
い
と
い
う
考
え
方
も
成
り
立
ち
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
旧
民
法
の
起
草
者
ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド
の
よ
う
に
、
真
の
所
有
者
の
立
証
困
難
の
救
済
に
長
期
取
得
時
効
の
存
在
理
由
を
求
め
る
立
場
か
ら
言
え
ば
、
右
占
有
者
の

よ
う
な
、
権
原
に
よ
ら
ず
に
占
有
す
る
者
に
対
し
て
取
得
時
効
の
利
益
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
許
容
し
が
た
い
も
の
に
な
る
か

と
思
わ
れ
る
。

�

以
上
、
こ
こ
ま
で
説
い
た
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
占
有
者
の
内
心
の
意
思
に
よ
っ
て
容
仮
占
有
と
判
定
さ
れ
る
占
有
は
、
事
務

管
理
に
基
づ
く
占
有
の
み
で
あ
り
、
こ
の
事
務
管
理
に
よ
る
容
仮
占
有
も
、
占
有
者
の
内
心
の
意
思
の
変
更
だ
け
で
法
定
占
有
へ
転

換
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
に
お
け
る
二
項
と
三
項
と
の
関
係
は
、
な
る
ほ

ど
理、
論、
上、
は
、
二
項
が
容
仮
占
有
一
般
に
関
す
る
原
則
を
定
め
、
三
項
が
そ
の
例
外
と
し
て
、「
権
原
ノ
性
質
ヨ
リ
生
ス
ル
容
仮
」

占
有
に
つ
い
て
法
定
占
有
転
換
事
由
の
制
限
を
定
め
た
も
の
の
よ
う
に
も
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
取
得
時
効
の
存
在
理
由
と
の
関

係
を
考
慮
し
て
こ
れ
ら
条
文
の
適
用
場
面
を
考
え
れ
ば
、
二
項
で
示
さ
れ
た
理
論
は
、
具
体
的
に
は
三
項
の
規
定
に
従
っ
て
適
用
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
二
項
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
実
際
上
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(

�)

な
お
、
下
村
教
授
も
、
現
行
民
法
一
八
五
条
（
な
い
し
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
）
は
、「
そ
も
そ
も
は
内
心
意
思
説
に
立
っ
た
う
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え
で
、
こ
れ
を
制
約
す
る
趣
旨
」
の
規
定
で
あ
っ
た
と
す
る
（
下
村
・
前
掲
注(

�)

民
商
一
一
七
巻
一
号
四
頁)

。

(
�)

同
旨

辻
・
前
掲
注(

�)

獨
協
一
三
七
頁
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
二
九
頁]

。

(
�)
辻
・
前
掲
注(

�)

獨
協
一
三
七
頁
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
二
九
頁
〕
参
照
。

(

�)
旧
民
法
で
は
、
委
任
者
が
受
任
者
に
委
任
し
た
事
務
は
、
受
任
者
が
「
代
理
人
」
と
し
て
委
任
者
の
名
の
下
に
行
う
べ
き
も
の
と
さ

れ
、
こ
の
他
人
に
事
務
処
理
を
委
任
す
る
契
約
は
、「
代
理
」
と
い
う
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。

(

�)

旧
民
法
財
産
取
得
編
二
二
九
条
一
項
「
代
理
ハ
当
事
者
ノ
一
方
カ
其
名
ヲ
以
テ
其
利
益
ノ
為
メ
或、
ル、
事、
ヲ、
行、
フ、
コ、
ト、
ヲ、
他
ノ
一
方
ニ

委
任
ス
ル
契
約
ナ
リ｣

(

傍
点

引
用
者)

。

(

�)

前
注(

�)

に
示
し
た
旧
民
法
財
産
取
得
編
二
二
九
条
一
項
の
傍
点
部
分
参
照
。

(

�)

旧
民
法
財
産
編
三
六
二
条
一
項
「
不
在
者
其
他
ノ
人
ノ
財
産
ニ
患
害
ア
リ
ト
見
ユ
ル
ト
キ
合
意
上
、
法
律
上
又
ハ
裁
判
上
ノ
委
任
ナ

ク
好
意
ヲ
以
テ
其
事
務
ヲ
管
理
ス
ル
者
ハ
本
主
ノ
財
産
ヨ
リ
収
メ
タ
ル
利
益
ヲ
返
還
シ
且
其
管
理
ノ
際
自
己
ノ
名
ニ
テ
取
得
シ
タ
ル
権
利

及
ヒ
訴
権
ヲ
本
主
ニ
移
転
ス
ル
責
ア
リ｣
、
二
項
「
右
管
理
者
ハ
本
主
又
ハ
其
相
続
人
カ
自
ラ
管
理
ヲ
為
シ
得
ル
ニ
至
ル
マ
テ
其
管
理
ヲ

継
続
ス
ル
責
ア
リ｣

、
三
項
「
又
右
管
理
者
ハ
過
失
又
ハ
懈
怠
ニ
因
リ
テ
本
主
ニ
加
ヘ
タ
ル
損
害
ノ
責
ニ
任
ス
但
管
理
者
カ
其
管
理
ニ
任

ス
ル
ニ
至
レ
ル
事
情
ヲ
酌
量
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス｣
、
三
六
三
条
一
項
「
本
主
ハ
管
理
者
カ
管
理
ノ
為
メ
ニ
出
シ
タ
ル
必
要
又
ハ
有
益
ナ
ル

諸
費
用
ヲ
賠
償
シ
及
ヒ
管
理
者
カ
其
管
理
ノ
為
メ
ニ
自
身
ニ
負
担
シ
タ
ル
義
務
ヲ
免
レ
シ
メ
又
ハ
其
担
保
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス｣

、
二
項

「
若
シ
本
主
ノ
意
思
ニ
反
シ
管
理
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
管
理
者
ハ
出
訴
ノ
日
ニ
於
テ
存
在
ス
ル
費
用
又
ハ
約
務
ノ
有
益
ノ
限
度
ニ
非
サ
レ

ハ
賠
償
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」

(

	)

な
お
、
辻
教
授
は
、
辻
・
前
掲
注(

�)

獨
協
一
三
七
頁
注
9)
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
三
二
頁
注(


)

〕
に
お
い
て
、
ボ
ア
ソ
ナ

ー
ド
が
委
任
を
事
務
管
理
と
同
様
に
考
え
、「
権
原
」
に
含
め
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
理
由
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
推
測
を
行
う
。

す
な
わ
ち
、
賃
貸
借
・
寄
託
な
ど
は
「
契
約
類
型
的
に
物
の
返
還
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
の
に
対
し
、「
委
任
に
お
い
て
は
、
そ
の

内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
委
任
で
あ
れ
ば
当
然
に
返
還
義
務
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
当
事
者
の
意
思
を

客
観
的
に
み
て
、
返
還
義
務
の
有
無
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
委
任
を
「
権
原
」
に
含
め
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な
か
っ
た
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
本
文
�
の
グ
ル
ー
プ
は
、
そ、
の、
契、
約、
の、
性、
質、
か、
ら、
、
占
有
物
の
返
還
義
務
が
占
有
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

�
グ
ル
ー
プ
の
委
任
や
事
務
管
理
の
場
合
は
、
占
有
物
の
返
還
義
務
が
受
任
者
あ
る
い
は
管
理
者
に
常
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、

こ
の
差
異
に
つ
い
て
の
教
授
の
指
摘
に
は
、
正
し
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
委
任
や
事
務
管
理
の
場
合

で
あ
っ
て
も
、
こ
こ
で
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
問
題
と
し
て
い
る
占
有
は
、
容
仮
占
有
、
す
な
わ
ち
、
占
有
者
に
返
還
義
務
の
あ
る
占
有
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、
委
任
の
場
合
は
、
受
任
者
の
占
有
が
容
仮
占
有
で
あ
る
こ
と
は
、
委
任
契
約
（
＝
権
原
）
の
内
容
に
従
っ
て
決
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
容
仮
占
有
も
権
原
の
性
質
に
よ
る
容
仮
占
有
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
辻
教
授
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

が
委
任
を
「
権
原
」
に
含
め
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
理
由
と
し
て
、
委
任
の
場
合
は
、
当
事
者
の
意
思
を
探
求
し
て
容
仮
占
有
か
否
か

を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
る
が
、
物
の
占
有
を
移
転
す
る
契
約
が
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
契
約
（
＝
権
原
）
が
例
え

ば
贈
与
契
約
に
あ
た
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
占
有
者
に
返
還
義
務
の
あ
る
使
用
貸
借
契
約
に
あ
た
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、
当
事
者
の

意
思
の
解
釈
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
権
原
に
よ
っ
て
生
ず
る
占
有
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
が
容
仮
占
有
か
否
か
は
、
権
原
行
為
を
行
っ
た
当
事
者
の
意
思
解
釈
に
よ
っ
て
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
面
が
あ
る
の
で
あ
る
。

(

�)

辻
・
前
掲
注(

�)

獨
協
一
四
八
頁
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
四
三
頁
〕(

引
用
は
『
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
』
か
ら)

。

(

�)

辻
・
前
掲
注(

�)

獨
協
一
四
八
頁
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
四
三
頁
以
下]

。

(

�)

磯
部
・
前
掲
注(

�)

八
八
一
頁
以
下
。

(

�)
B

O
IS

S
O

N
A

D
E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

7
3
,

p
.

3
4

0
;

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

	)

〔
二
七
三
〕
四
四
頁
〔
雄
松
堂
版
、
三
七

三
頁]

。
拙
稿
「
相
続
と
取
得
時
効

民
法


条
の
『
占
有
承
継
』
を
め
ぐ
っ
て

」
松
商
短
大
論
叢
三
九
号
（
一
九
九
一
）
一
一

頁
以
下
参
照
。

(

�)
B

O
IS

S
O

N
A

D
E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

9
9
,

p
.

3
6

7
;

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

	)

〔
二
九
九
〕
一
〇
二
頁
〔
雄
松
堂
版
、
四

〇
二
頁]

。
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
二
頁
参
照
。

(

�)

旧
民
法
財
産
編
一
九
三
条
「
法
定
ノ
占
有
者
ハ
反
対
ノ
証
拠
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
行
使
セ
ル
権
利
ヲ
適
法
ニ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ノ
推
定
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ヲ
受
ク
其
権
利
ニ
関
ス
ル
本
権
ノ
訴
ニ
付
テ
ハ
常
ニ
被
告
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
」

(
�)

前
第�

節
二
�
に
お
い
てP

rojet,
t.

I

を
訳
し
た
部
分
を
参
照
。

(
�)
辻
・
前
掲
注(

�)

獨
協
一
三
一
頁
以
下
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
二
四
頁
以
下
〕(

引
用
は
『
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
』
か
ら)

。

(

�)
前
注(

�)

参
照
。

(

�)

な
お
、
筆
者
は
、「
所
有
者
ノ
名
義
」
に
よ
る
占
有
の
推
定
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
、
既
に
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
三
六
頁

以
下
で
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
採
る
理
由
と
し
て
そ
こ
で
あ
げ
た
の
は
、
主
に
取
得
時
効
の
趣
旨
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
本
稿
は
、
取
得
時
効
の
趣
旨
（
目
的
）
に
加
え
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
民
法
草
案
の
占
有
規
定
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト(

注
釈)

を
も
検
討
し
た
結
果
、
右
解
釈
を
導
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

(

�)
B

O
IS

S
O

N
A

D
E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

9
2
,

p
.

3
6

0
;

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

	)

〔
二
九
二
〕
八
八
頁
〔
雄
松
堂
版
、
三
九

五
頁
〕(

前
第�

節
二
�
に
引
用)
。
辻
・
前
掲
注(

�)

獨
協
一
三
八
頁
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
二
九
頁
〕
参
照
。

(


)

辻
・
前
掲
注(

�)

獨
協
一
三
八
頁
注
10)
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
三
三
頁
注(

�)]

。

(

�)

磯
部
・
前
掲
注(

)

八
八
一
頁
以
下
。

(

�)

辻
・
前
掲
注(

�)

獨
協
一
三
七
頁
以
下
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
二
九
頁
以
下
〕(

引
用
は
『
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
』
か
ら)

。

(

�)

こ
の
場
合
、
筆
者
は
、
時
効
取
得
は
登
記
な
く
し
て
対
抗
で
き
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
こ
と
を
主
張
し
た
最
近
の
論
稿
と
し
て
、
拙

稿
「
取
得
時
効
の
存
在
理
由
か
ら
見
た
時
効
取
得
の
対
抗
問
題
と
背
信
的
悪
意
者

境
界
紛
争
な
い
し
は
地
番
争
い
の
事
案
を
中
心
に

」
法
時
八
二
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
）
一
一
六
頁
以
下
が
あ
る
。

(

�)

拙
稿
「
筆
界
と
所
有
権
界

取
得
時
効
制
度
の
観
点
か
ら
『
境
界
』
を
考
察
す
る

」
三
重
大
学
法
経
論
叢
二
一
巻
一
号
（
二

〇
〇
三
）
二
九
頁
以
下
参
照
。

(

�)

但
し
、
現
行
民
法
の
下
で
行
わ
れ
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
時
効
取
得
（
民
一
六
二
条
）
の
法、
律、
構、
成、
上、
、
当
該
係
争
地
が
Ｃ
所
有
地

に
帰
属
す
る
と
仮
定
し
た
上
で
、
Ｂ
の
取
得
時
効
に
よ
る
所
有
権
取
得
を
認
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
本
文
�
で
述
べ
た
内
容
は
、
主
と
し
て
、
長
期
取
得
時
効
の
存
在
理
由
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
私
見
に
よ
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れ
ば
、
短
期
取
得
時
効
は
、
取
引
の
相
手
方
を
所
有
者
と
過
失
な
く
信
頼
し
て
有
効
に
不
動
産
を
譲
り
受
け
た
者
の
取
引
の
安
全
を
保
護

す
る
制
度
と
考
え
ら
れ
る
（
拙
稿
「
取
得
時
効
と
取
引
の
安
全

短
期
取
得
時
効
の
存
在
理
由
と
適
用
範
囲

」
松
商
短
大
論
叢
三

三
号
〔
一
九
八
五
〕
二
五
頁
以
下
〔
取
得
時
効
の
研
究
所
収
、
六
九
頁
以
下])

、
拙
著
・
前
掲
注(

�)

『
取
得
時
効
の
研
究
』
一
七
六
頁

〔
拙
稿
「
取
得
時
効
と
登
記

取
得
時
効
の
存
在
理
由
と
の
関
連
で

」
松
商
短
大
論
叢
三
五
号
（
一
九
八
六
）
初
出
、
三
三
頁]

、

拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
一
六
頁)

。
そ
う
す
る
と
、
例
え
ば
、
係
争
地
が
甲
地
に
属
す
る
も
の
と
し
て
Ａ
か
ら
Ｂ
が
甲
地
を
買
い
受
け
、

そ
の
占
有
を
継
続
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
当
該
係
争
地
が
実
は
Ｃ
所
有
の
乙
地
に
属
し
て
い
た
場
合
、
係
争
地
を
甲
地
に
属
す
る
と
信
じ
て

取
得
し
占
有
し
て
い
た
Ｂ
は
、
短
期
取
得
時
効
を
援
用
し
て
係
争
地
の
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
（
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
一
七
頁
参
照)

。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
取
得
時
効
の
目
的
は
、
不
動
産
の
占
有
を
取
得
し
た
者
の
取
引
安
全
の
保
護
に
あ
る

た
め
、
Ｂ
の
占
有
は
取、
引、
行、
為、
と、
い、
う、
権、
原、
に
基
づ
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
境
界
紛
争
の
事
例
（
右
設
例
の
よ
う
な
場
合

は
、「
越
境
事
例
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
）
で
は
、
Ｃ
所
有
の
乙
地
に
帰
属
す
る
係
争
地
を
、
Ａ
所
有
の
甲
地
に
含
ま
れ
る
と
信
頼
し

た
Ｂ
を
保
護
す
る
と
い
う
点
に
取
得
時
効
の
存
在
理
由
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
存
在
理
由
か
ら
見
て
、
Ａ
・
Ｂ
間
に
お
け
る
甲
地
の
売

買
は
、
一
定
の
制
約
は
あ
る
も
の
の
（
そ
の
制
約
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

二
五
頁
以
下
参
照)

、

係
争
地
も
含
ん
だ
売
買
と
し
て
、
Ｂ
の
係
争
地
に
対
す
る
占
有
の
権
原
に
な
り
得
る
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。
ち
な
み
に
、
以
上
の
よ
う

な
場
合
の
時
効
取
得
も
登
記
な
く
し
て
対
抗
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
一
七
頁
参
照
。

(

�)

磯
辺
・
前
掲
注(

�)

八
八
二
頁
以
下
。

(

�)

辻
・
前
掲
注(

�)

獨
協
一
四
九
頁
、
一
五
二
頁
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
四
四
頁
、
四
七
頁]

。
な
お
、
辻
教
授
に
よ
る
と
、
ボ

ア
ソ
ナ
ー
ド
の
論
述
か
ら
は
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
の
立
法
理
由
が
「
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
」
と
さ
れ
る
が
、
ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド
も
、
や
や
簡
単
な
が
ら
、
本
稿
本
文
の
第�

節
一
�
�
で
引
用
し
、
本
第�

節
三
�
�
で
も
言
及
し
た
説
明
は
行
っ
て
い
る
（
同

部
分
は
、
辻
・
前
掲
注(

�)

獨
協
一
四
一
頁
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
三
五
頁
〕
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る)

。
そ
し
て
、

そ
の
趣
旨
は
、
辻
教
授
の
説
く
と
こ
ろ
と
あ
ま
り
大
き
く
は
変
わ
ら
な
い
も
の
と
推
量
さ
れ
る
。

(

�)

前
注(

	)

参
照
。
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(

�)

前
注(

�)

参
照
。
旧
民
法
証
拠
編
一
四
〇
条
一
項
は
、｢

正
権
原｣

と
い
う
要
件
を
明
文
で
掲
げ
て
い
る
。

(
�)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

�)

〔
二
九
一
〕
八
四
頁
以
下
〔
雄
松
堂
版
、
三
九
三
頁
〕
参
照
。V

.
B

O
IS

S
O

N
A

D
E
,

su
p

ra

n
o

te
2

7
,

n
o2

9
1
,

p
.

3
5

9
.

な
お
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
容
仮
占
有
者
が
、
寄
託
者
等
占
有
を
委
ね
た
者
（
実
は
非
所
有
者
）
と
の
間
で

売
買
契
約
等
を
結
ん
だ
場
合
に
つ
い
て
も
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
三
項
二
号
に
よ
っ
て
そ
の
占
有
は
法
定
占
有
に
転
換
し
、
真
の
所

有
者
で
あ
る
第
三
者
が
所
有
物
の
返
還
を
請
求
し
て
き
た
と
き
、
そ
の
占
有
者
は
取
得
時
効
を
援
用
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
同
編
一
九
二
条
二
項
（｢

物
又
ハ
権
利
ノ
特
定
権
原
ノ
取
得
者
ハ
其
利
益
ニ
従
ヒ
或
ハ
自
己
ノ
占
有
ノ
ミ
ヲ

申
立
テ
或
ハ
自
己
ノ
占
有
ニ
譲
渡
人
ノ
占
有
ヲ
併
セ
テ
申
立
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得｣

）
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
と
思
量
さ
れ
る
。

(

�)

こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿｢

判
批｣

リ
マ
ー
ク
ス
四
一
号(

二
〇
一
〇)

二
九
頁
参
照
。
ま
た
、
消
滅
時
効
に
関
す
る
同

様
の
記
述
と
し
て
、
拙
稿｢
判
批｣

リ
マ
ー
ク
ス
一
九
号
（
一
九
九
九
）
一
七
頁
、
同
「
生
命
保
険
契
約
に
お
け
る
保
険
金
請
求
権
と
消
滅

時
効
の
進
行
（
上
）

高
度
障
害
保
険
金
請
求
権
の
時
効
を
中
心
に

」
判
時
一
九
八
五
号
（
二
〇
〇
八
）
一
一
頁
も
参
照
。

(

�)

フ
ラ
ン
ス
民
法
旧
二
二
三
六
条
一
項
（
＝
新
二
二
六
六
条
一
項
）(｢

他
人
の
た
め
に
占
有
す
る
者
は
、
い
か
な
る
時
間
の
経
過
に
よ

っ
て
も
、
時
効
に
よ
っ
て
取
得
し
な
い
。｣
〔
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
・
前
掲
注(

�)

三
六
八
頁
の
訳
に
よ
る]

）
を
参
照
。

(

�)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(
�)
〔
二
九
〇
〕
八
〇
頁
以
下
〔
雄
松
堂
版
、
三
九
一
頁
〕
参
照
。

V
.

B
O

IS
S

O
N

A
D

E
,

su
p

ra

n
o

te
2

7
,

n
o2

9
1
,

p
.

3
5

8
.

(

	)

但
し
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
実
は
Ａ
こ
そ
真
の
所
有
者
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
た
場
合
、
Ａ
の
知
ら
な
い
う
ち
に
Ｂ
の
取
得
時
効

が
成
立
す
る
可
能
性
が
全
く
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
残
し
て
お
き

た
い
。

(


)

私
見
で
は
、
短
期
取
得
時
効
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
効
を
主
張
す
る
者
が
「
正
権
原
」(

旧
民
証
拠
編
一
四
〇
条
一
項)

、
す
な
わ
ち
、

有
効
な
所
有
権
取
得
行
為
を
積
極
的
に
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
長
期
取
得
時
効
で
は
、
同
じ
所
有
権
取
得
権
原
（
有
効
か
無

効
か
問
わ
な
い
）
が
法
律
に
よ
り
推
定
さ
れ
る
（
旧
民
財
産
編
一
八
六
条
本
文
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
三
七
頁

参
照)

。
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(

�)

な
お
、
藤
原
弘
道
弁
護
士
は
、
藤
原
「『

所
有
ノ
意
思
』
に
つ
い
て
三�

取
得
時
効
の
要
件
と
の
関
連
に
お
い
て

」
判
タ
三

一
五
号
（
一
九
七
五
）
三
五
頁
〔
時
効
と
占
有
一
〇
三
頁
〕
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
民
法
「
一
六
二
条

一
項
の
長
期
取
得
時
効
を
、
真
の
権
利
者
を
保
護
す
る
た
め
の
制
度
、
証
拠
を
な
く
し
た
真
の
所
有
者
を
し
て
所
有
権
の
証
明
を
容
易
な

ら
し
め
る
趣
旨
の
も
の
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
要
件
と
し
て
の
占
有
に
お
け
る

『

所
有
ノ
意
思』

の
有
無
を

『

権
原』

の
客
観
的
性

質
の
み
に
よ
っ
て
決
定
し
よ
う
と
し
た
り
、
所
有
権
の
移
転
を
目
的
と
す
る
取
引
行
為
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば

『

所
有
ノ
意
思』

を

も
っ
て
す
る
占
有
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
り
す
る
の
は
お
か
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

『

権
原』

の
主

張
立
証
が
簡
単
に
で
き
る
く
ら
い
な
ら
ば
、
長
期
取
得
時
効
の
制
度
に
よ
っ
て
所
有
権
の
証
明
を
容
易
に
し
て
も
ら
う
必
要
は
は
じ
め
か

ら
存
在
し
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
」(

引
用
は
『
時
効
と
占
有
』
か
ら)

、
と
（
同
旨

同
・
前
掲
注(

�)

三
三
七
頁
〔
取
得
時
効
法

の
諸
問
題
九
七
頁])

。

し
か
し
、
現
行
民
法
に
お
け
る
自
主
占
有
、
旧
民
法
に
お
け
る
法
定
占
有
は
法
律
上
推
定
さ
れ
、
取
得
時
効
を
争
う
相
手
方
の
ほ
う
で
、

そ
の
占
有
が
他
主
占
有
（
容
仮
占
有
）
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
な
い
限
り
推
定
は
覆
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
権
原
を
基
準
に
自
主
占

有
、
あ
る
い
は
法
定
占
有
の
成
否
を
決
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
長
期
取
得
時
効
の
趣
旨
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と

思
わ
れ
る
（
拙
稿
「
二
重
譲
渡
と
取
得
時
効
」
松
商
短
大
論
叢
三
六
号
〔
一
九
八
七
〕
一
〇
四
頁
注
8)
〔
取
得
時
効
の
研
究
二
四
〇
頁
以

下
注(

�)]

、
同
・
前
掲
注(

�)

リ
マ
ー
ク
ス
一
七
頁
、
同
「
書
評
『
藤
原
弘
道
著

取
得
時
効
法
の
諸
問
題』

」
民
商
一
二
三
巻
一
号

〔
二
〇
〇
〇
〕
一
五
四
頁)

。

(

�)

な
お
、
藤
原
・
前
掲
注(

�)

三
三
七
頁
〔
取
得
時
効
法
の
諸
問
題
九
七
頁
〕
は
、
前
注(

�)

に
紹
介
し
た
論
理
に
基
づ
き
、
現
行
民

法
の
長
期
取
得
時
効
に
お
け
る
「
所
有
の
意
思
」
の
有
無
に
つ
い
て
、
占
有
者
が
「
所
有
者
と
信
じ
て
」
占
有
を
継
続
し
た
か
ど
う
か
を

中
心
に
判
定
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
内
心
の
意
思
は
、
占
有
者
が
真
の
所
有
者
で
あ
る
蓋
然
性
と
は
直
接
関
係
な

く
、
従
っ
て
、
こ
れ
を
中
心
に
「
所
有
の
意
思
」
の
有
無
を
判
定
す
る
こ
と
は
、
藤
原
弁
護
士
の
唱
え
る
長
期
取
得
時
効
の
趣
旨
に
は
合

致
し
な
い
も
の
と
思
量
さ
れ
る
（
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

民
商
一
五
四
頁)

。
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�

結
び
に
代
え
て
│
│
一
応
の
結
論
と
残
さ
れ
た
課
題
│
│

一

一
応
の
結
論

�

第
二
の
課
題
に
つ
い
て

�

冒
頭
で
示
し
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
二
つ
の
課
題
を
設
定
し
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
第
二
の
課
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
第

�

節
二
�
で
提
示
し
た
仮
説
に
つ
い
て
は
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
但
書
の
「
容
仮
ノ
証
拠
」
は
「
占
有
ノ
権
原
」
に
基
づ
い
て

得
ら
れ
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
占
有
の
「
事
情
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
は
、
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
の
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
う

結
論
が
、
以
上
の
考
察
か
ら
一
応
確
認
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

�

と
こ
ろ
で
、
既
述
（
本
稿
第�
節
二
�
）
の
よ
う
に
、
今
日
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
現
行
民
法
一
八
六
条
一
項
の
自
主
占
有
の

推
定
は
、
①
他
主
占
有
権
原
に
基
づ
く
占
有
取
得
事
実
が
証
明
さ
れ
る
場
合
以
外
に
、
②
「
外
形
的
客
観
的
に
み
て
占
有
者
が
他
人

の
所
有
権
を
排
斥
し
て
占
有
す
る
意
思
を
有
し
て
い
な
か
つ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
事
情
」(

他
主
占
有
事
情
）
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に

も
覆
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
判
例
は
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
の
規
定
と
い
か
に
も
平
仄
を
合
わ
せ
て
い
る
か

の
よ
う
に
見
え
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
の
論
述
に
従
え
ば
、
占
有
事
情
に
よ
り
容
仮
の
証
拠
が
得
ら
れ
る
の
は

例
外
的
に
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
の
場
合
だ
け
で
あ
り
、「
事
情
」
に
よ
る
容
仮
占
有
の
証
明
は
、「
権
原
」
に
よ
る
証
明
と
並
列
す

る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
右
の
よ
う
な
、
今
日
の
判
例
と
旧
民
法
が
平
仄
を
合
わ
せ
て
い
る
と
い
っ
た
見
方
は
、
結
局
の
と
こ

ろ
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
こ
で
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
の
法
定
占
有
の
推
定
規
定
の
解
釈
が
、
そ、
の、
ま、
ま、
現、
行、
民、
法、
一、
八、
六、
条、
一、
項、
に、
引、
き、
継、
が、
れ、
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る、
と
す
る
な
ら
ば
、

(

�)

現
行
民
法
に
お
い
て
も
、
自
主
占
有
の
推
定
を
覆
す
た
め
に
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
他
主
占
有
は
、
事
務
管
理

に
よ
る
占
有
の
場
合
を
除
き
、
権
原
の
性
質
に
よ
り
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
他
主
占
有
権
原

を
賃
貸
借
契
約
書
な
ど
の
直
接
証
拠
だ
け
で
証
明
で
き
な
い
場
合
に
、
そ
れ
を
補
強
す
る
間、
接、
証、
拠、
と
し
て
、
占
有
状
況
（
こ
れ
を

「
他
主
占
有
事
情
」
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
）
に
関
す
る
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

(

�)

そ
し
て
、

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
す
る
と
、「
所
有
の
意
思
」
の
有
無
の
判
断
基
準
と
し
て
、「
占
有
に
関
す
る
事
情
」
を
占
有
取
得
権
原
と

同
列
に
並
べ
、
他
主
占
有
権
原
と
は
全
く
別
個
の
他
主
占
有
事
情
の
証
明
に
よ
っ
て
自
主
占
有
を
覆
滅
し
う
る
と
い
う
今
日
の
判
例

は
、
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
と
い
う
例
外
的
な
場
合
を
除
け
ば
、
再
検
討
を
要
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

(

�)

�

第
一
の
課
題
に
つ
い
て

次
に
、
本
稿
の
第
一
の
課
題
は
、
旧
民
法
証
拠
編
一
三
八
条
一
項
が
定
め
る
「
所
有
者
ノ
名
義
」
に
よ
る
占
有
と
は
、
果
た
し
て

所
有
権
を
取
得
す
る
権
原
に
基
づ
く
占
有
の
こ
と
か
、
そ
れ
と
も
、
内
心
に
お
い
て
所
有
者
と
し
て
振
る
舞
う
意
思
を
持
っ
て
行
う

占
有
の
こ
と
を
指
す
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
本
稿
に
お
け
る
究
極
の
課
題
で
あ
っ
た
。

�

そ
こ
で
、
ま
ず
は
旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
と
の
関
連
で
言
う
と
、
同
条
但
書
は
占
有
権
原
の
ほ
か
、
占
有
事、
情、
に
よ
っ
て

容
仮
の
証
拠
が
得
ら
れ
た
と
き
も
法
定
占
有
の
推
定
が
覆
さ
れ
る
と
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
の
「
事
情
」
と
は
、
占
有
者
が
そ

の
内
心
で
自
己
の
た
め
に
す
る
意
思
を
持
っ
て
占
有
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
他
人
の
た
め
に
す
る
意
思
を
持
っ
て
占
有
し
て

い
る
の
か
を
外
部
か
ら
窺
い
知
る
た
め
の
事
情
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
も
、
文
理
上
は
可
能
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
右
の
�
�
で
述
べ
た
よ
う
に
、
占
有
者
の
内
心
の
意
思
を
反
映
し
た
占
有
事
情
に
よ
っ
て
容
仮
占
有
と
判
定
さ
れ
る
の

法と政治 62巻 1号 (2011年 4月)

取
得
時
効
に
お
け
る
「
所
有
の
意
思
」
と
旧
民
法
の
占
有
規
定

167

一
六
七

Ⅰ



は
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
容
仮
占
有
は
、
す
べ
て
権
原
に
基
づ
い
て
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
事
務
管
理
に
よ
る
占
有
と
い
う
唯
一
の
例
外
を
除
け
ば
、
容
仮
占
有
の
認
定
は
、
権
原
に
基
づ
い
て
、
内
心
の
意
思
と
は
無

関
係
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
容
仮
占
有
の
認
定
に
お
い
て
は
、
内
心
の
意
思
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
考
慮
さ
れ
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
容
仮
の
証
拠
が
な
い
限
り
推
定
さ
れ
る
法
定
占
有
も
、
占
有
者
が
内

心
で
ど
の
よ
う
な
意
思
を
持
っ
て
い
た
か
な
ど
と
い
う
こ
と
と
は
関
係
な
く
、
要
す
る
に
、
占
有
の
性
質
は
占
有
権
原
の
み
に
従
っ

て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
右
一
八
六
条
の
解
釈
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
推
察
は
、
既
述
し
て
き
た
取
得
時
効
の
存
在
理
由
に
も
合
致
す
る
と
思
量
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

�

次
に
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
前
第�

節
の
最
後
に
記
し
た
よ
う
に
、
取
得
時
効
の
存
在
理
由
と

の
関
係
を
も
考
慮
す
る
と
、
容
仮
占
有
か
ら
法
定
占
有
へ
の
転
換
は
、
具
体
的
に
は
、
す
べ
て
同
条
三
項
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ

る
の
で
あ
り
、
二
項
を
直
接
に
適
用
し
て
、
占
有
者
の
内
心
の
意
思
の
変
更
だ
け
で
転
換
す
る
こ
と
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
二
項
は
三
項
を
通
じ
て
し
か
具
体
的
適
用
を
見
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
は
、
同
条
二
項
を

根
拠
に
、
占
有
者
の
内
心
の
具
体
的
意
思
に
よ
っ
て
占
有
の
性
質
が
決
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
導
き
出
す
こ
と
は
認
め
ら
れ

な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

�

以
上
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
・
一
八
六
条
の
規
定
と
の
関
連
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
旧
民
法
に
お
け
る
法
定
占
有

は
占
有
者
の
内
心
の
意
思
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
取
得
す
る
権
原
に
基
づ
く
占
有
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
私
見
を
述
べ
て
き
た
が
、
法
定
占
有
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
は
、
根
本
的
に
は
、
そ
の
占
有
か
ら
生
ず
る
効
果
と
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の
関
連
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
法
定
占
有
の
重
要
な
効
果
で
あ
る
取
得
時
効
の
存
在
理
由
を
基

礎
に
お
い
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。

し
か
し
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
法
定
占
有
の
効
果
は
、
取
得
時
効
以
外
に
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
本
権
の
推
定
、
②

果
実
の
取
得
な
ど
の
効
果
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
③
無
主
の
動
産
の
所
有
権
取
得
が
認
め
ら
れ
る
先
占
も

(

�)

、「
己
レ
ノ
所
有
ト
為

ス
意
思
」
を
も
っ
て
占
有
す
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
法
定
占
有
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
取
得
時

効
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
限
り
で
は
、
権
利
取
得
権
原
に
基
づ
く
占
有
が
法
定
占
有
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、

他
の
効
果
も
含
め
て
総
合
的
に
考
え
た
場
合
、
こ
の
よ
う
に
法
定
占
有
を
定
義
す
る
こ
と
に
は
未
だ
疑
問
が
残
さ
れ
て
い
な
い
わ
け

で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
旧
民
法
証
拠
編
一
三
八
条
が
定
め
る
不
動
産
の
取
得
時
効
は
、
法
定
占
有
の
一
種
で
あ
る
「
所
有
者
ノ
名
義
」
を
も

っ
て
す
る
占
有
を
そ
の
要
件
と
す
る
。
そ
こ
で
、
す
べ
て
の
法
定
占
有
に
つ
い
て
権
原
と
の
緊
密
な
関
連
性
を
認
め
得
な
い
と
し
て

も
、
法
定
占
有
の
う
ち
の
「
所
有
者
ノ
名
義
」
を
も
っ
て
す
る
占
有
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
取
得
時
効
の
要
件
と
し
て
規
定
さ
れ
て

い
る
点
に
鑑
み
、
占
有
者
の
意
思
と
無
関
係
な
、
所
有
権
取
得
権、
原、
に
基
づ
く
占
有
と
解
釈
し
て
こ
そ
至
当
な
結
論
が
得
ら
れ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
現
行
民
法
一
六
二
条
の
「
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
」
す
る
占
有
を
、
旧
民
法
証
拠
編
一
三
八
条
一
項
の

「
所
有
者
ノ
名
義
ニ
テ
」
行
う
占
有
と
同
義
に
解
し
得
る
な
ら
ば
、「
所
有
の
意
思
」
を
も
っ
て
す
る
占
有
（
自
主
占
有
）
も
、
売

買
契
約
な
ど
の
所
有
権
を
取
得
す
る
権
原
に
基
づ
く
占
有
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
所
有
権
取
得
権
原
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
占
有
の
継

続
に
よ
り
時
効
取
得
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
旧
民
法
に
お
け
る
「
所
有
者
ノ
名
義
ニ
テ
」
行
う
占
有
の
解
釈
を
、
現
行
民
法
の
「
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
」
す
る
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占
有
の
解
釈
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
て
よ
い
か
ど
う
か
は
、
や
は
り
現
行
民
法
一
六
二
条
の
立
法
経
緯
に
つ
い
て
詳
細
に
検
証
す
る

こ
と
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
前
段
に
述
べ
た
と
こ
ろ
は
こ
こ
で
の
一
応
の
結
論
と
し
、
最
終
的
な
私
見
は
、
今
後

の
立
法
過
程
等
の
検
討
後
に
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
法
定
占
有
の
性
質
を
追
究
す
る
た
め
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
取
得
時

効
以
外
の
法
定
占
有
の
効
果
と
の
関
連
で
の
考
察
も
必
要
な
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
右
私
見
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
考
察

を
も
踏
ま
え
、
法
定
占
有
全
体
を
鳥
瞰
し
た
上
で
、
そ
の
展
開
を
行
え
る
よ
う
に
し
た
い
。

二

無
権
原
の
占
有

�
�

さ
て
、
以
上
の
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
取
得
時
効
の
存
在
理
由
や
旧
民
法
財
産
編
一
八
五
条
・
一
八
六
条
の
解
釈
を
根
拠
に
、

同
法
証
拠
編
一
三
八
条
一
項
が
規
定
す
る
「
所
有
者
ノ
名
義
ニ
テ
」
行
う
占
有
（
ひ
い
て
は
現
行
民
法
一
六
二
条
が
定
め
る
「
所
有
の

意
思
を
も
っ
て
」
す
る
占
有
）
と
は
、
所
有
権
を
取
得
す
る
権
原
に
よ
っ
て
始
ま
る
占
有
の
こ
と
で
あ
り
、
決
し
て
、
占
有
者
が
内

心
に
所
有
者
と
し
て
振
る
舞
う
意
思
を
持
っ
て
す
る
占
有
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
管
見
が
、
取
り
あ
え
ず
の
結
論
と
し
て
導
き
出

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
旧
民
法
は
「
無
権
原
ノ
占
有
」
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
無
権

原
ノ
占
有
」
と
の
関
連
を
考
え
れ
ば
、
右
見
解
に
は
大
き
な
疑
問
が
あ
る
と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
当
然
に
予
想
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
旧
民
法
財
産
編
一
八
一
条
二
項
は
、「
占
有
カ
侵
奪
ニ
因
リ
テ
成
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
占
有
ハ
無
権

原
ノ
占
有
ナ
リ
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
無
権
原
ノ
占
有
」
は
、
正
権
原
の
占
有
と
と
も
に
、
法
定
占
有
の
一
つ
と
さ
れ
る

（
本
稿
第�

節
二
�
参
照)

。
ま
た
、
第
二
に
、
同
法
証
拠
編
一
四
〇
条
二
項
は
、
不
動
産
の
取
得
時
効
に
つ
い
て
、「
占
有
者
カ
正、
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権、
原、
ヲ、
証、
ス、
ル、
コ、
ト、
ヲ、
得、
ス、
又
ハ
之
ヲ
証
ス
ル
モ
財
産
編
第
百
八
十
七
条
ニ

(

�)

規
定
シ
タ
ル
如
ク
其
悪
意
カ
証
セ
ラ
ル
ル
ト
キ
ハ
取
得

時
効
ノ
期
間
ハ
三
十
个
年
ト
ス
」(

傍
点

引
用
者
）
と
定
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
文
字
通
り
解
す
る
な
ら
ば
、

他
人
の
所
有
物
を
窃
取
、
侵
奪
、
あ
る
い
は
横
領
し
、
そ
の
物
の
所
有
者
同
然
に
振
る
舞
う
意
思
で
長
期
間
占
有
を
継
続
し
た
場
合

に
つ
い
て
も
、
長
期
取
得
時
効
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
実
際
に
、
旧
民
法
証
拠
編
一
三
八
条
一
項
の
「
所
有
者
ノ
名
義
」
を
「
所
有
権
移
転
を
目
的
と
す
る
法
律

行
為
の
意
味
で
の
『
権
原』
」
と
解
す
る
な
ら
ば
、
旧
民
法
が
「
無
権
原
の
占
有
に
つ
い
て
長
期
取
得
時
効
を
認
め
て
い
る
こ
と

（
…
…
）
を
説
明
で
き
な
い
」
と
い
う
辻
教
授
の
批
判
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

(

�)

�

し
か
し
、
自
分
が
所
有
者
で
あ
る
こ
と
の
立
証
が
困
難
な
真
の
所
有
者
を
救
済
す
る
と
い
う
点
に
、
取
得
時
効
（
長
期
取
得

時
効
）
の
存
在
理
由
を
求
め
、
取
得
時
効
を
所
有
権
取
得
の
推
定
と
構
成
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
立
場
か

(

�)

ら
す
れ
ば
、
窃
盗
や
侵
奪
、

横
領
に
よ
っ
て
占
有
を
取
得
し
た
者
に
取
得
時
効
の
利
益
を
付
与
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
見
地
か
ら
は
、
既
に
何
度
か
示
唆
し
て
き
た
よ
う
に
、
取
得
時
効
の
要
件
と
し
て
の
「
無
権
原
ノ
占
有
」
と
は
、
真
実
は
所
有

権
取
得
の
た
め
の
権
原
に
基
づ
い
た
占
有
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
証
明
で
き
な
い
場
合
の
占
有
を
言
う
と
解
さ
れ

て
よ
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
旧
民
法
の
起
草
者
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
自
身
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
行
っ
て

い
る
点
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
本
稿
第�

節
二
�
�
で
示
し
た
よ
う

に
、
前
掲
『
註
釈
第
二
編
物
権
ノ
部
下
巻
』
の
〔
二
五
九
〕
で
、
無
権
原
の
占
有
の
例
と
し
て
、「
他
人
ニ
属
ス
ル
ヲ
知
リ
テ
他
人

ノ
モ
ノ
ヲ
掠、
奪、
シ
タ
ル
カ
如
キ
」(

傍
点

引
用
者
）
場
合
を
あ
げ
、
第
二
に
、
そ
れ
に
続
く
〔
二
六
〇
〕
で
は
、
無
権
原
の
占
有
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者
を

(

�)

「
占
奪
者
」(

u
su

rp
ate

u
r)

と
言
い
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

�)(

�)

�

要
す
る
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
に
出
版
さ
れ
た
前
掲

P
rojet

第
五
巻
、
お
よ
び
、
そ
の
翻
訳

書
で
あ
る
前
掲
『
註
釈
第
五
編
』
で
、
真
の
権
利
者
の
保
護
と
い
う
時
効
観
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
時

効
観
と
、
そ
れ
以
前
に
発
行
さ
れ
た

P
rojet

第
一
巻
、

(

�)

お
よ
び
、
そ
の
翻
訳
書
の
『
註
釈
第
二
編
物
権
ノ
部
下
巻
』
に
お
け
る
彼

の
占
有
に
関
す
る
注
釈(

コ
メ
ン
ト)

と
の
間
に
は
、
明
ら
か
に
矛
盾
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
後
者
の
著
書
の

中
で
、
無
権
原
の
占
有
者
を
「
占
奪
者
」(

u
su

rp
ate

u
r)

と
明
記
し
て
い
る
以
上
、
い
く
ら
取
得
時
効
の
存
在
理
由
と
合
致
す
る
か

ら
と
い
っ
て
も
、
そ、
こ、
か、
ら、
直、
ち、
に、
、「
無
権
原
ノ
占
有
」
の
意
味
を
、「
権
原
を
証
明
で
き
な
い
場
合
の
占
有
」
と
解
す
る
結
論
を

導
く
の
は
短
絡
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
示
し
た
一
応
の
結
論
を
十
分
に
論
証
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
「
無
権
原
ノ
占
有
」
に
関
す
る
よ
り
深
い
考
察
は

欠
く
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
は
今
後
の
喫
緊
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
考
察
を
す
る
に
際
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス

時
効
法
及
び
占
有
法
に
お
い
て
、
こ
の
「
無
権
原
の
占
有｣

、
す
な
わ
ち
、
�la

p
o

sse
ssio

n
san

s
titre

�
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ

て
い
た
か
を
考
究
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
時
効
及
び
占
有
理
論
を
総
合
的
に
体
系
づ
け
て
い
く
作
業
が
必
要
に

な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
筆
者
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
、
本
稿
に
お
け
る
課
題
の
研
究
を
継
続
し
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。

三

最

後

に

以
上
、
本
稿
で
は
、
現
行
民
法
に
お
け
る
取
得
時
効
の
要
件
と
し
て
の
「
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
」
す
る
占
有
を
考
察
す
る
前
提
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と
し
て
、
旧
民
法
に
お
け
る
「
容
仮
ノ
占
有
」
に
関
す
る
規
定
、
お
よ
び
、
そ
の
草
案
に
つ
い
て
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
注
釈(

コ
メ

ン
ト)
を
主
な
資
料
と
し
、
法
定
占
有
、
さ
ら
に
は
、
旧
民
法
の
取
得
時
効
の
要
件
で
あ
る
「
所
有
者
ノ
名
義
」
に
基
づ
く
占
有
を

中
心
に
そ
の
考
察
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
旧
民
法
及
び
そ
の
草
案
の
規
定
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
そ
れ
に
対
す
る
説
明
に
検
討
の
対
象

を
絞
り
、
そ
れ
以
外
の
文
献
の
参
照
は
必
要
最
小
限
に
止
め
た
た
め
、
考
察
に
不
十
分
な
点
も
あ
る
や
も
知
れ
ず
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
今
後
の
研
究
で
補
う
こ
と
に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
参
照
文
献
の
中
で
、
筆
者
が
最
も
教
え
を
受
け
た
の
は
、
旧
民
法
の
取
得
時
効
及
び
占
有
規
定
を
非
常
に
詳

細
に
検
討
し
た
辻
教
授
の
論
稿
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
で
は
、
教
授
の
主
張
に
あ
え
て
異
を
立
て
る

よ
う
な
見
解
を
展
開
す
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
点
、
非
礼
を
謝
す
る
と
と
も
に
、
御
海
容
を
賜
り
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
今

後
さ
ら
に
、
教
授
を
始
め
多
く
の
先
生
の
教
示
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
取
得
時
効
に
お
け
る
「
所
有
の
意
思
」
の
研
究
を
進
め
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
。

(

�)

筆
者
は
、
現
行
民
法
一
八
六
条
一
項
の
自
主
占
有
の
推
定
は
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
旧
民
法
財
産
編
一
八
六
条
の
解
釈
を
ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
受
け
継
い
だ
も
の
と
解
す
る
が
、
こ
の
点
の
論
証
は
、
現
行
民
法
占
有
規
定
の
立
法
過
程
を
考
察
す
る
別
稿
で
行
う
こ
と
に
し
た

い
。

(

�)

拙
稿
・
前
掲
注(

�)

リ
マ
ー
ク
ス
一
七
頁
。

(

�)

な
お
、
今
日
の
判
例
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
前
掲
最
判
昭
五
八
・
三
・
二
四
は
、
そ
の
判
決
文
中
で
、「
…
…
所
有
の

意
思
は
、
占
有
者
の
内
心
の
意
思
に
よ
つ
て
で
は
な
く
、
…
…
権
原
又
は
占
有
に
関
す
る
事
情
に
よ
り
外
形
的
客
観
的
に
定
め
ら
れ
る
べ

き
」
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
今
日
の
判
例
に
つ
い
て
は
、「
占
有
に
関
す
る
事
情
」
に
よ
っ
て
「
所
有
の
意
思
」
の

有
無
を
判
断
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
占
有
事
情
を
、
内
心
の
意
思
を
推
測
す
る
も
の
と
し
て
考
慮
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
占
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有
事
情
と
内
心
の
意
思
と
の
間
に
は
何
ら
の
関
係
も
な
い
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
、
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

同
判
例
は
、
右
引
用
部
分
の
少
し
後
の
と
こ
ろ
で
は
、「
外
形
的
客
観
的
に
み
て
占
有
者
が
他
人
の
所
有
権
を
排
斥
し
て
占
有
す
る
意、
思、

を
有
し
て
い
な
か
つ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
事
情
が
証
明
さ
れ
る
と
き
は
」｢

所
有
の
意
思
」
が
否
定
さ
れ
る
、
と
も
判
示
し
て
い
る
（
傍

点

引
用
者)

。
そ
う
す
る
と
、
今
日
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
占
有
の
要
件
と
し
て
、
必
ず
し
も
意
思
的
要
素
を
無
視
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
た
だ
、
占
有
を
委
ね
た
者
の
利
益
を
保
護
す
る
見
地
か
ら
、
そ
の
意
思
を
外
形
的
客
観
的
に
解
釈
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
占

有
事
情
が
勘
案
さ
れ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
日

の
判
例
の
検
討
は
、
近
い
将
来
に
お
い
て
別
稿
で
行
い
た
い
と
思
う
。

(

�)

旧
民
法
財
産
取
得
編
二
条
「
先
占
ハ
無
主
ノ
動
産
物
ヲ
己
レ
ノ
所
有
ト
為
ス
意
思
ヲ
以
テ
最
先
ノ
占
有
ヲ
為
ス
ニ
因
リ
テ
其
所
有
権

ヲ
取
得
ス
ル
方
法
ナ
リ
」

(

�)

旧
民
法
財
産
編
一
八
七
条
「
正
権
原
ノ
証
拠
ア
ル
占
有
ハ
之
ヲ
善
意
ノ
占
有
ナ
リ
ト
推
定
ス
但
反
対
ノ
証
拠
ア
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在

ラ
ス
」

(

�)

辻
・
前
掲
注(

�)

獨
協
一
二
九
頁
注
11)
〔
所
有
の
意
思
と
取
得
時
効
、
二
二
頁
注(

�)]

。
な
お
、
本
稿
第�

節
三
�
参
照
。

(

�)

本
稿
第�

節
二
�
�
及
び
前
注(

�)

参
照
。

(

�)

な
お
、『
註
釈
第
二
編
物
権
ノ
部
下
巻
』
で
は
、
こ
の
「
無
権
原
の
占
有
者
」
は
、「
無
名
義
ノ
占
有
者
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
（
ボ
ワ

ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

	)

〔
二
六
〇
〕
一
六
頁
〔
雄
松
堂
版
、
三
五
九
頁])

。

(


)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

	)

〔
二
六
〇
〕
一
六
頁
〔
雄
松
堂
版
、
三
五
九
頁]

、B
O

IS
S

O
N

A
D

E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

6
0
,

p
.

3
2

8
.

な
お
、
拙
稿
・
前
掲
注(

�)

一
三
一
頁
参
照
。

(

�)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
前
掲
注(

	)

〔
二
八
三
〕
六
一
頁
〔
雄
松
堂
版
、
三
八
一
頁
〕
参
照
。V

.
B

O
IS

S
O

N
A

D
E
,

su
p

ra
n

o
te

2
7
,

n
o2

8
3
,

p
.

3
5

0
.

(

)

前
注(

�)

で
示
し
た
よ
う
に
、
そ
の
第
二
版
の
発
行
年
は
、
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
で
あ
る
。
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Quelques ��������	
����sur �possession �titre

de �����
	����comme condition

de la prescription acquisitive

dans le Code civil de l’Empire du Japon (1890)

par rapport aux dispositions sur la possession ���	���

Motomi KUSANO

Ce �������a �
�����
dans le but �����	�����le sens de �possession �titre

de �����
	����comme condition de la prescription acquisitive dans le Code

civil de l’Empire du Japon (1890) ������par G. Boissonade. En �����	�, on

pense que possession �titre de �����
	���est possession avec l’intention

d’agir comme �����
	����Mais je ���������que cette possession signifie

possession acquise par un acte juridique de 
�	�������le titre de �����
�,

tel qu’une vente ou une donation.

Alors, dans ce ��������afin de ��������ma 
�����j’ai ���������principale-

ment la relation avec les dispositions sur la possession ���	���(Art. 185 et

Art. 186 de Livre des biens) dans ledit Code. Et du point de vue de la raison

���
��de prescription acquisitive, j’ai �����
��������
����
que la posses-

sion ���	���n’est jamais convertie en possession civile seulement par

changement d’intention du possesseur et qu’elle est toujours ������par le

titre de possession hors gestion d’affaires ; en �����������, �la fin de ce

�������, j’ai pu confirmer que possession �titre de �����
	���est posses-

sion acquise par un acte juridique de 
�	�������le titre de �����
�.
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